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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １８名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告 

○議長（中川一男君） 御出席、まことに御苦労に

存じます。 

 ただいまの出席議員は１８名であります。 

 これより、平成１７年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

────────────────── 

◎表 彰 状 の 伝 達 

○議長（中川一男君） 御報告いたします。 

 去る平成１７年６月９日、北海道町村議会議長会

より、徳島稔議員に対し、議会議員として２５年以

上の長きにわたり議会制度の高揚と地方自治の振興

発展に寄与された功績により表彰状が届いておりま

すので、ただいまより当議場において伝達表彰をさ

せていただきます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 演壇前におきまして、

伝達表彰を取り進めたいと思います。 

 中川議長より徳島議員へ伝達させていただきま

す。徳島議員、演壇の前へ申しわけございません、

お進みいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 表彰状。 

 上富良野町議会議員徳島稔殿。 

 あなたは、議会議員として多年にわたり議会制度

の高揚と地域の振興及び住民福祉の向上に盡され、

もって、地方自治の発展に寄与されたその功績はま

ことに顕著であります。 

 よって、ここにこれを表彰します。 

 平成１７年６月９日、北海道町村議会議長会会長

川股博。代読。 

 御苦労さまでした。おめでとうございます。（拍

手） 

○事務局長（北川雅一君） 以上で、伝達表彰を終

わります。 

○議長（中川一男君） 本日の議事日程は、あらか

じめお手元に配付したとおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 今期定例会は、６月１７日に告示され、同日議案

等の配付をいたしました。 

 今期議会運営につき、５月３０日、６月１５、１

６日に議会運営委員会を開き、会期、日程等を協議

いたしました。その内容は、お手元に配付の議事日

程のとおりであります。 

 今期定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

が、議案第１号ないし第１５号までの１５件、報告

第３号ないし第６号の４件であります。 

 議員からの提出案件は、発議案第１号ないし第６

号の６件であります。 

 総務文教、厚生、産業建設各常任委員長より、委

員会所管事務調査報告がありました。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査の結果報告

がありました。 

 町長から、今期定例会までの主要な事項につい

て、行政報告の発言の申し出がありました。その資

料として、建設工事発注状況一覧表をお配りいたし

ましたので、参考としていただきますようお願い申

し上げます。 

 ６月７日までに受理いたしました陳情要望の件数

は、１５件であります。その趣旨は、さきにお配り

したとおりであります。議会審議の資料としていた

だきますようお願い申し上げます。 

 町の一般行政について、村上和子議員外６名の議

員から、一般質問の通告があり、その要旨は本日お

手元にお配りしたとおりであります。あらかじめ執

行機関に質問の要旨を通告いたしております。 

 なお、質問の順序は、通告を受理した順となって

おりますので、御了承賜りたいと存じます。 

 今期定例会までの議会の主要な行事は、別紙配付

のとおりであります。 

 今期定例会の議案説明のため、町長以下関係者の

出席を求め、別紙配付のとおり出席いたしておりま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

 あらかじめ申し上げます。 

 蒸すようでございますので、上着を脱いで構いま

せんので、きょう一日よろしくお願いします。 

────────────────── 

  ◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １０番 仲 島 康 行 君 

    １１番 中 村 有 秀 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件 
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○議長（中川一男君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月２２日までの２

日間といたしたいと思います。御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月２２日までの２日

間と決しました。 

────────────────── 

◎日程第３ 行政報告 

○議長（中川一男君） 日程第３ 行政報告を行い

ます。 

 今期定例会までの主な行政執行経過について、町

長より報告がありますので、発言を許可します。 

 町長尾岸孝雄君。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員各位におかれまして

は、公私ともに何かと御多用のところ、第２回定例

町議会に御出席いただき、まことにありがとうござ

います。 

 この機会に、去る３月定例議会以降における町政

執行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、本年４月からの執行体制でありますが、

定年退職などの１０名の欠員につきましては、一般

事務職員の採用を２名にとどめ、町立病院の栄養士

の退職補充採用１名を含め、計３名の新規職員の採

用をいたしまして、昨年度から７名減の２１８名の

職員による執行体制としているところであります。 

 職員の減員分につきましては、事務処理の簡素効

率化により課員の縮減を図るとともに、配置が必要

な部署につきましては、外部委託、嘱託職員、臨時

職員による対応としたところであります。 

 次に、この春の叙勲等の受章についてであります

が、春の褒章では菅野祥孝様が黄綬褒章を、春の叙

勲で竹谷愛子様が旭日双光章を、高齢者叙勲では勝

井勇様が瑞宝双光章を、危険業務従事者叙勲では、

河内国夫様、斎藤衛様、相田一也様がそれぞれ瑞宝

単光章の受章をされたところであります。 

 受章されました皆様方のこれまでの大きな功績に

対して敬意を表するとともに、心よりお祝いを申し

上げるものであります。また、町におきましては些

少ではありますが、お祝い金を贈呈したところであ

ります。 

 次に、上富良野町情報公開条例第３３条及び上富

良野町個人情報保護条例第４６条に規定されている

運用状況についてでありますが、平成１６年度にお

いては、個人情報保護制度に基づく請求が１件あ

り、請求どおり開示いたしました。 

 次に、行財政改革事項であります。平成１６年度

から平成２０年度までの５カ年間を計画期間として

行財政改革実施計画を策定し、実践に取り組んでい

るところでありますが、この平成１６年度におきま

しては、新たな組織機構体制をスタートさせるとと

もに、指定管理者制度導入プランの策定やパブリッ

クコメントの制度化、さらに、個別課題に応じ、行

政内部に八つのプロジェクトを設置したところであ

ります。 

 また、職員数の削減や町営バス運行形態の見直

し、税等収納対策の強化、下水道使用料改正、補助

金等の整理合理化、経常経費の縮減などに取り組

み、その効果額は下水道使用料の改定や補助金な

ど、住民の皆様に直接負担をいただいたもので約

５,９００万円、行政内部の取り組みによるもので

約１億２,５００万円の約１億８,４００万円となっ

たところであります。 

 本年度の取り組みにつきましては、具体的な実践

スケジュールをまとめ、行財政改革推進町民会議の

御意見を賜りながら、４月にその実践スケジュール

の決定をしたところであります。このスケジュール

に沿って、昨年スタートさせた新組織機構の検証作

業を行うとともに、職員数適正化計画の策定、指定

管理者制度への移行作業、パブリックコメントの実

践、まちづくり出前講座の制度化、ごみ処理手数料

を初めとして受益者負担の見直し、人件費の見直

し、補助金等の整理合理化などの改革事項の実践に

取り組んでまいります。計画の実践には町民皆様の

御理解と御協力を、これまでに増してお願いをする

ところであります。 

 なお、実践状況の詳細及び実践スケジュールの詳

細につきましては、さきにお配りいたしました平成

１６年度行財政改革実施計画実践効果総括表、平成

１７年度行財政改革実施計画実践スケジュールを御

参照いただきたいと存じます。 

 次に、北海道が進めております道州制に伴う事務

権限の移譲関係でありますが、本年３月に市町村へ

の事務権限移譲方針が策定されております。この方

針では、政令指定都市や中核都市への移譲を含め、

約２,０００の事務権限を市町村へ移譲対象とする

ことが示されております。 

 今後、移譲に向けていった事務作業として、市町

村への説明会や各市町村との協議、移譲要望の照会

等が予定されております。北海道が移譲に向けて財

政的要件や人的要素など、あくまで実施市町村との

同意があったものから進めるとしておりますことを

踏まえつつ、町といたしましても、住民サービスの

向上等が図られる事務権限の移譲について、可能な

限り受け入れの検討をしてまいります。 
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 なお、北海道が策定しました方針につきまして

は、町の行政情報提供コーナーのほか、道のホーム

ページにも掲載されております。 

 次に、広域行政についてでありますが、今後の富

良野圏域における各自治体のあるべき姿を構成市町

村の事務レベルで研究する専任プロジェクトチー

ム、自治のかたち検討プロジェクトが本年５月より

富良野地区広域市町村圏振興協議会内に設置され、

本町からも１名の専門主幹を配置し、富良野市役所

内において本格的な研究・検討作業に取り組み始め

ているところであります。 

 広域的に取り組むことで行財政の効率化が図られ

るものや、道州制に伴う事務権限の移譲の受け皿づ

くりのほか、多くの課題について今後の研究・検討

の成果に期待するところであります。 

 次に、６月１日に東京で開催された分権改革日本

全国大会に参加してまいりましたので、報告いたし

ます。 

 昨年度から取り進められた国の三位一体改革は、

全国の多くの自治体運営に危機的な影響を受けたこ

とから、地方６団体の共催により開催されたもので

ありますが、特に地方の権限と責任に応じた本格的

な税源移譲を進め、地方の声を十分に反映した改革

の全体像を早急に示すべきであるとした内容などで

結束を図り、国に訴えたところであります。 

 次に、自衛隊関係でありますが、防衛庁陸上幕僚

監部の防衛部長を訪問し、駐屯地現状維持の要望を

してまいりました。 

 また、４月１３日に北部方面後方支援隊創立５０

周年記念式典に出席、６月１１日には第２師団管内

殉職者自衛隊員追悼式に、翌１２日には、第２師団

創立５５周年及び旭川駐屯地開設５３周年記念式典

に出席いたしました。 

 また、１９日には上富良野駐屯地創立５０周年記

念式典が行われ、５０年の大きな節目を多くの町民

とともにお祝いするために、自衛隊車両による市中

観閲行進が行われました。 

 なお、行進の中で戦車１両が自力走行できなくな

るハプニングもあったことから、行進車両のすべて

が駐屯地内に戻る時間が３０分程度おくれて無事終

了いたしました。 

 この行事に際しましては、関係機関、団体等の御

協力をいただきましたことに、改めて衷心より感謝

申し上げます。 

 次に、基地協議会要望関係では、５月１９日に北

海道基地協議会総会が白老町で開催され出席してま

いりました。また、上富良野基地協議会の周辺整備

事業の要望運動を行い、上富良野駐屯地、札幌防衛

施設局、帯広防衛支局、旭川第２師団に、構成関係

団体長の同行のもと要望を行ってまいりました。 

 次に、会計検査院による実地検査について申し上

げます。 

 ６月８日、９日に実施されたところであります

が、対象事案３１件、いずれも適正に執行されてい

ることで終了いたしました。 

 次に、健康づくりと福祉活動の拠点施設として昨

年１１月オープンいたしました保健福祉総合セン

ター「かみん」の平成１６年度の利用実績について

でありますが、本年３月までの５カ月間で、開館日

数１３５日、利用延べ人員が２万９,７９７人、１

日平均しますと２２１人の御利用をいただいたとこ

ろであります。 

 今後も多くの町民の方々に利用していただけるよ

う、本施設の機能を効率的に活用して、水中運動教

室や介護予防教室などの実施内容に創意工夫を凝ら

しながら、施設運営に意を注いでまいります。 

 次に、農業関係であります。 

 今年の融雪期は例年に比べ、平たん地で４日、山

間地で９日のおくれとなっております。春耕期を迎

え、４月下旬から５月前半は低温が続き、雨量も多

く、耕起、播種作業ともに大幅なおくれとなってお

ります。 

 水稲においては平年に比べ４日程度のおくれで、

移植作業を終了しております。 

 畑作物において、ビート、馬鈴薯、豆類、玉ねぎ

などは、平年に比べ４日から１４日おくれで定植を

終えております。 

 特に５月前半は低温日照不足で、播種作業におく

れが生じ心配をしておりましたが、６月に入り比較

的好天に恵まれたところから、生育のおくれを取り

戻してほしいと願っているものであります。 

 今後も順調に天候が推移し、よい出来秋を迎える

ことを願っているところであります。 

 次に、上富良野町地域子ども教室についてであり

ますが、放課後の子どもの居場所づくりとして昨年

から実行委員会が主体となり、引き続き国の委託事

業として実施しております。本年度は町内小学校児

童数６８６名のうち、２５.８％に当たる１７７名

の児童が登録し、特に小学校の低学年においては児

童の約６７％を占め、盛況のうちにスタートするこ

とができました。 

 今年度の地域子ども教室は学校固定型として、月

曜日から木曜日の放課後毎日を、上富良野小学校及

び上富良野西小学校の空き教室を利用し、また学校

巡回型として、金曜日に東中小学校、江幌小学校へ

指導員が出向いて子供たちの遊びの指導を行ってお

ります。今後、子供や保護者のニーズに沿って、事

故のないよう運営してまいります。 
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 次に、特別養護老人ホームに入所されている方か

ら、ラベンダーハイツの施設整備に役立ててと町に

１,０００万円の御寄附の申し出があり、４月７日

に受納したところであります。 

 この貴重な寄附金の使途につきましては、御本人

の意向に沿い、ラベンダーハイツ入所者の処遇の改

善が図られるよう、施設の整備と備品購入に充てる

ことに、この定例議会に予算を計上させていただい

ているところであります。 

 最後に、建設工事の発注状況でありますが、本年

度入札執行した建設工事は、６月６日現在で、総務

課で入札執行した建設工事は１４件で、事業費総額

で１億５２６万２,５００円となっております。 

 なお、お手元に平成１７年度建設工事発注状況を

配付しておりますので、後ほど御高覧いただきたく

存じます。 

 以上を申しまして、行政報告といたします。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、行政報告を

終わります。 

────────────────── 

◎日程第４ 報告第１号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告の件について、監査

委員より、監査・例月現金出納検査結果の報告を求

めます。 

 代表監査委員高口勤君。 

○代表監査委員（高口勤君） 監査報告を申し上げ

ます。 

 今回の監査内容につきましては、定期監査といた

しまして、病院の貯蔵品検査並びに車両検査、それ

から、例月出納検査としまして、２月分、３月分、

それから４月分と、この件につきまして報告を申し

上げます。 

 報告第１号監査・例月現金出納検査結果報告の

件。 

 監査及び例月現金出納検査結果について御報告を

いたします。 

 概要のみ申し上げますので、御了承を賜りたいと

思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告を申し上

げます。 

 １ページをお開きください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により定期監

査を執行しましたので、同条第９項の規定により、

その結果を報告いたします。 

 監査の概要ですが、平成１７年４月１２日に、病

院事務のたな卸しを監査の対象として、平成１６年

度末に係る貯蔵品調書等関係諸帳簿を検閲し、貯蔵

品の実地検査を行いました。 

 監査の結果、たな卸しはおおむね適正に執行され

ていると認められました。 

 次に、２ページをお開きください。 

 定期監査の車両検査の結果を報告いたします。 

 監査の概要ですが、平成１７年６月２日に、公用

車両の整備及び管理状況を監査の対象として、公用

車両８０台中７６台の実地検査を行いました。 

 監査の結果、公用車両の整備及び管理の状況はお

おむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１２ページの例月現金出納検

査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定により執

行いたしましたので、同条第３項の規定により、そ

の結果を報告いたします。 

 平成１６年度２月分から３月分及び平成１７年度

４月分について、概要並びに検査結果を一括して御

報告いたします。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行し、

いずれも各会計の出納の収支状況は別紙資料に示す

とおりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては御高覧いただいたもの

と存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては１３ページ、

１４ページに添付してございますので、参考として

いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって監査・例月現金出納検査結果の報告を終わり

ます。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第２号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 報告第２号付託

の常任委員会所管事務調査の報告を行います。 

 委員長の報告を求めます。 

 初めに、総務文教常任委員長向山富夫君。 

○総務文教常任委員長（向山富夫君） 総務文教常

任委員会所管事務調査報告をさせていただきます。 

 本委員会の所管事務調査として閉会中の継続調査

に付託された事件について、調査の経過及び結果に

ついて報告させていただきます。 

 調査事件名。テーマ、「住民参加型のまちづくり

について」、サブテーマ、一つ、住民と行政の協働

について、二つ、地域住民と学校の関わりについ

て。 

 なお、詳細につきましては、既に報告書を配付さ
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せていただいており、御高覧賜っていただいている

と思いますので、概要のみ報告させていただきたい

と思いますので、御了承賜りますようお願い申し上

げます。 

 まず、調査の経過につきましては、平成１５年９

月に委員会を開催いたしまして、調査のテーマを先

ほど申し上げました「住民参加型のまちづくりにつ

いて」とし、サブテーマを二つ定め、一つは、住民

と行政の協働について、もう一つを、地域住民と学

校の関わりについてとし、この間１３回の委員会を

開くとともに、先進市町村行政調査や、町内所管行

政調査を実施してまいりました。 

 次に、調査の結果でありますが、住民と行政の協

働については、本町においても少子高齢化の進行

や、一向に回復の兆しが見えない景気の低迷など

で、町の活力が次第に失われつつありますが、今後

ともしっかりと自立した町として生き残っていかな

ければなりません。そのため住民と行政の一体化が

一層必要でありますが、今は残念ながら、あらゆる

面においてまだまだ住民と行政との間に垣根や温度

差があると感じられます。 

 相互理解を深めていく努力と工夫は十分とは言え

ず、今後厳しい財政状況の中で、住民と行政の協働

抜きにまちづくりは到底考えられず、そのために

も、行政も議会もともに積極的に住民のまちづくり

に対する参加意識向上のため、一層の努力が必要と

思われます。 

 一方、地域住民と学校のかかわりについても、現

状は申し上げるまでもなく、核家族化や両親がとも

に仕事を持つなど、家庭環境が、かつてから見ると

大きく変化しており、これらに伴い、地域の住民と

地域の子供や学校とのかかわりが年々希薄になって

きている状況にあります。 

 本来、地域の子供は地域で育てるというような姿

が望ましいと思われますが、本町においても地域と

学校のかかわりの希薄化は例外と言えず、特に規模

の大きい学校ほどその傾向にあると言えます。 

 他方、小規模校においては、地域と学校とのかか

わりについては大変濃密でありますが、反面、児童

の教育の視点から見ると、余りにも少人数学級が果

たしてどうなのかという問題もあり、統廃合等も含

めて、今後地域全体で考えていかなければならない

問題と言えます。 

 さらに、本町においてはもう一つ、上富良野高校

の二間口維持と振興策の課題がありまして、これら

も含め、今後地域と学校のかかわりについて、まだ

まだ多くの問題が残されている実態と言えます。 

 今後は少しでも学校と地域の距離を縮めるため、

地域の活動と学校事業を連携させていくことや、先

生方にも地域活動へ積極的に参加していただくこと

なども検討すべきと思われます。 

 また、放課後の児童の健全育成事業などは、今後

さらに充実を図っていくべき事業と思われます。 

 いずれにいたしましても、学校が地域での文化活

動のよりどころとして改めて位置づけられるよう、

地域住民も含めて一層の努力が求められるところで

あります。 

 以上、要点のみ報告させていただきましたが、住

民と行政の協働も、地域住民と学校のかかわりにつ

きましても、いずれも一人一人の住民みずからが認

識をして行動をしなければ何も進みません。行政も

議会も住民の意識高揚のため、なお一層不断の努力

が求められていることを申し上げ、御報告とさせて

いただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 次に、厚生常任委員長、村

上和子君。 

○厚生常任委員長（村上和子君） 厚生常任委員会

所管事務調査の報告をさせていただきます。 

 本委員会の所管事務調査として、閉会中の継続調

査に付託された事件について、調査の経過及び結果

を次のとおり報告する。 

 平成１７年６月８日、上富良野町議会議長中川一

男様、厚生常任委員長村上和子。 

 記。 

 調査事件名。テーマ、高齢者社会対策について。

１、今後の介護の課題について。２、健康づくり対

策について。 

 調査の経過といたしまして、平成１５年９月９日

委員会を開き、調査課題について検討し、テーマを

高齢者社会対策についてとし、サブテーマを、１、

今後の介護の課題についてと、２、健康づくり対策

についてを検討課題とすることに決定いたしまし

た。 

 平成１５年に４回、平成１６年に６回、平成１７

年に５回、委員会を開催するとともに、関係資料に

より町職員の説明を求めるほか、町の現況調査及び

島根県吉田村・広島県西城町・山口県豊浦町と３カ

所、先進市町村行政調査を行いました。 

 調査の結果は、別紙に記載しております。皆様方

には御高覧いただいていると存じますので、これか

ら要点のみ報告させていただきます。 

 まず、現況の把握でございますが、人口と高齢化

につきましては、平成１２年、介護保険が導入され

ましたときと比べまして、平成１６年は、人口は、

表でもありますように減少状態になっております

が、高齢化率は逆に２１.０８％で３.０２％上昇し

ております。 

 ２ページお願いしたいと思います。 

― 6 ―



 

 それに伴いまして、介護保険認定者とサービスの

利用が年々ふえて、表にありますようにふえてきて

おります。それに伴いまして、また出現率の方も平

成１２年度は１２.５％でありましたが、平成１６

年度は１５.５％と増加傾向になっております。 

 それから、介護保険事業の現況は、大きく分けま

して在宅サービスと施設サービスに分かれておりま

して、在宅サービスは在宅介護三本柱である、訪問

介護、通所介護、デイサービス、ショートステイほ

か１４事業実施されておりまして、施設サービスは

特別養護老人ホーム、老人保健施設、それから医療

機関の３事業が実施されております。 

 また、そのほか老人福祉サービス、これは介護予

防事業も含んでおりますが、移送ほか１１事業、そ

れから町独自の生活支援、それから介護予防、生き

がい活動支援対策等も行っております。 

 ３ページに入っていただきたいと思います。 

 介護保険給付の現況でございますが、平成１５年

度決算におきまして、４億９,８０６万円、そのう

ち施設サービス費が３億１,２７９万円、６２.８

％、在宅サービス費が１億８,５２７万円、３７.２

％となっておりまして、施設利用者１人当たりで見

ると、１５年度の施設サービス費が３５１万円、在

宅サービス費は５８万円であります。 

 このことから、施設サービス１人に対して在宅

サービスでは６人分に相当します。特に在宅サービ

スの伸びは平成１５年度対比で、１６年度は１２

３.５％、１７年度は前年対比で１２０.８％の見込

みとなっております。 

 次に、これらの現況からしまして、今後の介護保

険事業の課題としまして、施設サービスの方では、

いずれも受入状況が満床状態でございまして、老人

保健施設、療養型病床群施設については満床でござ

いまして、施設の拡充が課題となるところでござい

ますが、介護保険財政をかんがみなければなりませ

んし、受け入れ側の医師、看護師、介護士、各方の

体制整備が課題となり、今後においては新たに施設

を建設するのではなく、施設活用の広域連携を検討

することも必要であります。 

 さらに、介護認定の重度化の出現率を抑制する施

策を展開するのが最大の課題となっております。 

 在宅サービスの方では、在宅介護サービスの給付

額が年々上昇しておりまして、ちょっと４ページを

お開きいただきたいと思います。 

 介護保険事業会計で見ますと、４年で２.５倍の

伸びになっております。介護認定者の増加に伴い、

それに対応すべくヘルパー等体制の整備の充実が必

要であります。何と申しましても、療養と介護の連

携、家族関係と介護力、地域とのかかわりなど、さ

まざまな課題があります。 

 次に、保険給付の課題といたしまして、当初３億

７,０５４万円でありましたが、平成１６年度にお

いては、介護給付額が５億５,６０５万円の見込み

で５０.１％の給付状態となっております。 

 今後、保険給付額が年々増加する傾向であり、こ

のことは１号、２号被保険者の負担増加となり、

国、自治体においても同様で、今後これらをいかに

抑える方策をとるのかが課題である。 

 給付内容を見ると、在宅サービスの伸びが著し

く、約３倍の増であるが、施設サービスは１０.８

％増で、在宅サービスのあり方が今後十分に精査、

検討する必要があります。 

 次に、２項目めの健康づくり対策について報告い

たします。 

 ２１世紀における国民健康づくりの運動としまし

て、「健康日本２１」が２０００年４月からスター

トされました。この背景には少子高齢化の進行と生

活習慣病の増加、要介護高齢者の増加、社会保障負

担の増大などがありまして、我が町も健康２１に基

づき、２００４年に保健計画「健康かみふらの２

１」を策定し、早世予防、健康寿命の延伸、医療費

の軽減（行政）を目標として推進しております。 

 過去の実績を見ますと、生活習慣病の状況が、当

町の全死亡者２,１０６名のうち１,３４４名、６４

％が生活習慣病により亡くなっております。健康寿

命の延伸として、介護認定者で見ますと、脳卒中が

占める割合が介護３から５では、６６.１％、要介

護１、２の軽度では３５.３％になっております。 

 ５ページをよろしくお願いしたいと思います。 

 それから次に、医療費を見ますと、我が町１人の

医療費は、平成１５年度現在で一般の方で２１万

６,０８０円、それから退職の方で３９万９,４９３

円、老人で８６万６,８９４円、脳血管疾患におけ

る割合は高血圧７８％、高脂血症５７％ほかになっ

てきております。 

 住民検診の状況ですが、１６年度、苦肉の策とし

まして有料化にしたわけですが、心配しておりまし

たが、おかげさまで平成１６年度は２,６２４名、

７８.１％と、有料化されたにもかかわらず受診率

は上がっておりました。それから１５年の住民の壮

年人口で見ますと、基本検診対象者の受診率は、男

性が２０.３、女性が４９.５で、まだまだ未診者が

１６.２％、女性が１９.９％となっている状況であ

ります。 

 それから、健康づくりの対策といたしまして、こ

れから地域の実情の把握と科学的根拠に基づいて取

り組まなければなりませんが、個人別の健康指導の

徹底、栄養・食生活の指導、これらがございます。 
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 それから、４０歳から６０歳までの健康な生活維

持の確立を図るための対策。６５歳以上を対象とし

た元気で活動的な高齢者をふやしていくことが重要

であると考えます。 

 最後に総括的なまとめといたしまして、平成１２

年度から始まりました介護保険事業も５年が経過し

まして、給付費もどんどん増嵩の一途をたどってお

ります。年々増加する給付費を抑制することが大切

なのですけれども、軽度の要支援、要介護１、２の

出現率を抑えること、また軽度から重度への要介護

度の進捗を抑える方策を講じることが重要でありま

す。 

 上富良野町の介護認定者の内容を見ますと、要支

援と介護度１においてこの４年間で大きく増加し

て、介護１、２の認定者で介護認定者の約半数を占

め、いわゆる軽度の利用者の広がりを見せており、

高齢者の介護が軽度から重度へと進む要因の一つ

に、体を動かさないために起こる心身の機能が衰え

る廃用症候群、これらがありますが、今後は町の認

定制度、介護メニュー作成のあり方を検討し、軽度

の介護サービスは、行政に頼ることなく地域・職

域・各団体等が自主的に参画する地域福祉の向上に

努めるよう啓蒙、啓発を推進することが必要であり

ます。 

 現在、元気及び虚弱高齢者の諸対策が講じられて

おりますが、いかに高齢者が元気な状態を一日でも

長く継続するための予防事業、生きがい対策にポイ

ントを置いた取り組みが重要となります。これら諸

事業推進に参加する高齢者については、事業の成果

があるが、一方で家庭から一歩も出ない引きこもり

高齢者の増加もあるので、今後においてはこの層へ

の対策が必要であります。 

 元気な高齢者に対して町が行うさまざまな介護予

防事業は、現在ある保健福祉総合センター「かみ

ん」の有効活用のみならず、地域の中で高齢者がふ

だんから実践できるメニューづくりや、継続可能で

やる気の持てる事業展開を推進することが大切であ

ります。また、高齢者が社会参画できて生きがいを

持ちながら、地域の役に立てるようなことができる

基盤づくり、さまざまな世代間交流を含めた高齢者

のためのソフト事業の充実も今後取り組むことが必

要となります。 

 あわせて成年期、壮年期の各個人が高齢者になる

前に、ふだんから元気で健康に過ごせる生活習慣の

構築にみずから努力し、生活の質（ＱＯＬ）の向上

に努めることが最も重要であると考えます。 

 時間の関係でちょっとはしょった部分もございま

すが、以上をもちまして報告を終わらせていただき

ます。よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 次に、産業建設常任委員

長、岩崎治男君。 

○産業建設常任委員長（岩崎治男君） 産業建設常

任委員会所管事務調査の報告を行います。 

 記。 

 調査事件名。テーマといたしまして、一つ、地産

地消の推進について、二つ目、農地流動化対策につ

いてを実施いたしました。 

 調査の経過。１５年の９月５日に委員会を開き、

調査項目について協議した後、１５年に４回、平成

１６年に６回、１７年に４回、委員会を開催し、地

産地消の推進、農地流動化対策を調査課題とするこ

ととし、関係資料により担当職員、関係団体の説明

を受け、先進事例調査及び町の現況調査等を行って

まいりました。 

 また、平成１５年１１月、先進地視察として、大

分県湯布院町、熊本県旭志村、長崎県小浜町に行政

調査を行ってまいった次第でございます。 

 次に、調査の経過。要点を絞り、報告いたしま

す。 

 地産地消の推進について。 

 近年、消費者の多くは、環境問題や食に対する安

全性に強い関心を持っているところでございます。 

 輸入食品の残留農薬問題や防腐剤問題など、日本

では禁止されている収穫後の食品への農薬の散布

等、特に最近は遺伝子組み換え食品の増加で、日本

に輸入されている大豆の多くが遺伝子組み換えによ

るものであると言われております。しかし、このよ

うな実態は消費者には知らされていないのが現実で

ございます。 

 また、地元農家の女性グループが農産物の直売所

を開設し、加工したみそや地元の野菜などを学校給

食に食材を供給するなど、新たな取り組みが始まっ

てきているが、使用されている量もまだ少量であり

ます。また、農家による野菜の直売所の開設もふえ

つつありますが、いずれも一部農家の取り組みにと

どまっております。 

 その背景として考えられるのは、農業の忙しさ

と、上富良野町の近隣市町村が農業を基幹産業とし

ていることから、日常的に野菜などが容易に入手し

やすいなどの地域性があると思われます。 

 地産地消の機運は高まりつつあるが、今後どう支

援していくか、そのためには行政も支援計画を持つ

ことが必要で、グループの自発性を大切にすること

は基本となるが、現状ではその自発性を調整し前進

させることが十分ではないように思われます。 

 コスト面からだけではなく、安全、安心、食育と

いう面から、助成を続けながらでも保育所・幼稚

園・学校・病院等の給食に取り入れていくべきであ

― 8 ―



 

り、その他の公共機関での消費の促進や地元の宿泊

施設などとの協力も課題であります。 

 次に、地産地消のまとめといたしまして、この推

進には、消費者に対する食育が重要であります。残

留農薬・防腐剤による輸入食品の危険性、国内食品

の安全性等しっかり消費者に伝え理解してもらうこ

とが必要でありますが、安全な国産品は輸入食品と

比べると価格が高いという問題がございます。 

 最近、一部の地域では、農家と消費者の交流を行

い、農業体験等を通じて農業の実態、農薬の使用や

農業の大変さ等の理解を求め、地産地消に取り組ん

でいこうとする事例があります。 

 地域で生産された安全で良質な農畜産物を多くの

人に消費してもらうことにより、地域の活性化につ

ながり、生産者と消費者との交流ができると思われ

ます。また、農畜産物を利用した加工品の販売や販

路の確保などの計画的な推進が必要でございます。 

 以上の点をも含めて、次に掲げる課題の検討を図

り行政運営を進めていただきたい。 

 ア、地産地消の機運を高めるグループの学習や交

流会の開催。 

 イ、地元の宿泊施設及び公共施設などへの農畜産

物の地元消費の呼びかけ。 

 ウ、農畜産物の加工に対する奨励と支援できる体

制の強化。 

 次に、農地流動化対策について御報告を申し上げ

ます。 

 本町では、農業者の高齢化や後継者不足に対応し

た農地の集積と未耕作地の防止対策として、農地の

利用権設定を行う農用地利用改善組合に対して農地

集積促進費を交付してきたところであります。 

 その結果、３００ヘクタールあった未流動化地の

一定の改善も見受けられるが、しかし、経営者が６

５歳以上の農家が１０１戸、そのうち後継者が存在

する農家は２戸となっております。 

 規模拡大を望む農家の多くは、安い農地と基盤整

備された生産性の高い農地を求めているが、農産物

価格低迷の中で先行投資に戸惑いを感じている農家

も多く、耕作不適農地の集積が一層困難になること

も考えられるところであります。 

 次に、まとめに入ります。 

 今、世界の国々が注目しているＷＴＯ農業交渉

や、二国間でのＦＴＡの決定次第では関税の引き下

げが懸念され、さらに安い農産物が国内を占領する

おそれがあり、今後の方向性が定かでなく、このよ

うな状態では、さらなる規模拡大には不安となって

いるところでございます。 

 本町においても、助成措置を時限的な考え方では

なく、より長期的に支援を考えるべきであり、特に

水田においては、補助金・助成金次第では、より一

層離農が進むと予想されるところでございます。 

 畑地転換を考えた場合、土地改良区の負担金、透

水性、病害虫との問題も含んでおり、価格面も含め

て流動化が難航するものと思われるところでありま

す。 

 新規就農者を含めて担い手の確保を図り、集積し

やすい環境を整えるべきであり、町・農協等の主導

で飛び地解消のため交換分合等を進めるのも一策と

思われます。また、法人、株式会社の参入も一定の

条件で認めていかざるを得ない時期が来るのではな

いかというふうにも考えます。 

 農業振興計画に基づく地元の実態に即した農業振

興を農業者とともに進め、農地基盤整備の強化と中

山間地域振興策の導入などに取り組むことが求めら

れているのであります。 

 次に掲げる課題の検討を図り、行政運営を進めて

いただきたいというふうに存じます。 

 次に、まとめのア、生産性の低い農地の山林等へ

の転換。 

 イ、農地流動化に対する事業助成の実施。 

 ウ、農業の受委託制度の促進。 

 エ、農業後継者の育成と経営改善の強化。 

 オ、農地の基盤整備の強化と促進費の助成。 

 カ、農産物の販路の拡大。 

 キ、農地の価値を高める有畜農家、耕作農家によ

る地力維持増進の強化。 

 次に掲げる調査の経過につきましては、次ページ

を御高覧いただきたく存じます。 

 以上、産業建設常任委員会所管事務調査報告とい

たします。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって所

管事務調査の報告を終わります。 

 各委員会の調査した報告書について、理事者は十

分参考とされ、今後の行政運営に反映されんことを

期待いたします。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第３号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 報告第３号平成

１６年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計算書

の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました報告第３号平成１６年度上富良野町一般会計

繰越明許費繰越計算書報告の件につきまして、概要
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を申し上げ、説明にかえさせていただきたいと思い

ます。 

 それでは、恐れ入りますが、繰越明許費繰越計算

書をごらんいただきたいと思います。 

 本計算書に記載の事業につきましては、北海道が

事業主体で実施の草分地区を初めとしました耕地整

備関連の３事業にベベルイ川砂防事業を加えまし

た、延べ４事業でございます。これらの事業につき

ましては、天候不順等の理由から、事業完了時期が

平成１７年度に入ることになっておりますが、この

たびの平成１６年度会計決算期を迎えました際に、

予算で設定しておりました金額と同額の総額３,３

２２万１,０００円を平成１７年度会計へ繰り越し

ましたので、地方自治法施行令の規定に基づき、そ

の内容を報告するものでございます。 

 なお、この４事業ごとの財源内訳で未収入となっ

てございます国費などの特定財源につきましては、

当該事業ごとの完成時期に応じまして歳入の受け入

れ手続をとってまいります。 

 以上、簡単でございますが、報告第３号の説明と

いたします。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告に対し、質

疑があれば承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって本

件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第４号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 報告第４号法人

の経営状況の報告を行います。 

 本報告の説明を願います。 

 初めに、上富良野町土地開発公社の報告を求めま

す。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました上富良野町土地開発公社の経営状況につきま

して御報告申し上げます。 

 当公社におきましては、町の公共用地先行取得等

の要請を受けていないことから、経常的なもの以外

の特別具体的な事業につきましては、ございませ

ん。このようなことから、平成１６年度の決算に関

する書類としましては、事業報告にあわせまして１

６０万円余りの経費を支弁した内容で貸借対照表な

ど所定の書類をつけてございます。 

 また、平成１７年度におきましても、現在のとこ

ろ町からの要請を受けてございませんが、今後用地

取得等の要請があった場合には、その旨対応するこ

ととしてございます。 

 したがいまして、予算におきましては、平成１６

年度同様に経常的な活動を想定しました経費を支弁

する内容で調整してございますので、御高覧いただ

きたいと思います。 

 以上、大変簡単でございますが、上富良野町土地

開発公社関係の経営状況の報告といたします。 

○議長（中川一男君） 次に、株式会社上富良野振

興公社の報告を求めます。 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（小澤誠一君） ただいま上程いた

だきました株式会社上富良野振興公社の経営状況に

つきまして御報告申し上げます。 

 まず、経営状況に関する書類の１ページをお開き

いただきたいと思います。 

 最初に、平成１６年度の事業報告といたしまし

て、会議等の開催、審議の状況でございます。 

 総会関係では、平成１６年４月２３日に定時株主

総会を開催し、平成１５年度の事業報告、決算承認

及び平成１６年度事業計画、予算について議決をい

ただいたころであります。 

 また、平成１６年１０月１４日開催の臨時株主総

会において、取締役の選任を行っております。取締

役関係では、平成１６年４月２３日開催の第１回取

締役会において、代表取締役の選任、常務取締役の

選任を行っております。 

 また、平成１６年１０月１４日開催の第２回取締

役会において、平成１６年上半期の事業について報

告を行っております。 

 平成１７年３月２９日開催の第３回取締役会にお

いて、平成１６年度事業報告、決算方針及び平成１

７年度経営基本方針及び予算編成方針について審議

を行ったところでございます。 

 次に、２ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 ２ページの平成１６年度の部門別の報告をいたし

ます。 

 まず、保養センター白銀荘につきましては、総体

入館者１０万８,６５９人となりました。その内容

は、日帰り客９万８,０９１人、宿泊客で１万５６

８人となっておりまして、計画対比８３.６％の入

館実績となりました。通算の入館実績といたしまし

ては、平成１６年７月２０日に１００万人の入館実

績を記録したところでございます。例年行っており

ます福祉向上を目的といたしました町内在住の７０

歳以上の方と、障害者に対する優遇措置による無料

入館者は６６０人の利用となっております。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場につきまして

は、全道的に各キャンプ場とも前年を下回る見込み

の状況でありますが、本キャンプ場は微増ながら前

年を上回ることができました。当初計画の１万１,
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０００人に対し１万３,７２４人、計画対比１２５

％、また利用収益も計画対比１,１５５万円に対し

１,４４３万４,０００円、計画対比１２５％の実績

となりました。 

 次に、上富良野町営スキー場につきましては、例

年１２月上旬ころに開設を予定しておりますが、降

雪不足から１２月２５日より運行を開始しておりま

す。リフト券売り上げ枚数も、当初計画２,７３０

枚に対し２,７５０枚で、計画対比１００.７％、ま

た、利用収益も１５２万８,０００円に対し１５６

万円で、計画対比１０２.１％となりました。 

 次に、島津公園については、町民憩いの広場とし

て、家族連れ、それから各団体等、多くの皆様に御

利用をいただいたところでありますが、昨年９月の

台風１８号によりまして、樹木が倒伏し景観が損な

われましたが、修復に努めております。 

 次に、日の出公園については、芝生の管理、花々

の植栽、除草、警備などの管理に努めてまいりまし

た。 

 次に、上富良野町パークゴルフ場については、２

シーズン目を迎え、町内、町外より大勢のプレー

ヤーに入場をいただきましたが、昨年は気温も高

く、猛暑の影響もございまして、前年度を下回る結

果となりました。年間利用人員も前年度実績４万

１,４０７人に対し３万７,８６９人で、対前年比９

１.５％、また、利用収益も前年度１,１００万円に

対し８５０万円の実績となりました。 

 次に、５ページの貸借対照表について説明をいた

します。 

 まず、資産の部でありますけれども、流動資産と

いたしまして、総額で２,１８２万６,９８０円。そ

の内訳は、定期預金１,４００万円、現金預金５４

０万９,７７８円、期末商品２３８万７,２０２円。

固定資産といたしまして、旭川信金等に対する出資

金３万円で、資産合計２,１８２万６,９８０円と

なっております。 

 次に、負債の部でありますが、流動負債合計５９

９万２,８６２円。その内訳といたしまして、買掛

金、未払金、預かり金、入湯税預かり金等でありま

す。 

 資本の部では、上富良野町、ふらの農協、上富良

野町商工会、旭川信用金庫の資本金が１,０００万

円。利益剰余金として５８３万４,１１８円を加

え、資本の部の総額は１,５８３万４,１１８円とな

ります。負債・資本の合計額は２,１８２万６,９８

０円となります。 

 次に、６ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 ６ページの損益計算書について説明いたします。 

 営業収益の部でありますが、利用収益と売店収益

を合わせた売上高合計は１億２,０４２万９,７１４

円となるところであります。その内訳として、白銀

荘９,５９２万９,８３６円、オートキャンプ場１,

４４３万３,９０２円、スキー場１４８万６,０７７

円、島津公園１,１１６円、日の出公園４２万５,４

９２円、パークゴルフ場８１５万３,２９１円でご

ざいます。 

 次に、営業費用につきましては、売上原価として

期首商品、当期商品仕入れ１,９５５万８,９３３円

から期末商品棚卸高２３８万７,２０２円を差し引

いた１,７１７万１,７３１円となり、売上総利益は

１億３２５万７,９８３円となります。 

 次に、販売及び一般管理費は１億２,３６８万９,

９８１円で、その内訳は、白銀荘６,４２４万２,２

４５円、オートキャンプ場１,７４６万１,４９１

円、スキー場９３６万５,６７０円、島津公園２２

６万４,５０１円、日の出公園１,９３１万８,２１

３円、パークゴルフ場１,１０３万７,８６１円であ

ります。 

 これらを差し引き、営業収益は２,０４３万１,９

９８円のマイナスとなります。営業外収益につきま

しては、受取利息、配当金、雑収入、受託収入を含

めまして３,９３７万１,７９５円であります。受託

収入の内訳といたしまして、白銀荘１６７万９,３

０１円、オートキャンプ場４６６万６,６６７円、

スキー場８１９万４７８円、島津公園２５１万３,

３３４円、日の出公園１,９０４万７,６２１円、

パークゴルフ場２９５万２,３８２円であります。

営業外費用につきましては、町へ１,８００万円の

寄附を行い、これを差し引いた経常利益は９３万

９,７９７円となるところであります。これから法

人税等３５万３,０００円を差し引き、５８万６,７

９７円が当期利益となり、これに前期繰越利益１２

４万７,３２１円を加えました１８３万４,１１８円

が当期未処分利益となります。 

 次に、１２ページに飛びますけれども、１７年度

の事業計画予算について御説明いたします。 

 保養センター白銀荘につきましては、依然として

景気低迷が続く状況でありまして、来道客の減少も

ありますけれども、当温泉の最大の特徴であります

天然温泉の利点を生かし、利用者へのＰＲに努め、

目標達成に努めてまいります。計画に当たっては、

過去の実績等を勘案し、入館者１２万人を見込み、

売上高については１億５０６万円を見込んでおりま

す。 

 次に、日の出オートキャンプ場につきましては、

経済が回復傾向にあると言われておりますけれど

も、平成８年をピークに、全国的に入場者数も減少
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をたどっております。このような中にありまして、

新規キャンパーの獲得を目指し、各大学等のサイク

リング部、あるいはサークル部あてにパンフ等でＰ

Ｒを行うほか、基本となるリピーターの増加に積極

的に取り組み、利用者の立場に立ち、接客、情報提

供、環境整備に努めてまいりたいと思います。ま

た、計画に当たっては、経済社会状況等を勘案し、

入場者数１万５００人を見込み、売上高については

１,１００万円を見込んでおります。 

 次に、日の出スキー場につきましては、温暖化の

影響もございまして、ここ数年、２週間から１カ月

程度の開設がおくれてございます。そのような状況

になっておりますけれども、町民に親しまれるよ

う、ゲレンデの整備、リフトの安全な運行管理等に

努めてまいります。計画に当たっては、１回券、回

数券、ナイター券、シーズン券を含め売上高１３８

万６,０００円を見込んでおります。 

 島津公園につきましては、町民憩いの場として安

心して利用いただけるよう環境整備、維持管理に努

めてまいります。 

 次に、日の出公園につきましては、町民の憩いの

場として、また、観光客の訪れとともににぎわうこ

とが予想されますので、環境整備、公園管理に十分

配慮してまいります。 

 パークゴルフ場につきましては、オープン当初、

管内の各大会を当パークゴルフ場において行ってき

たと、そういう経緯もございますけれども、他の

パークゴルフ場も十分充実してきたということか

ら、各種大会もほかに移る傾向にございます。この

ことから各スポーツメーカー等に大会の開催を依頼

しているところであります。今年も多数のプレー

ヤー、来場者から喜んでいただけるようコース整

備、芝生の管理、窓口対応など、運営管理に努めて

まいります。また、入場券販売の計画に当たって

は、町内利用者、町外利用者の１日券、回数券、

シーズン券、用具貸し出し等を含め、６５０万円を

計上いたしました。 

 なお、１５ページから２６ページまでの各施設の

平成１７年度損益計算書につきましては、御高覧を

いただいたものと思いますので、説明を省略いたし

ます。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の平成１６年

度経営状況についての報告とさせていただきます。 

○議長（中川一男君） ただいまの報告説明に対

し、質疑があれば承ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） ただいまの報告によりま

して、入場数とか、利用者なんかがよくわかるわけ

なのですけれども、給料手当も出ているのですが、

果たして何人の人がこれらにかかわっているのか、

ちょっと大体何名ぐらいになるのかなと思うのです

が、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（小澤誠一君） 村上議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 振興公社といたしましては、私、先ほど述べまし

た全施設を含めまして、役員等を除きまして９名で

あります。ほかに臨時職員が３名であります。 

○議長（中川一男君） よろしいですか。 

 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって法人の経営状況の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第５号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 報告第５号専決

処分上富良野町税条例の一部を改正する条例の報告

を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（高木香代子） ただいま上程いただき

ました専決処分の報告の件につきまして、初めに、

その概要を御説明申し上げます。 

 国におけます平成１７年度の税制改正法案の成立

が３月末になりますことから、３月定例議会におき

まして、町税条例の一部を改正する条例につきまし

て、町長の専決処分事項としての議決をいただきま

した。３月１８日の国会におきまして、税制改正法

案が成立し、３月２５日公布されましたので、平成

１７年４月１日をもちまして、町税条例の一部を改

正する条例の専決処分をいたしましたので、ここに

御報告申し上げます。 

 今回の町税条例の一部改正につきまして、その主

な改正点を御説明申し上げます。 

 第１点目といたしまして、個人町民税所得割額の

定率減税の縮減であり、限度額、減税率とも２分の

１に縮減するものであります。第２点目といたしま

して、年齢６５歳以上の者のうち、前年の合計所得

金額が１２５万円以下の者に対する個人町民税の非

課税措置を１８年度から段階的に廃止するものであ

ります。以上が、主な改正点であります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第５号専決処分の報告の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている次の事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 記。 
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 処分事項、上富良野町税条例の一部を改正する条

例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、議

会の議決により指定された町長の専決処分事項につ

いて、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例（別紙の

とおり）。 

 平成１７年４月１日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例第

１０号）の一部を次のように改正する。 

 この後につきましては、条例の朗読を省略させて

いただき、条を追って内容を説明いたしますので、

御了承願いたいと思います。 

 第２４条につきましては、個人の町民税の非課税

の範囲の規定でありまして、年齢６５歳以上の者を

非課税措置廃止により削除するものであります。 

 第３６条の２につきましては、町民税の申告の規

定でありまして、給与支払報告書の提出対象者の範

囲を年の途中に退職した者に拡大したことによる条

文の整理であります。 

 第５４条につきましては、固定資産税の納税義務

者の規定でありまして、見出しを固定資産税の納税

義務者等とし、第２項、第５項については、不動産

登記法の改正による条文の整理であります。 

 第６項につきましては、家屋の所有者以外の者が

取りつけた附帯設備に対して、償却資産として取り

つけたものを納税義務者とする規定の追加でありま

す。 

 第６３条の３につきましては、法第３５２条の２

第５項及び第６項の規定による固定資産税額の案分

の申し出の規定でありまして、被災により住宅用地

として使用することができない場合であっても、２

年間住宅用地とみなして、住宅用地の特例が適用さ

れますが、これに災害に伴う避難指示等が翌年度以

降に及んだ場合に、避難指示等の解除後３年度分ま

で災害によって住宅が存続しなくなった土地を追加

するものであります。 

 第２条につきましては、申請または申告をしな

かったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金

の徴収の規定でありまして、不動産登記法の改正に

伴う条文の整備であります。 

 第７４条の２につきましては、被災住宅用地の申

告の規定でありまして、被災住宅用地に避難指示等

が翌年度以降に及んだ場合に、避難指示等の解除

後、３年度分まで災害によって住宅が存続しなく

なった土地を追加するものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 附則第８条につきましては、肉用牛の売却による

事業取得にかかる町民税の課税の特例の規定であり

まして、適用期限を３年延長するものであります。 

 附則第１５条につきましては、特別土地保有税の

非課税の読みかえ規定でありまして、適用期限が到

来したものについて削除し、規定の整備でありま

す。 

 附則第１５条の２につきましては、特別土地保有

税の課税の特例の規定でありまして、第６項、第７

項及び第９項については、公共用飛行場周辺におけ

る航空機騒音による障害の防止等に関する法律の要

務の用に供する土地等を税額から３分の１、または

３分の２に減額する特例から削除し、第８項を第６

項とし、条文の整備であります。 

 附則第１６条の４につきましては、土地の譲渡等

にかかる事業所得等にかかる町民税の課税の特例の

規定でありまして、地方税法の改正による条文の整

備であります。 

 附則第１９条につきましては、株式等にかかる譲

渡所得等にかかる個人町民税の課税の特例の規定で

ありまして、公開株式等の譲渡所得の特例の廃止に

より、第２項を削除し第３項を第２項に、第４項を

第３項に、第５項を第４項に改め、条文の整備であ

ります。 

 附則第１９条の４を削除します。 

 附則第１９条の３につきましては、特定口座を有

する場合の町民税の所得計算の特例の規定でありま

して、地方税法の改正により条文を整備し、附則第

１９条の４とするものであります。 

 附則第１９条の２につきましては、上場株式等譲

渡した場合の株式等にかかる譲渡所得等にかかる町

民税の課税の特例の規定でありまして、譲渡益の２

分の１の課税廃止により、第２項を削除し、条文の

整備をし、附則第１９条の３とするものでありま

す。 

 附則第１９条の次に新しく創設された附則第１９

条の２を加えるものであります。この規定につきま

しては、特定管理株式が価値を失った場合の株式等

にかかる譲渡所得等の課税の特例の規定でありまし

て、特定口座で管理されていた株式につき、発行会

社の精算猶予等による無価値化損失が生じた場合

に、株式等の譲渡損とみなすことができることとす

るものであり、この特例の適用に関し必要事項を定

めたものであります。 

 次のページに参ります。 

 附則第１９条の５につきましては、上場株式等に

かかる譲渡損失の繰越控除の規定でありまして、地
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方税法の改正による条文の整備であります。 

 附則第２０条については、特定中小会社が発行し

た株式にかかる譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得

等の課税の特例の規定でありまして、第２項、第４

項につきましては地方税法の改正による条文の整備

であり、第７項については譲渡益を２分の１に軽減

する特例の適用期限を２年延長するものでありま

す。 

 第８項を削除し、同条第９項を第８項にし、条文

の整備であります。 

 附則。 

 施行期日。 

 第１条 この条例は、平成１７年４月１日から施

行する。ただし、第２４条第１項第２号並びに第３

６条の２第１項及び第３項の改正規定、附則第１９

条の改正規定、附則第１９条の次に１条を加える改

正規定、附則第１９条の２から附則第１９条の５ま

での改正規定、附則第２０条の改正規定（「平成１

７年３月３１日」を「平成１９年３月３１日」に改

める部分を除く。）並びに次条第２項から第９項ま

での規定は平成１８年１月１日から施行し、第５４

条第２項及び第５項の改正規定は、平成１７年３月

７日から適用する。 

 第２条につきましては、町民税に関する経過措置

であります。 

 以降、経過措置につきましては、説明は省略させ

ていただきます。 

 ページをめくりまして、最後のページになりま

す。 

 第３条につきましては、固定資産税額に関する経

過措置であります。 

 以上をもちまして、上富良野町税条例の一部を改

正する条例の専決処分についての報告といたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 報告に対し、質疑があれば

承ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第９ 報告第６号 

○議長（中川一男君） 日程第９ 報告第６号専決

処分交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定める

件の報告を行います。 

 本件の報告を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫） ただいま上程いただきま

した報告第６号専決処分の報告につきまして、その

概要の説明を申し上げます。 

 本件につきましては、平成１７年２月１５日午後

３時２０分ごろ、町のバスにおきまして日の出友の

会の日帰り研修の白銀荘から帰りの際、道道吹上上

富良野線を走行中の途中、上富良野演習場から自衛

隊の雪上車が出てきまして、その後ろを走行してご

ざいました。公民館旭野分館付近で前方の雪上車が

減速したため、道路を譲ってくれるものと思い、追

い越しをするため対向車線に出たところ、雪上車が

町道旭新道路入り口付近で急に右折したため、雪上

車の右側面とバスの左前面とが衝突したものでござ

います。 

 この事故につきましては、当町のバスの追い越し

に際し、雪上車が急に右折しましたが、雪上車のウ

インカー及びストップランプが雪で覆われており、

確認できなかったことによる衝突でありましたこと

から、過失割合を当方４０％、相手方６０％と決定

したものでございます。 

 なお、乗っていた乗客２５名につきまして、幸い

けがはございませんでした。 

 車両の運行につきましては、日ごろから安全運転

の徹底を図っているところでございますが、このた

びの事故の発生につきまして、深くおわびを申し上

げるところでございます。 

 今後、さらに職員に対しまして交通事故の防止に

ついての喚起を図ってまいり、事故防止に努めてま

いる所存でございます。 

 以下、朗読をもちまして説明とさせていただきま

す。 

 報告第６号専決処分の件。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている事項について、次のとおり

専決処分したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 記。 

 処分事項、交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を求める件。 

 裏面を見ていただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 町が運行する自動車の事故にかかる和解及び損害

賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８

０条第１項の規定により、次のとおり専決処分す

る。 

 平成１７年６月１３日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 記。 

 １、和解の相手方。●●●●●●●●●●●●

●●、●●●●●。 

 和解の内容。 

 (1)上富良野町は、相手方●●●●●●●●●●
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●に対し、金１万９,１２２円を支払う。 

 (2)相手方●●●●●●●●●●●は、上富良野

町に対し、本件に関し、今後上記の金員を除き一切

の請求をしない。 

 以上、専決処分の報告といたします。御了承賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 報告に対し、質疑があれ

ば、受けます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 質疑がなければ、これを

もって本件の報告を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午前１０時３１分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解き、引き続

き、会議を開きます。 

────────────────── 

◎日程第１０ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありましたので、順次、発言を許可

します。 

 初めに、１３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 私は、さきに通告してあ

ります７項目について質問いたします。 

 １項目めは、行政が町民の個人情報を提供してい

る状況についてお尋ねしたいと思います。 

 １点目、道外では住民基本台帳の閲覧の７割がダ

イレクトメール業者が占め、企業の営利や悪質商

法、詐欺、犯罪等に利用された事例も明らかにされ

ているが、上富良野町では住民基本台帳で閲覧され

た個人情報の内訳はどのようになっているのか、道

外での事例等のような心配はないのかどうか、お尋

ねします。 

 ２点目、住民基本台帳法では何人も閲覧できると

なっているが、拒否することはできないまでも、何

人に対しての対処はいかがされているか、お尋ねし

ます。 

 ２項目め、指定管理者制度を適正に導入し、行政

サービスの効率化や雇用の拡大を。 

 １点目、平成１８年４月から公共施設１０４ある

中、まず７カ所で指定管理者制度を導入し、厳しい

町財政の中、効率化を図る目的であるが、指定管理

者制度を導入することによって、今まで施設を管理

してきた町が出資している団体にとって、組織の存

続に大きくかかわることになると考えるが、これら

の出資団体は一たん解体して、新たに見直しをする

ことになるのか、お伺いいたします。 

 ２点目、町での選定には原則として公募により行

うことになると考えるが、透明性が必要であり、公

正に経緯等も公表し、また専門知識を持っている人

を入れての選定委員会など必要ではないか。 

 ３点目、今までは余り競争原理が働いていなかっ

たと考えられるので、コスト削減、適正な競争原理

を働かせるべきと考えるが、いかがか。 

 ４点目、指定管理者制度を導入することによっ

て、民間企業が参入することにより、地域経済、地

域活性化になり、雇用が拡大されると考えるが、い

かがでしょうか、お伺いいたします。 

 ３項目めは、税収納率の向上と滞納額の減少対策

についてお尋ねします。 

 １点目、町税の滞納整理のための特別対策本部を

設置してはいかがでしょうか。現在税務課の職員が

中心となって収納に努力しているが、他の管理職も

期間を決めて応援体制もとられておりますけれど

も、全庁的な問題として税徴収特別対策本部を設置

してはどうかと考えますが、いかがでございましょ

うか。 

 ４項目めは、新しい税としての対策を。 

 １点目、固定資産税について、新築の場合は評価

漏れはないと考えるが、改築についてはどのように

把握されているのか。現在改築につきましては評価

がえ等の対応がないようであるが、柱を残しての大

改築等は資産としても評価が上がり、再評価をして

課税してもよいと考えるが、いかがお考えでしょう

か。 

 ２点目は、町民から公募をして、職員ＯＢ等、税

の徴収、また滞納額の減少等に職員の補助的役割の

嘱託職員を採用して、年々滞納者がふえている現況

を徴収等の向上を図る対策をとってはどうでしょう

か、お尋ねいたします。 

 ５項目めは、教育長にお尋ねしたいと思います。 

 食育が大切と言われている中で、給食や食の大切

さ、栄養指導などをする栄養教諭の設置を。 

 子供たちの中には偏食や欠食で食生活の乱れが指

摘されているが、授業で朝食について考えたり、食

に関する指導などをするために、従来の学校栄養職

員にかわって、栄養教諭が今年文部科学省によって

創設された。栄養教諭の配置は各自治体の判断に任

されているが、導入すれば子供たちに味覚が形成さ

れ、さまざまな食を知って健康管理もでき、しっか

りと食の大切さを教えることができると考えるが、

配置について教育長はどのように考えておられるの

か、お伺いいたします。 

 ６項目め、子ほめ事業の運営について。 

 子ほめ基金をつくって、今年度から子ほめ事業の
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予算化がなされましたが、従来の児童生徒表彰や発

明等、学校だけに限らず、地域の子供は地域全体で

褒めて育てるという意味でも幅広くとらえ、例えば

お年寄り等に優しく接した子、環境整備、ごみ拾

い、草取りなどを対象として、しかるより褒めて子

供たちを育てるためにも、地域からの多くの情報を

取り入れ、対処してはどうでしょうか。 

 ７項目め、町内の児童生徒の体力の状況につきま

してお伺いしたいと思います。 

 新聞、テレビ等で児童生徒の体力低下が報道され

ている。例えば、歩くときに指を使っていない、半

分の子供が指の跡が写っていない。ソフトボール投

げが５メートル届かない、投げ方がわからないなど

と報じられている。現在２年生として１０５時間

あった体育の時間が９０時間に減ったということで

あるが、教育現場も、余りこれらに対して認識がな

い。上富良野町の児童生徒の体力等はどのように

なっているのか、お伺いいたします。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ただいま１３番村上議員の

７項目の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの個人情報に関する御質問であり

ますが、１点目の住民基本台帳の閲覧につきまして

は、住民基本台帳法によりまして、何人でも市町村

長に対し当該市町村が備える住民基本台帳のうち、

氏名、生年月日、男女の別、住所の４項目につきま

して、限定された閲覧を請求することができると規

定されており、請求者は請求事項等を明らかに申請

することで閲覧ができるわけであります。当町にお

きましても、その申請手続があった場合に閲覧させ

ております。 

 なお、申告・申請に当たっては、閲覧者の氏名、

閲覧の目的を確認の上、職員の面前、または見える

場所において閲覧を行っていただき、閲覧人数の確

認を行うなどの取り扱いを行っているところであり

ます。 

 次に、上富良野町における請求の内容であります

が、平成１６年の実績といたしまして、町内の閲覧

者が３件で４４６名分、町外の閲覧者が３５件で

１,１０４名分、合計３８件、１,５５０名分であ

り、閲覧の内容としては、営利を目的としたものが

２７件で７１％、アンケート調査など１１件で２９

％となっているところであります。 

 ２点目の閲覧の拒否でありますが、閲覧の請求が

不当な目的によることが明らかなとき、または閲覧

により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそ

れがあること、その他この請求を拒むに足り得る相

当な理由があると認められるときは、請求を拒むこ

とができると規定されているところであります。 

 しかしながら、これらの不当な目的に使用される

おそれがあると見抜くことは極めて困難と考えま

す。一応使用目的が終わった場合は、焼却するなり

破棄してもらうよう指導は行っているところであり

ます。 

 このようなことから、国におきましては、近年の

社会経済情勢の変化や個人情報保護に対する意識の

変化などを踏まえ、住民基本台帳の閲覧制度等のあ

り方に関する検討会を平成１７年４月に設置し、法

改正も含めて有識者による専門的な検討を行うこと

となっており、推移を見守りたいと存じますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２項目めの指定管理者制度導入に関する４

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 指定管理者制度につきましては、昨年度、制度改

正に対応し、その導入プランを策定し、平成１８年

４月１日に７施設の制度移行を予定しておりました

が、うちケアハウスにつきましては、公設運営にお

ける経費が一般財源化されたことから、民間移譲に

方針を図るため、その準備作業を指示いたしまし

た。したがいまして、６施設の制度移行に向け、準

備作業に取り組んでいるところであります。 

 御質問の１点目、振興公社に関しての御質問であ

りますが、これまでの制度のもと、振興公社には施

設管理運営の委託先として、その役割を担っていた

だいてきたところであります。法改正によって広く

その対象が拡大されたことで、公社自身の運営等に

ついても大きく方向転換が求められるものと考えま

す。そのため、振興公社も応募の一事業者として当

然に自身の改善・強化に努力され、事業活動に取り

組まなければならないものと受けとめております。 

 経過として、他にすぐれた団体等があるとするな

らば、これまでの公社としては役割を終えるもので

あり、その決断をすべきものと考えます。したがい

まして、現段階では解体等の考えは持ち合わせてお

りません。 

 ２点目の選定に関してでありますが、原則公募に

より行うこととしておりますが、申請に地域要件を

付すことで、地域経済や雇用に資することも募集要

項をまとめる際に検討したいと考えております。 

 施設の性格や機能、現状等から、これまで管理委

託団体が最良の候補者と判断される場合は公募によ

らず、手続条例第５条の規定を適用し選定する場合

も想定されるところであり、現在、各施設の担当所

管において具体的な作業を進めているところであり

ます。 

 また、選定委員については、条例施行規則におき

まして、行政組織内委員のほか、第三者委員を加え
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ることができるよう規定いたしておりますので、申

請要件の策定や候補者の選定に当たり、行政内部委

員だけではその機能が発揮されないと思われるよう

な場合に対処してまいる考えであります。 

 ３点目の競争性についてでありますが、制度の趣

旨が、公の施設のサービス向上、施設管理の効率化

や経費の削減、また民間事業者等の公共分野での事

業機会の拡大など、総合的な見地での指定を目的と

いたしておりますことから、制度の適正運用に努め

ることが肝要と考えております。 

 ４点目の地域に与える影響についてであります

が、御発言のとおり、民間事業者等の参入機会が拡

大されますことにより、相互の切磋琢磨が企業経営

等への好影響を与えるものと期待いたしておりま

す。 

 次に、３項目めの税収納率向上と滞納額減少対策

についての御質問にお答えさせていただきます。 

 町税等においては、住民に対する行政サービス請

求の基本的財源として、町財政の根幹をなすものと

して、議員御指摘のとおり、税収納率向上と滞納額

の減少対策は極めて重要な課題であると私自身も認

識しており、収納対策に意を尽くしているところで

あります。 

 現在の徴収体制につきましては、税務課による通

常の徴収業務のほか、助役を総括責任者とした管理

職全員による滞納プロジェクトを設置して、臨戸訪

問徴収を実施するとともに、休日、夜間の納税相談

窓口の開設、上川支庁との共同催告、共同呼び出し

等による納付督励、また、誠意のない者や悪質な滞

納者には財産の差し押さえ処分等により、滞納整理

に努めているところであります。 

 さて、議員御質問の滞納整理のための特別対策本

部設置をしてはどうかとの御質問でありますが、本

年４月には、税務課スタッフ１名を増員し、滞納者

個々の収入実態に応じたきめ細かな徴収体制の強化

を図ったところであります。 

 また、管理職全員による滞納プロジェクトチーム

においては、滞納者個々の生活実態、経営状況等を

分析し、双方の意見を交わしながら戦略的取り組み

を図り、収納率向上に最善の努力を期してまいりた

いと思っておりますので、現時点の特別対策本部設

置は考えておりませんので、御理解を賜りたいと思

います。 

 次に、４項目めの新たな税対策についての２点の

御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目の固定資産税の再評価についてであります

が、当町の新築、増築、取り壊し等の評価見直しの

対象家屋の把握については、法務局からの通知情

報、建築確認申請での把握、また都市計画区域外に

おいては、農事組合長に対する調査依頼に加え、職

員の巡回パトロールなどにより、その対象家屋の把

握に努めております。 

 一方、面積の増加のない改修家屋につきまして

は、屋根、外壁等の張りかえ、内装の模様がえ、建

築設備の更新等、多種多様の実態にあると思われま

すが、通常の維持管理のための改修においては、評

価見直しの対象外の取り扱いとなっているところで

あります。しかし、地方税法により、家屋の改築ま

たは損壊等の特別の事情があるため、固定資産税の

課税上、著しく均衡を失すると認める場合、つまり

家屋にあっては当該家屋の大幅な価値の増減を期し

た場合においては、評価の見直しをすることになり

ます。 

 例えば、面積の増加がなくても、柱だけを残すな

どの大々的な改築、またはそれに相当するような改

築につきましては再評価の対象になるところであり

ます。今後も巡回パトロールなど、その情報を得た

中で改築の程度を検証し、該当家屋の評価の見直し

をしてまいりたいと思います。 

 次に、２点目の嘱託職員採用についての御質問に

お答えさせていただきます。 

 税を取り巻く環境は、我が国の長引く景気低迷の

影響を受けて税収は減少する一方であり、町税等の

滞納額も年々増加している現状にあります。このよ

うな中にあって、前の御質問にも回答いたしました

とおり、緊迫した町財政の基本財源を確保するこ

と、また町民に対する税負担の公平性を確保する観

点においても、徴収対策は極めて重要な課題であり

ます。 

 税の徴収業務は滞納整理に関する専門的な知識

と、豊富な経験が必要とされます。議員御指摘のよ

うに、滞納整理についての豊富な知識と経験を有す

る税務経験者の嘱託職員を採用して効果を上げるべ

きとの考えにつきましては、滞納整理に当たる町職

員には徴税吏員としての発令を要しますが、法的に

嘱託職員を徴税吏員としての発令をすることができ

ないこととなっております。滞納処分に従事する徴

税吏員には、地方税法及び地方公務員法に基づき、

自己の名をもって独立して滞納者への質問及び帳簿

書類検査、捜査、差し押さえ財産の選択、財産の差

し押さえ等の行為を行使できる強い権限を与えられ

ております。 

 したがって、嘱託職員にはこれらの権限を付与す

ることができないことになり、補助的業務のみを

もって採用したとしても、その徴収による効果は期

待できないと考えております。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 
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○教育長（中澤良隆君） ５点目の栄養教諭に関し

ての御質問にお答えをさせていただきます。 

 近年、食生活を取り巻く社会環境が大きく変化

し、食生活が多様化する中で、子供たちの食生活の

乱れが大きな問題となってきています。このことか

ら、国においては、子供のころから望ましい食生活

を身につけさせることが必要との考え方から、平成

１７年４月１日より栄養教諭制度を創設したところ

であります。 

 制度としてはスタートをいたしましたが、本町へ

の栄養教諭の配置までには、栄養教諭有資格者の養

成とか、研修、学校給食センターの業務の整理や見

直しなど、学校における受入体制など、もろもろの

条件整備を進めていく必要があることから、具体的

な配置に至るまでには相当期間を要することになろ

うと考えております。 

 しかしながら、この栄養教諭制度の趣旨につきま

しては、子供たちが将来にわたって健康に生活して

いけるよう、望ましい食生活を身につけていくため

には、食に関する指導体制を充実させる必要があり

ます。本町においても、取り組むべき課題と受けと

め、栄養教諭の配置に努力をしてまいります。 

 ６点目の子ほめ事業の運営についてですが、この

事業の経過といたしまして、平成１３年１１月に、

児童生徒のすぐれた個性を発見し、教育、文化、科

学及び体育の分野において模範となる活動や、成績

がすぐれている個人・団体に、教育賞及び教育奨励

賞を授与し、しかるより褒めよということで、子ほ

め事業を進めてきているところであります。 

 子供たちを表彰するに当たりましては、現在まで

町内の小中学校から推薦を受け、表彰をしてきた事

例が大半でありますが、この子ほめ事業の趣旨から

いたしましても、児童生徒が地域でお年寄りに優し

く接したり、また、ごみ拾いなどのボランティア活

動を行っている模範的な子供たちを表彰すること

は、当然であると考えております。 

 今後におきましては、町広報誌等を通じて子ほめ

事業の内容を掲載することにより、地域からの情報

提供をいただくよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

 ７点目の児童生徒の体力に関する御質問にお答え

させていただきます。 

 変化の大きい社会を子供たちが明るく、たくまし

く生きていくためには、体力、運動能力の向上や、

みずから学び、みずから考える力の育成、豊かな人

間性の育成など、知、徳、体のバランスのとれた発

達が望まれているところであります。 

 最近の子供たちを見ますと、身長や体重、座高な

ど、体格は大変よくなってきていますが、走った

り、飛んだり、投げたりする体力や運動能力は、昭

和６０年ごろから現在まで低下傾向が続いていると

いうことが、文部科学省の調査結果からも明らかで

あります。 

 さて、児童生徒の体力の状況についてであります

が、本町における児童生徒の最近の調査結果をまと

めたものはありませんが、報道発表されている全国

の児童生徒との比較において、体力は劣っていない

と把握しているところであります。特に、運動能力

の基本であります走る力は、相当レベルが高いと考

えているところでもあります。 

 しかしながら、二極化が進み、運動が好きな子と

運動が嫌いな子との差が大きくなってきているこ

と。また、全国の傾向と同じように、体の成長に見

合う筋力が不足している傾向にあり、総体として体

力の低下が見られると認識しています。 

 いずれにいたしましても、子供たちの体力の低下

問題は、学校だけでなく、家庭や地域においても、

屋外で遊んだり、スポーツに親しむ機会を意識して

確保することが必要と考えておりますので、社会教

育の面におきましても、スポーツ少年団や子供会活

動を通じ積極的に事業展開を行い、子供たちの体力

増強を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） １項目めの個人情報の閲

覧の件でございますが、行政としては閲覧したもの

が悪用されているかどうかわかりにくい、これのと

ころなのですね。焼却とか破棄を指導していらっ

しゃるということなのですが、たまたま警察で聞き

ましたら、２件ぐらい詐欺事件があったということ

で未然に防げたそうなのですが、これとのかかわり

もちょっと確認できませんけれども、国の方でもこ

の閲覧制度が問題があるということで、今後見直し

をするということなのですが、それまで町としては

全然見直しをかけないでじっとこのままの対策でい

くのでしょうか、ちょっとお尋ねしたいと思いま

す。 

 例えば、２００件以上はだめだとか、国の方の状

況を待ってから町も考えるということですけれど

も、お尋ねしたいと思います。 

 それから、２項目めの指定管理者制度の導入の件

の再質問をさせていただきたいと思いますが、１点

目の、１カ所ケアハウスは少しおくれてということ

でございますが、６カ所、この制度に移行するとい

うことで、作業は進んでいるとのことでございます

が、何カ所ぐらいの候補の動きがあるのか、進みぐ

あいをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それから、振興公社の件ですが、私、解体と申し
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上げていますのは、町で出資しておりますね、農協

も出資していますけれども、そこらの部分がどうな

るのかなという点と、どうもちょっとあいまいな部

分が多くて、優秀な団体が、すぐれた団体がなけれ

ば公募をしないとか、ちょっと何かはっきりしない

ところが多いのですが、行政としてこの制度の導入

というのは、効率と民間活力を図るということで導

入しようということなのだと思うのですけれども、

大体これらで効率がどれぐらい見込まれるかとい

う、余り計画性もないのかなという気がしているの

ですが。それと、先ほどかかわっている人員が９名

と臨時が３名で１２名ということですが、果たして

こうなりますと、雇用を生むということがどうなの

かなという考えが走るのですけれども、そこら辺の

ところをもう少しはっきりした計画性を持つ必要が

あると思うのですが、いかがでございましょうか。 

 それから、３項目めの税収納率の再質問でござい

ますが、ただいまの答弁で私はちょっと納得できま

せんね。助役を総括として滞納プロジェクトを設置

されて、休日も夜間も個別訪問をして、一生懸命徴

収をしているとおっしゃっておりますが、努力もさ

れていると考えておりますけれども、と申しますの

は、５年前へさかのぼってみますと、収納率は２

７.３％ぐらいだったのです。またその前を調べま

したら、平成６年は３８％ということで、現在は１

４.７％、滞納の徴収率がどんどんどんどん下がっ

てきているのです。私は上がっているのだったら何

も申し上げませんけれども、質問しませんけれど

も、だんだん下がってきていること。 

 それから、今度定率減税が半減されるということ

もありますし、まだちょっと違った、今までと同じ

ような取り組みではどうなのかなという心配もあり

まして、美瑛では特別徴収対策本部という課をつ

くっているのだそうです。よそがしてるからうちも

しなければいかんというものではないかもしれませ

んけれども、だんだん滞納の徴収が下がってきてい

るものですから、それで何か効果が上がるような対

策を考えておられるのかどうか、お尋ねしたいと思

います。 

 それと、税務課に１名スタッフを採用という御答

弁いただきましたが、これどういう方だったのか私

ちょっと承知してなかったのですが、４月に税務課

でスタッフを１名増員したということで、１名増強

によりまして、効果が少しあらわれるのかなという

ことも考えるのですけれども、この方はどういう方

なのかということも、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。 

 それから、職員のＯＢ、または町民から公募しま

して、私は職員の方だけでは大変だと考えるもので

すから、それで補助的役割のその嘱託職員の方、徴

収業務に専念してもらうということでやれば、幾ら

か徴収率も、これは石狩町役場で現在２名採用しま

して、すごく効果を上げております。それから釧路

町も、こういった市役所のＯＢの方を採用しまし

て、それから臨時の方もですね、どこも今非常に滞

納がふえている状況がありまして、こういったこと

をやっていて非常に効果が上がっているということ

も聞いております。それで、職員の方も一生懸命努

力しておられるとは思うのですが、そういった形で

どうなのかなと思うものですから、スタッフ１名を

増員したのでということも、様子を見てみてという

こともわからないわけではないのですけれども、そ

ういったことで提案したいと思うのですが、もう一

度ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 それから、５番目の、教育長に今度、食育の栄養

教諭の件ですけれども、学校給食センターの事務の

整備ということなのですが、どういう事務の整備が

必要なのでしょうか。それとその学校に受入体制の

条件整備等はどんな整備になるのでしょうか、

ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 それから、体力は、上富良野の子供たちはそんな

に体力は劣っていないと、走るのなんかはすごい

と、どこよりも優秀であるということをお伺いし

て、そういう状態があるのならいいなと思うわけで

すけれども、そういう体力の調査というのはしてい

ないのでしょうか。それとも１年に何回かとってい

るのでしょうか。今、開かれた学校と申しますけれ

ども、それが子供たちの体力がどういう状況なのか

なという調査の結果みたいなのも、ちょっと聞いて

みたい気がするのですけれども、調査をやっている

のでなかったら、一度そういうのもとってみてほし

いと思うのですが、いかがでございましょうか。 

 それと、地域で、今、スポーツとか子供たちが、

今居場所つくりなんかはできておりまして、楽しく

遊んでいるようですけれども、スポーツは二極化し

て、できる子とできない子と、もうはっきりしてき

ているので、そこがスポーツ指導者不足というのも

あるのではないかと思うのですが、これらに対して

どのようなお考えでしょうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １３番村上議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、個人情報の閲覧の規制の問題であります

が、先ほどお答えさせていただきましたように、多

くの課題があると。国もこれの見直しを今進めてお

るということでありますが、その法律が定まるまで

は町は放任しておくのかということでありますけれ
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ども、御案内のとおり、これは法律が先行いたしま

すので、町がどのような条例を定めても、法律優先

でありますから､法の早急な改正を待たざるを得な

いと、現状の中で極力、閲覧の目的を十二分に確認

した上で、使用後におきましては、先ほどお答えさ

せていただきましたように、焼却あるいは処分をす

るように指導をしていきたいというふうに思ってお

りますので、御理解いただきたいと思います。 

 それから、２番目の指定管理者制度の各問題であ

りますが、まずケアハウスについては先に延ばすと

いうことでなくて、先ほどお答えさせていただきま

したように、指定管理者制度を対応するのではなく

て、民間に移譲したいということでございますので

御理解を賜りたいと。このことにつきましては、ま

たその方向が定まり次第、また議員の皆さん方に御

報告させていただきながら対処していきたいという

ふうに思っております。 

 それから、もう一つは、振興公社の件、あるいは

公募の件でありますけれども、当然にして原則とし

て公募を前提として取り進めていきたいというふう

に思っておりますし、その手続等々につきまして

は、来年４月１日に公募を対応していくための、今

その段取りを進めているところでございまして、ま

だ正式公募の段階まで至っておりません。これから

そういった細部につきましては、先ほどお答えさせ

ていただきましたように、それぞれの所管の中で調

整をさせていただいているということでございま

す。 

 ただ、この中におきまして、先ほどもお答えさせ

ていただきましたように、地域の活性化を図るとい

うようなことから、何とか公募の対応につきまして

も区域限定の対応をということで検討をさせていた

だいておりますので、そういう枠の中から考えてい

きますと、先ほどもお話も出ましたように、振興公

社が今現在全部委託をして、そして対応しておりま

すので、それらと公募する業者との比較検討の中

で、行政サービスがより一層低下するというような

状況しか見受けられない場合においては、再度振興

公社に委託していく、指定管理者を指定していくと

いうような手法をも考えなければなりませんし、そ

ういった中で、振興公社が必ずしも６件の、来年の

４月１日から対応していこうという指定管理者の事

業の中で、すべてが民間企業に移行されて、振興公

社がすべて手を離れるというような状況になれば、

また振興公社の今後のあり方について十分検討しな

ければならないと。 

 しかしながら、１件でも２件でも振興公社が指定

管理者として対応するということになりますれば、

それなりの振興公社としての対応がなされるものと

いうふうに思っているところであります。 

 また、雇用の促進についてでありますが、今、６

件の委託業務をしております。これが直轄でやって

おるのを指定管理者に移行するのであれば、確かに

地域の雇用だとかに即対応が図れるわけであります

が、今現在、委託して対応しておりますので、これ

がただ委託制度から指定管理者制度にこの６件がか

わったとしても、特に新たな指定管理者に指定した

場合において、片方では雇用の促進がなされます

が、公社の職員は解雇しなければならないというよ

うな状況になりますので、果たして雇用の促進とい

うことは、この今の状況の中では即はあらわれてこ

ないのかなというふうに認識しておりますし、そう

いった場合においては、ある面においては、振興公

社が抱えておる職員を新たな指定管理者制度で対応

する業者に再雇用をしていただけると、いただくと

いうような対応も含めながら、公社の職員を解雇す

るということでなくて、再雇用していただけるとい

うようなことも条件に付した中での対応というよう

なことも、課題として検討していかなければならな

いというふうに認識いたしておりますので、御理解

を賜りたいと存じます。 

 次に、税収納対策でありますけれども、先ほどお

話し申し上げました税務課職員の１名増員を図って

増収対策の取り進めをしていただく、どのような職

員を増員したの、町職員であります。町職員を、他

の部署の人数を減らして税務課に１名を張りつけ

た、増員したということでありまして、今回、先ほ

ど行政報告で報告させていただきましたように、２

名の一般職の採用をいたしまして、新規採用職員を

１名配置しているということもありますが、他に経

験豊富な職員を１名増員して対処しているというこ

とでございます。 

 そういうようなことで、これからも税収の収納率

の対応、増加に努めてまいりたいというふうに思っ

ておりますが、先ほどるる収納率の低下がしてきた

ということの御指摘を承っておるところであります

けれども、これについて私ども十分そのことを認識

しながら、新たに助役を筆頭とした管理職の収納プ

ロジェクトチームをつくって対応するなり、いろい

ろな手法を講じながら、その徴収策を講じてきてい

るところでありますけれども、御案内のとおり、当

時議員が言われておりました収納率の高かった時期

というのは、景気のいいときでございまして、収納

率も非常によかったわけでありますが、バブル崩壊

後の景気の悪さの中で、非常に私ども苦慮をいたし

ているところでありますけれども、何としても、こ

のことは対応を強化していかなければならないとい

うふうに認識いたしておるところでありまして、こ
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れらにつきましては、議員おっしゃるように、特別

対策本部をつくってどのように対処していくことが

いいのかということも十分検討しなければなりませ

んけれども、現在は職員を増員しての対応、それか

ら助役を筆頭とした管理職のより一層の努力、税担

当職員の努力をさせながら、少しでも収納率の向上

に向かって努力をしていきたいというふうに思って

おりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 また、職員のＯＢだとか、嘱託職員の件でありま

すが、先ほども申し上げましたように、今の職員対

応の中で十分対処でき得ない状況が出てくるような

ことでもあれば、今、職員を１名増員いたしました

けれども、それでも十分対応ができないということ

であれば、では職員にかわって嘱託職員を、あるい

は今町で条例制定しております定年退職後の職員の

再任用制度等々の利用等々も十分検討しながら、今

後の課題として十分対応していきたいというふうに

思っておりますが、現在のところは先ほど申し上げ

ましたような手法で、平成１７年度は徴収対策向上

に努めてまいりたいというふうに思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） それでは、教育委員会の

質問の関係にお答えをさせていただきたいと思いま

す。 

 まず、栄養教諭の関係であります。この栄養教諭

につきましては、基本的に学校に配置するというこ

とでありますが、給食センターを運営している方式

につきまして、我が町につきましては共同調理方式

というようなことで、町内の７校を対象に実施をし

ています。そのような場合につきまして、この栄養

教諭につきましては、学校に配置をするということ

ですので、今の給食センターの方から身分がえに

なって、学校の方に配置になると。そのときに当

然、今学校給食センターの方で栄養士が一生懸命い

ろいろな仕事に従事しているわけですが、そこら辺

の問題が多分整理がされなければならない。それが

１点目の給食センターの事務の整理という部分で表

現をさせていただいたところであります。 

 また、もう一方、学校の受入体制についての御質

問でありますが、そのようなことから、今度学校で

受け入れるときには、今の学校の教職員の定数とい

うのが、学級数とかそういうことで決まっておりま

すが、その定数の範囲内で認めるよということであ

ります。そうすることによって、定数が１名増にな

るわけでは、学校自身で考えれば定数増にはなりま

せんので、そうしたときに今までいた二十数名だっ

たら、一番大きな学校であれば二十数名のところ

で、またそこから人をそちらの方に配置しなければ

ならないというような問題、それから学校自身でそ

ういうことの方が、より学校経営にとっていいのか

どうかというような判断も、これから判断をしなけ

ればならないだろうというようなことで、受入体制

の整理が必要だということでお答えをさせていただ

いたところであります。 

 また、体力につきます２点の御質問であります。 

 調査に関しましてですが、これにつきましても、

今現在調査は、している学校と、していない学校が

ございます。調査をしている学校は、総じて小規模

校。といいますのは、やはりこの調査をするのにい

ろいろと５０メートル走、ソフトボール投げだと

か、握力上体起こしだとか、いろいろな種目があり

ます。それでかなり時間を要すると。先ほど議員か

らの質問が、１０５時間が９０時間になったよとい

うようなことで、そちらの方にとられてしまうとい

うようなこともありまして、大規模校では何か、こ

の間先生方の御意見をお聞きしたのですが、上小と

か西小だったら約二、三日間かけてようやっと把握

できるだろうというようなこともありまして、現在

は小規模校で実施をしているということでありま

す。 

 それから、もう１点目の指導者不足の関係であり

ますが、幸い我が町はスポーツ少年団等の組織率

も、それから加入率も、非常に高くなってきてござ

います。その中で、少年団やなんかの今指導も先生

方を含め、それから地域の保護者、それから地域の

そういうスポーツに精通した人たちが当たっていた

だいております。我が町の特徴として、そういうス

ポーツを愛好する自衛官退職者とか自衛官の現職の

方、またそういう方たちが非常にいらっしゃいます

ので、そういう人たちの手をかりながら指導を行っ

ていますので、総じまして、うちの町においては指

導者不足というよりも、本当に協力体制をいただい

ているというふうに認識をしているところでありま

す。 

○議長（中川一男君） 再々質問、１３番村上和子

君。 

○１３番（村上和子君） ３項目めの税の徴収の件

ですけれども、滞納者の事前調査をしっかり行って

もらって、攻めの滞納処理、滞納者に毅然とした姿

勢で当たっていただきたいと思うのですが、研修に

赴いていただいて、いろいろとどこの自治体も今滞

納額がふえて、なかなかその徴収に大変だというこ

とを申しておりますし、そういう研修をお互いにし

ていただきたいと思いますのと、それと、今、国の

方で地方税の徴収現場で、卓越した成果を上げたや

り手自治体税務課職員を特別表彰する制度を今新設

するのだそうです。それで、やっぱりうちの町で
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も、厳しい財政状況ですから、こういった悪質な滞

納者事業への対応を、すぐれた実績を上げた方とか

という方を今度は表彰、よく頑張って、大変だと思

います、本当に税務課に勤めて。税務課の方ばかり

ではありませんけれども、国の方でそういうことを

考えて、今度は表彰すると、こういう制度をつくる

のだと言っているわけですから、これにならって、

こういうお考え、町長いかがですか、お尋ねしま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 議員御心配いただいており

ますように、税の滞納率の減少に向けての努力は、

私どももいつも申し上げておりますように、大きな

重要な課題としてその対応を進めてきているところ

でありまして、滞納者の個別の状況、実態等々を個

別に掌握しながら、その滞納者の実情に合った収納

方法をとらさせていただく、協議し話し合って対応

をしていくというような手法をとって進めていると

ころでありまして、今後も議員御発言のありました

ようなことも含めながら、職員の研修等々も含めつ

つ対処していきたいなというふうに思いますが、基

本的に、担当職員が税の徴収に当たるのは当然の職

務でありますが、議員が御発言ありましたように、

特に優秀な職員につきましては、税の徴収ばかりで

なくて、表彰する部分は表彰していきたいというふ

うに思っておりますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１３番

村上和子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 私は、さきに通告してお

りました３点について、町長並びに教育長の所信を

お伺いいたします。 

 初めに、上富良野ブランド及び起業化に対しての

支援策についてでございます。 

 昨今、上富良野ブランドになりかけている「上富

良野餃子」の本格的な全国区へのブランド化に向け

た運動が行なわれている様子が新聞等の報道がなさ

れています。昨年、ＪＡふらの上富良野支所で行わ

れました地産地消でも紹介された、地養豚の豚肉、

野菜もすべて上富良野産、また、皮の小麦粉に至る

までオール上富良野産の原材料を使った純粋の上富

良野製品であることは御承知と思います。 

 今、この「上富良野餃子」は「神龍」と言われる

お店が札幌を中心として現在全国に販売の展開を

図っております。この「上富良野餃子」は現在、材

料だけを上富良野から調達して、札幌で製造販売、

一部上富良野の飲食店においても販売はされており

ますが、そういった現状でございます。ぜひ上富良

野で製造から販売までをしたいとの希望の声が上

がっているのも現状です。 

 そこで、上富良野の農産物、豚肉を食材として加

工食品の上富良野ブランド創出のためにも、町とし

ても支援策を講じることができないのか。もちろん

行政が一つの企業だけを支援することはあり得ませ

んが、行政が得意とする分野の支援策はとるべきと

考えますが、いかがでしょうか。 

 例えば、新産業創出支援事業、ソフトランディン

グ事業などの有利な補助事業に採択されるべく行政

としてのバックアップ、また上川支庁、北海道など

が進める食のブランドづくり事業などとの提携な

ど、行政ならではの支援が必要と考える。 

 また、商業振興条例の時限立法を迎え、新規の採

択はなく、企業振興措置条例の適用外のような小規

模の場合などに一定期間の税の免除など、起業化し

やすいよう、条件整備の支援はできるはずである。

すべてを行政に任せて起業化をするものではないの

で、やる気のある町内の生産者、商業者等の若者た

ちのためにも、さらには、ここ上富良野産の安全で

おいしい地養豚タイディーポークの消費拡大、「旬

ちゃん」に代表される有機野菜生産グループの今後

における自主自立のきっかけづくりにもつながり、

北海道が推進する産消協働の食育などの地域資源の

理解を促す取り組みや、自然・伝統・文化など地域

資源を磨き、付加価値を高める地域づくりにつなが

る行動とも整合性があり、重要なこととも考える

が、理事者の所信をお伺いいたします。 

 ２点目でございます。 

 新たな広告収入策について。 

 １６年度から町広報お知らせ版に町内企業の広告

を募集した経緯がありました。なかなか経済的に厳

しい昨今、企業の募集が難しい様子であったようで

す。そこで、新たな町の広告収入として、現在使わ

れているごみ袋に企業広告を募集してはいかがか。

これから作成するごみ袋に町内の企業から枚数契約

等で広告費として募集する考えはないのか、お伺い

いたします。 

 ３点目は、教育長でございます。 

 上富良野高校の活性化支援についてお伺いいたし

ます。 

 現在、さまざまな社会環境などの要因により少子

化が進んでおります。当町にある北海道立上富良野

高等学校の生徒の減少による間口減の問題が心配さ

れています。さらに、ことし春より道立高等学校通

学域の再編により、上川南学区になった、子供たち

がより高い教育を受ける機会がふえたということは

非常に喜ばしいことでありますが、しかし、その反

面、多くの児童生徒が、旭川を初めとする町外に流
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出することも懸念されます。 

 この間、上富良野高校においては、さまざまな学

習要綱の取り入れ、また、特色ある学校づくりな

ど、さまざまな対応を図っておりますが、なかなか

追いついていかないのが現状のようであります。 

 そこで、鵡川高校の野球、旭川南高校の柔道に代

表されるよう、ほかの高校にひけをとらないスポー

ツの強化による生徒数増員への具体的支援策を図る

方策はとれないのか、お伺いいたします。 

 それには、まず指導者の確保が大切な要因と考ら

れます。現在上富良野に在住している自衛官退職者

など、スポーツに対してすぐれた指導力を持ってい

る人材を上富良野高校の部活動の指導者として地域

の協力体制がとれるように、行政としても応援がで

きないのか。 

 今、一例ではございますが、当町は十勝岳とい

う、北海道で最初に雪が積もり、また最後まで雪が

残るという、すばらしいウインタースポーツの環境

が整った町でございます。加えて陸上自衛隊上富良

野駐屯地があり、クロスカントリーなどの練習や競

技も行われております。このようなすぐれた環境を

生かして、地域の活性化のためにも、上富良野高校

に優秀なクロスカントリーの指導者を町で雇いなが

ら、高等学校のクラブ活動に派遣できる体制などが

図れないのか。厳しい財政状況の現状は理解いたし

ますが、スポーツなどの特色のある校風になれば、

ほかの市町村からも生徒の受験も考えられ、生徒数

の減少に歯どめがかかり、ひいては、さまざまな生

徒の学習意欲向上、クラブ活動の活性化など、現在

の生徒たちにとってもよい方向に進むことも期待さ

れます。 

 長岡藩参事の小林虎三郎が唱えた「米百俵の精

神」のように教育というのは国家百年の計でありま

す。長い目で見ていただきながら、ぜひ上富良野高

等学校の活性化のために、町の将来のためにも、ど

のようにお考えなのか、所信をお伺いいたします。 

○議長（中川一男君） ちょっと早いですが、昼食

休憩といたします。後からゆっくり答弁いただきま

す。ありがとうございます。 

 では、午後の再開時間を１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５４分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、会議

を開きます。 

 日程第１０ 一般行政についての質問を続行いた

します。 

 １２番金子益三君の答弁を求めます。 

 町長。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の３項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、上富良野ブランド及び起業化に対

しての支援策についてでありますが、議員のお話の

ように、上富良野産豚肉、野菜等を用いた餃子の販

売を札幌を中心として全国展開を行っていること

は、新聞報道などで承知しているところでありま

す。 

 「上富良野餃子」については、上富良野から食材

だけを調達するにとどまっており、将来的には、製

造から販売まで上富良野で手がけたいとの希望もあ

ると聞き及んでおります。このことは豚肉を初めと

する餃子の食材だけではなく、他の農畜産物にも経

済波及効果をもたらすものと期待をいたしておりま

す。地域としてのブランド化、上富良野の町おこし

の一つにつながるものと考えているところでありま

す。 

 起業化に対する支援については、起業化に取り組

む企業が、国、道の補助事業採択に向けて取り組む

場合は、企業の自主自立を尊重し、町としても当該

補助事業の採択が容易に運ぶよう側面的な支援、ま

たはバックアップ可能な支援を行ってまいりたいと

思っております。 

 ただ、税の免除については、投資の客体が税の対

象客体となるのかどうかが課題もあり、なり得る場

合には税の免除も考慮することも可能と考えており

ます。 

 近年、食の安全、安心が環境負荷に対する関心が

高まっている中で、道内においても地方公共団体、

民間企業、民間団体、市民等による地産地消、道産

材活用など、地域で生産されたものを地域で消費、

活用する地域内循環型の経済活動を推進する産消協

働という運動が提唱され展開中でもあります。これ

らの趣旨に沿って、起業を進める企業に対しては、

町の経済活動の活性化及び振興発展につながってい

くものと考えておりますので、この中で行政として

支援できるものについては支援してまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の新たな町の広告収入に関する御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、町広報及びお知らせ版の広告については、

１６年度実績として、７事業所、１０コマの掲載が

あったところであります。議員の御意見のとおり、

残念ながら今後も広告希望が大きく増加するとは思

われません。 

 質問のごみ袋に対する広告の募集についてであり

ますが、ごみ袋には非資源化物としてのごみ処理手

数料をお支払いいただく証紙としてのごみ袋と、資
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源化物としての指定のデザインの袋代を負担してい

ただくごみ袋の２種類に分けられております。この

うち非資源化ごみ袋は町が発注管理しており、ごみ

袋の中身が容易に見えることができる程度に広告を

入れることは可能であります。新たな収入を得る方

策として、実現に向け前向きに検討させていただき

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １２番金子議員３点目の

上富良野高等学校の活性化支援についての御質問に

お答えをさせていただきます。 

 我が国の少子化傾向はますます加速し、昭和６３

年から平成１９年度までの約２０年間において、北

海道の中学校卒業生の推計では約９万２,２００人

が５万３,６００人、実数では３万８,６００人の６

０％弱になると予測されているところであります。

このことから公立の高等学校、私立の高等学校とも

それぞれが生き残り策を模索し、それぞれの高等学

校が特色ある学校づくりを進め、懸命に生徒確保に

奔走している状況にあります。 

 このような状況にあることから、教育委員会にお

いては、上富良野高等学校に対し、平成１２年度よ

り上富良野高等学校振興計画をもとに、入学準備金

や修学資金制度の創設を行い、特色ある学校づくり

への支援を進めてきているところであります。 

 議員の御質問にありますように、他の高校に引け

をとらないスポーツによる特色づくりを進め、他市

町村からの通学生をふやすことも生徒確保の一つの

方法であると認識をしていますので、上富良野高等

学校とも十分協議をしてまいりたいと考えていると

ころであります。 

 平成１８年度におきましては、道の公立高等学校

適正配置案によると、上富良野高等学校の間口調整

はないとの発表があり、一安心をしているところで

ありますが、本町の中学生の卒業者数からすると、

今後ますます上富良野高等学校の生徒確保は厳しく

なるものと推測されます。学校現場や中学生自身、

そして中学生の保護者の意見等も十分把握した中

で、早急にできることから支援策を講じ、上富良野

高等学校の活性化が進展する施策を講じてまいりた

いと考えておりますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 再質問いたします。 

 まず、１点目、上富良野の起業のブランド化につ

いてでございますが、お答えの中にありましたよう

に、行政としてもこのブランド化による上富良野の

イメージアップ、また農畜産物の消費拡大、産業振

興などの経済波及効果等々のメリットの大きさは、

御理解していただいたことと私も判断させていただ

きます。 

 実際、この製品というか商品の開発から現在に至

るまでは２年半以上という長い実績をかけてここま

で来ております。この間、町としましても、ＪＡふ

らの上富良野支所の職員の方、また町職員の方、多

くの方が支えてきていただきました。農家の農作物

をつくる皆さんの思い、また、地養豚を育てていく

畜産の方の努力、さらには先ほども申したとおり町

職員、ＪＡの職員、また、上富良野町の若者たちの

ＰＲ事業などの努力によってここまで来たものだと

思います。言いかえますと、最高のトレーサビリ

ティーが確立された商品であるということと言って

も過言ではないと思います。 

 このように、せっかく全国的に有名になってきた

オール上富良野産の「上富良野餃子」も上富良野で

生産がされなくては、いわゆるにせものというもの

に残念ながら相なってしまいます。現段階において

も上富良野産の「上富良野餃子」であるのに、なぜ

札幌で販売をしているのだ、なぜ札幌で生産をして

いるのだという消費者からの問い合わせも来ている

のが現状であります。残念ながら、そのようになっ

ていけば、せっかく３年近い年月をかけて育ててき

て、やっと今こうして芽が出てきた上富良野ブラン

ドの種というものも、実を結ばずに枯れていってし

まうのが現況になっていくのではないかというおそ

れもあるわけです。 

 いわゆる企業もそうですし、それを支える周りの

人もそうなのですけれども、できることというのは

当然自分たちの努力で操業を始めていきます。しか

し、個人ではなかなか難しい部分というのを、ぜひ

ここはやはり行政がインキュベーターとなって、こ

の起業化の推進の役割を果たしていくべきだと思い

ます。 

 私の友人で、道東の方で新しい食文化の構築とい

うことで、新聞報道でも皆さん御承知のとおりかと

思いますけれども、エゾシカの肉を再利用いたしま

してエゾシカバーガーという新しい食品をつくり出

した仲間もおりまして、それらも非常に行政の後押

しというか推進が大きな力にあったということも現

状で伺っております。ですから、これは仮に一例な

のでございますが、こちらの「上富良野餃子」のい

わゆる製作に当たり、本場中国の天津市の職人を呼

んで、本当のおいしい食材を本物の職人によってす

ばらしい製品化にすると、そういった構想のとき

に、実はやはり、外国からの労働者のビザの取得と

いうのは非常に大きな壁になっていくわけでござい

ます。そういった部分を、当然賃金の支払いなどは
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企業が行うべきものではございますが、そういう行

政の後押しがあってこそ、さまざまな大きな問題と

いうものがクリアされていくわけでありますから、

ビザに限らず、そういうところを行政がきちんと支

援してあげたりすることによって円滑に行われま

す。販売なども、やはり物産展等々、道内外多く出

向いていくわけです。そういった費用などはもちろ

ん自分たちで賄っていくものでありますが、やはり

人手に関しても、せっかくこういった上富良野を代

表する媒体であれば町職員が一緒にサポートに行っ

て、町のＰＲを兼ねて手伝ってあげたりとか、そう

いう側面のお手伝い、また、町ぐるみで食について

考えるフォーラムを開くとか、いわゆる豚肉といえ

ば上富良野だよねと、そういう全国区に持っていっ

たり、富良野地方に来たときの、食といえばやはり

ここ上富良野だよねという、そういったブランドを

想像するような町の姿勢があれば、上富良野の農畜

産物の販路拡大のみならず、このように富良野地方

に訪れている観光客がいろいろ通過するだけではな

く、上富良町内に立ち寄っておいしい食べ物を食べ

ていこうと、そういった消費の拡大にもどんどんつ

ながっていきます。 

 実は、ことしの夏からなのですけれども、商工会

青年部が北海道の補助金の事業といたしまして、上

川管内のホームページを活用いたしまして、ビー

ツーシーサイトを構築いたします。いわゆる上川管

内の特産品をインターネットを使って全国に販路拡

大をしていこうという事業でありますが、その中の

事業にも、当然この上富良野を代表する食材を使っ

た「上富良野餃子」というのはＰＲをしていくこと

になっております。民間レベルでもこういった上富

良野のブランド化を盛り上げていこうというのが非

常に高くなっているこの中、地場産品として富良野

産というだけで全国的に知れ渡る効果というのは非

常に大きいわけですね。行政としても、その地場産

品ＰＲに、より一層の力をかけるべくことが重要な

ことと考えますので、今後町として具体的にどのよ

うな支援策を考えられているのか、お伺いさせてい

ただきたいと思います。また、具体的に上がってき

た事業に関して、それらをきちっと精査した上で採

択していただけるのかどうかを、改めてお伺いした

いと思います。 

 ２点目のごみ袋の件に関しましては、企業がごみ

袋に、自治体で有料化しているごみ袋に企業広告を

載せるというのは、実は九州地方の自治体で現在実

際行われております。ごみ収集日の毎朝、町内のあ

ちこちで企業の広告が住民や主婦の目につくという

ことで、非常に成果が大きくあらわれているという

ことも聞いております。できるだけ早い時期に、こ

れら企業広告が導入されることをしていただきたい

ということと、やはり当然中の分別されることが見

えるということは非常に大きな必要なことではあり

ますが、やっぱりせっかくお金を出す企業側として

も、ある程度のその効果ができるほどの大きさの確

保というものに留意をして実現化していただきたい

と思います。決まったロット単位で企業に広告費を

募集して印刷すればよいだけのことですから、具体

的にいつごろ導入を目安にするのかということも明

確に御答弁いただきたいなと思うことと、できれ

ば、これ目的収入としてすることはできないかなと

考えます。 

 町長いつもおっしゃられているように、この上富

良野圏域ごみの処理料というのは、だんだん大きな

問題となっていきまして、これらを住民に対して一

部負担をしていただいているというのが現状でござ

います。このごみ袋に関して、上がった収入がほか

のところに使われるというよりは、やはりそういっ

たきちっと目的を明確にして、少しでもこのごみ処

理費用が増大していく中、地域住民の負担の軽減に

つながるよう使っていただきたいなと、あわせて御

提言させていただきます。 

 ３点目の上富良野高校の支援のところでございま

すが、若干私の質問に対して答弁されていないよう

な嫌いがございましたので、改めて問いたださせて

いただきますが、いわゆる少子化の数字というのは

改めて私言われなくても、全国的傾向として社会問

題であるということも十分認識しておりますし、先

ほどおっしゃっていただいた１８年度の上富良野高

校の間口調整が行われなかったということも聞いて

はおりますが、それで安心するのでなく、やはり具

体的な方策を今のうちから講じておかなければ、近

い将来取り返しがつかなくなるということは、まさ

に火を見るよりも確かなことでありますね。 

 答弁にもありましたように、できることから早急

に支援策を講じ云々とありましたが、それらが実

際、何なのかというのが全く見えてきませんので、

さきにも私、質問の中にもありましたけれども、教

育というのはすぐに効果があらわれる、そんな特効

薬というのはあるわけないのですよね。やはり地道

なものが少しずつ積み重ねて、その努力が長い期間

培われて初めて成果としてあらわれるものが教育な

のでございます。取り組むことを先延ばしにしたの

であれば、当然その成果があらわれるというのも、

おくれていくということはもう当たり前でございま

すから、そういったものは何なのかというのをき

ちっと明確にしていただきたいと思います。 

 もちろんスポーツ振興が、それがすべてでないと

いうことも重々私も理解はいたしますが、しかしな
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がら、スポーツを通じて養われた健全な体には健全

な精神が宿るのです。そのことが学業や就職に必ず

役に立つということもありますし、また加えて、上

富良野高校の教職員の皆様も、上富良野高校のオン

リーワン政策に向けて一生懸命意見を唱えているの

が現況でございますね。親御さんにとっても、もち

ろん自分のお子様の将来に関する目標や夢などを明

確に示すことができるためにもなりますし、ひいて

は生徒自身の学校生活の生きがいややりがいなどを

持てる学校づくりの方策というものを非常に具体的

に、早急に示さなくてはいけないと強く考えており

ます。スポーツのことに関しましては、事実、今ま

で和寒高校ですとか音威子府さんあたりに、うちの

町からスポーツの特性を求めて入学された生徒さん

もいらっしゃるというのが現状でありますし、今後

すぐれたそういったお子さんの人材が町内に残って

いただき、また加えて町外からもそういったすばら

しい生徒の流入を図ることのためにも、特色を持た

せるべきで、それらに対して行政が何を支援して、

惜しみなく力を注ぐべきでないかと、このように私

思います。 

 先ほどの質問と重なって申しわけございません

が、上富良野は、この町は、気候や風土から、特に

冬のスポーツに関しては恵まれた環境であって、加

えて申しますが、駐屯地という特殊な、非常にス

ポーツに特化した団体がこの町にいらっしゃいます

し、隊員の皆様とともにそういったスポーツに触れ

ていくというのが本当の子供たちにとってのまちづ

くりでもあるし、町として学校にかかわっていく大

きなことであると思います。一緒に地域住民が生徒

と心を触れ合っていくという大切さのためにも、こ

ういった取り組みというのは早急に行うべきと私は

考えますし大事なことだと思います。 

 昨今の新聞でもありましたとおり、例えば風連高

校は今まで海外へ修学旅行なども行っておりました

が、生徒たちにアンケートをとって、そうではな

く、やはり資格試験のための補助金を出していく

と。本当に生徒の立場に立った取り組みがなされて

おります。できることから早急にと教育長が答弁さ

れているのであれば、それが何なのか具体的に教え

ていただきたいと。それと加えまして、私は先ほど

申しておりますスポーツ振興による支援の考え方

が、あるのかないのかだけをまず再質問させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、起業化対策の件でありますけれども、議

員、熱い気持ちを語っていただきましたが、そのこ

とにつきましては私もそのとおりであるなというふ

うに認識いたしております。 

 基本的に起業対策につきましては、町といたしま

しては、いつも申し上げておりますように、民の皆

さん方がその対応を図る中で、行政に対して何を要

望し、何を期待しているのかということが対応が明

確になることによって、行政はそのできる限りの対

応の中で支援を考えていかなければならないなとい

うふうに思っておりますので、支援策はどのように

考えておるかということにつきましては、それぞれ

のケース・バイ・ケースで、民が行政に期待するこ

とというのは変わってくるであろうと。その民が期

待することに対して行政ができる限りの支援をして

いくということは、その都度対応を考えていかなけ

ればならないなというふうに思っておるところであ

ります。 

 また、「上富良野餃子」のこの件になりますと、

確かにおっしゃるとおり地元で地産地消と促進と地

元で生産販売をしていくというような希望を持たれ

ているということは、私も「上富良野餃子」の御本

人の方と二度ほどお会いして、いろいろなお話を、

またこの「上富良野餃子」にかける熱い思いも語っ

ていただいておるところでありまして、これらにつ

きましても行政としてできる支援につきましては、

当然にして対処していこうというふうに思っており

ますし、また新たな対応展開の中で、先ほどもお答

えさせていただきましたように、国や道に対しての

いろいろな施策の展開に対する行政としての役割を

果たして、町の行政としての役割を果たしていきた

いというふうに思っております。 

 また、加えて、第１次産業の農業の推進というよ

うなことからも考えますと、地産地消の対応の中で

は、当然にして行政だけでなくてＪＡ農協さんとの

連携ということが必要であります。そういったこと

も含めながらＪＡさんとの連携を十二分に図りつ

つ、これらの支援策を講じていく、また起業の部分

については、これは商工業という立場でありますの

で、これらにつきましては、また商工会とも十分な

調整を図りながら、行政としての対応を進めていき

たいというふうに思っておりますので、御理解を賜

りたいと思います。 

 次に、ごみ袋の広告でありますが、先ほどもお答

えさせていただきましたように、町は非常に厳しい

財政状況というようなことから町広報誌にも対応し

たように、御提言賜りましたごみ袋につきまして

も、その広告の対応につきまして取り組んでいきた

いというふうに思っておりますが、時期はいつごろ

かと、今製造してあります部分につきましては、こ

れがなくなって新しく作成する段階で、その対処を
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していきたいなというふうに思っておりますし、私

といたしましては、議員からこの御質問をいただい

たということの中で、また町として対応しておりま

す各地域に発送いたします封筒等においても、そう

いった部分が対処できないかというようなことで、

検討するように指示をいたしております。そういっ

たことで御理解を賜りたいと思います。 

 その広告収入を目的としてごみ処理対応の中で使

用するかどうかにつきましては、そういう方向に、

それに使用するつもりでおりますが、基本的には一

般財源化していくという形の中で、それらの部分も

当然にして、今、町はごみの使用料にしては、経費

の３分の１相当分を今御負担をいただいていると、

そういう中にありまして、今後これらの収入も含め

た中で、今行革で見直そうとしております２分の１

御負担に対応していく中では、それらの収入は当然

カウントされた中での対応がしていくべきであると

いうふうに思っております。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） １２番金子議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 上高の存続につきましては、本当に厳しい状況が

あるということで、我々といたしましても認識をし

ているところであります。この上富良野高等学校が

置かれている状況が厳しいことに伴いまして、やは

り上富良野高等学校が特色ある学校づくりを進めて

いかなければならないということは、議員と同じ考

え方であります。 

 その中で、今、上富良野高等学校が行っている状

況といたしましては、やはり今までは二間口で生徒

数やなんかも非常に少なくて、またクラブ活動やな

んかも、非常に対外的な試合やなんかにも出れるよ

うなクラブ活動がなかったと。しかしながら、こと

しからは野球のクラブもできたり、またバスケット

ボール、それからバドミントン、また文化面やなん

かにおきましても、書道やなんかで非常に、普通の

高等学校であれば当然今までもあったようなクラブ

活動が展開されてきて、その中で対外試合やなんか

もやられているということになっています。 

 その中で、やはりこういうクラブ活動やなんかが

あることによって、生徒たちがたくさん集まってい

ただけるのかなというふうに我々としても考えてい

るところであります。その上で、本当にこれから、

さらに上富良野高等学校がどういう特色をつけるの

か、その中で、今、金子議員から御意見を賜りまし

たスポーツ、クロスカントリーだとか、また野球だ

とか、それからまた学業も文化もそうだと思います

が、やはりそういうものをどう取り入れて、さらに

特色あるものをつくっていくのか、そこら辺は高等

学校とも我々とも模索しているところであります。 

 なお、この上富良野高等学校の特色づくりのため

には、上富良野高等学校教育振興会ということで町

からも助成をさせていただき、その特色ある学校づ

くりに今邁進をしているところでありますので、た

だ、今スポーツの、では、野球に向かっていくのか

どうなのかということにつきましては、さらに時間

がというか、やはりそれに至るまでの土壌が必要と

いうふうに考えております。そこで、当然高等学校

とも、また教職員の方々とも、振興会とも協議しな

がら進めていかざるを得ないというふうに考えてい

るところであります。 

○議長（中川一男君） 再々、ございますか。 

 １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 先ほどの町長の方の起業

の方に関しましては、さまざまな町としてのそのイ

ンキュベーションが行われるものと判断させていた

だくというか、先ほどそのような、できるところは

行政としてできるというところで、今後そういった

ものをやはりどんどんＰＲという事業もしていくべ

きと考えます。さまざまな支援方法がある中で、や

はり行政ならではというところを伸ばしていただき

たいと思いますし、御理解賜ったものと判断しま

す。 

 ごみ袋に関しては、ちょっと後半、目的収入され

るのかどうかというところはちょっとわかりづら

かったものですから、もう一度聞きたかったのです

けれども、一般財源化してそのプールされるものな

のか、それとも、そこで上がってきたものはごみの

処理費に使われるのかを、もうひとつはっきりして

ほしいなと。 

 なぜかと言うと、企業側としても私の広告によっ

てというのは、ちょっとおこがましい話かもしれま

せんけれども、その方がより募集もしやすいのかな

というふうに考えるものですから、ちょっとその辺

を、一般財源化してプールして、さまざまな先ほど

言った封筒等の印刷物に関する広告料と一緒にし

て、いろいろなかかるものに使うのか、それともご

み袋で上がった収入はごみの処理費にするのかとい

うところを、もう一度明確に教えていただきたいな

と思います。 

 もう１点、３点目のところなのですけれども、

ちょっと教育長のおっしゃることも私も本当にその

とおりだなとつくづく思いますし、教育というのは

多岐にわたっているという先ほどの委員会の報告の

とおり、何という切り口はないのも理解いたします

けれども、なぜ私がクロスカントリーがいいのかな

という御提言をさせていただいたかには、御承知の

とおり、上富良野町と美瑛の望岳台を結ぶ、冬期間
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閉鎖されているあそこの吹上温泉に行く通路という

ものを、第２戦車連隊の隊員の方が、現在あそこを

コース整備をされて日々訓練や体力づくりに頑張っ

ていらっしゃいますよね。そういった上富良野の特

色というか、そういう風土がたまたまありますし、

銃剣道も含めてでしょうし、そういった現状を、も

しこれでインターハイ選手などが長い時間かけて、

そこから、上富良野高校から生まれるようなことが

ありましたら、本当にすばらしいことになって上富

良野高校の活性化につながっていくのではないかな

と、そのきっかけづくりをやはり振興会の方と、そ

れから高校の人とも十分深めていく中において、や

はり行政としての後押しの部分も重要なことと私考

えますので、その点教育長のお考えを再度お伺いい

たします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １２番金子議員の再々質問

にお答えさせていただきます。 

 起業につきましては御理解いただいたと。町とい

たしましても最善の努力をしていきたいと思いま

す。 

 ごみ袋の件でありますけれども、御案内のとお

り、このごみ処理につきましては特別会計で処理す

るわけでなくて一般会計で処理しております。１円

たりとも収入については歳入の中で計上して支出で

対応していくということが基本であります。ですか

ら、袋代を作成するに当たりまして、例えば１０円

かかると、そうしたら広告料で１円見れるわと、そ

うしたら９円でいいよということになりますと、そ

の作成についてはその広告料を当然にして作成費に

充当していくと。しかし、歳入は一般会計の中で歳

入として計上していきますよと。ですから、その収

入の分はごみ袋をつくるための経費として充当しま

すよということでありますので、御理解いただきた

い。広告代の収入を見ないで袋代が９円ですという

処理は、これ１００％できませんので、会計上は。

ですから、必ず歳入は歳入として計上し、それをご

みの袋の製造に充当していくという意味でありま

す。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 金子議員の御質問にお答

えをさせていただきます。 

 今、クロスカントリーの話が出ましたので、クロ

スカントリー、確かに上富良野町でゲレンデスキー

やなんかとか、そういうことを見ますとクロスカン

トリーということは非常に特色づける形になろうか

なと思っています。また、我が町の特徴でありま

す、非常に高いところにそういう場所があるという

ようなことで、シーズン初めから、そしてシーズン

の一番最後にも利用できる、これは全国的にも注目

を浴びるところだと思います。 

 ただ、今高等学校の特色あるという観点で話をさ

せていただければ、やはり学校自身が本当にそうい

う気持ちがあるのかどうか、また行政としての後押

しをしていこうといたしましても、やはり学校と、

それから教育振興会なり、みんな町の人たちのそう

いう後押しというのがこれから大切になろうかなと

いうふうに考えております。そのような点から、今

後上富良野高等学校とも十分そういうような特色あ

る学校づくりというようなことになりますように、

また我々もいろいろと機会あるごとに話をさせてい

ただきたいというふうに考えるところであります。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１２番

金子益三君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番米谷一君。 

○６番（米谷一君） 私は、さきに通告いたしまし

た２項目について、町長にお伺いいたします。 

 国の三位一体の改革で大幅な補助金、交付金の縮

減、また財源移譲がままならぬ中で、地方財政は一

層逼迫してきています。そんな中で、町行政は歳入

歳出に合った財政運営を旗印に、一層厳しい行財政

改革を断行しようとしています。 

 今日の置かれている状況を考えると、十分評価に

値するも、果たしてこのことが町の再生になるの

か、そんな疑念もぬぐい切れません。今は隆盛を誇

るトヨタ自動車も、以前に厳しい財政改革に乗り出

し、鉛筆１本、紙１枚の使い方まで徹底したと聞い

ております。しかし、彼らには夢がありました。む

だを省き不合理性を徹底的に議論し、お互いの意識

の高揚に努め、さらに高いハードルを設定し、再生

産に励む。意識改革も同時進行で進められた結果が

今日の姿と聞いております。官と民では性格は大き

く違いますから、一概に同じに論じることはできま

せんが、一方は社業の発展であり、株主に対する責

任、従業員に対する生活の安定であり、町において

は恒久的で安定的な住民生活、社会福祉、社会資本

の整備と、目指すところは変わらないように思いま

す。そんな中で、私たちがもろ手を挙げて今の行財

政改革に賛成できないのはなぜだろうか。まず一つ

には、町の将来が見えない、この町が一体どういう

方向に進もうとしているのだろうか、まちづくりの

具体的な姿をつかむことができない。 

 町長は執行方針やいろいろな会席でまちづくりの

概念を示してきたが、私たちには全容が見えない。

厳しい状況であるがゆえに、今こそ町の将来像をよ

り具体的に町民に示してほしいと願うわけです。 

 町は町営施設を指定管理者、民間に移譲しようと

考えていますが、町民の税金が直接・間接的に投じ
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られた施設であり、採算面だけで論じるだけでな

く、前段で述べたように、将来像をしっかり示し、

今後のまちづくりに欠かせないものはしっかりと論

証し、官が運営していくべきと考えますが、この点

について伺いたいと思います。 

 次に、町長は、自立か合併に関する同僚議員の質

問に答えて、合併は選択肢として否定はしていませ

んが、現時点では自立でいくと明言しております。

私も合併は時期尚早であると考えます。今、合併に

走ると、富良野市への一極集中と、行政権限は一層

強固になり、私たちの町が置き去りになる可能性が

あります。今は将来を見据えて基盤整備をしっかり

していくその時期と感じております。このまま厳し

い財政運営を続けると、経営・経済的打撃を受ける

のは、土建業者であり商工業です。町の基幹を成す

産業ですので、何とか安定成長と願うわけです。 

 公共事業が縮減された分、町が事業を誘発できな

いだろうか。産業振興、雇用の創出、さらに人口、

少子化対策を含めた定住化促進、そして、恒久的な

税収の確保等を考えると、低価格での宅地造成を供

給することが最も効果的と思います。都市計画、市

街化区域の見直し、あるいは債務保証、販売等々、

多くの問題がありますが、官と民が知恵を出し合う

ことで解決できると思います。官が民を圧迫すると

いった考え方ではなく、官が民に仕事を創出すると

いう大同的な見地から、施策として取り組むべきと

思います。市街地周辺の農地をこのまま放置する

と、後継者のいない農家は売るに売られず、将来荒

廃する可能性が残されています。 

 また一方では、上川地区は景観にすぐれ、農作物

も美味です。この点を勘案されて、官民一体となっ

て宅地分譲をする考えはないかを伺いたいと思いま

す。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番米谷議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の町の将来像に関する御質問につい

でありますが、本町は平成１１年に、豊かな心の人

のまち、活力ある産業のまち、住みよい快適なま

ち、ともにつくるまちの４本の柱から成る「四季彩

のまち・かみふらの～ふれあい大地創造」を将来像

と定めた第４次総合計画を策定し、その実現に向け

て取り組んでいるところであります。 

 私は、これまでこの４次総計を我が町の将来像と

して常にお話をしてきており、今後も平成２０年度

までは、この将来像に向けて努力を重ねていきたい

と考えております。 

 しかしながら、その基盤となる本町の財政は、元

来自主財源に乏しく、国の中央財政対策の影響を強

く受ける脆弱な構造であることに加え、三位一体改

革に伴う地方交付税や補助金の削減など、一層の歳

入減が予測されます。行財政改革はその改革過程及

び成果で生み出される行政資源を戦略的、重点的に

活用し、「四季彩のまち・かみふらのづくり」を展

開していくことを目的の一つとして進めているとこ

ろであります。 

 現在の行財政改革の基本方針、実施計画は、この

ような私の考え方を広く町民にお示しし、パブリッ

クコメントなどの手法を講じた中で策定したもので

あり、改革の着実な実践に努めてまいりたいと考え

ております。 

 なお、町の将来像やその実現に向けて取り組んで

いる改革のあり方などは、町民の皆様と共通理解を

深めていくことが極めて重要なことであり、議員と

意をともにするものであります。情報の提供とあわ

せて、さまざまな機会を通じて町民の皆様と共通理

解を深めてまいりたいと考えております。 

 また、指定管理者制度に関してでありますが、議

員が御指摘のように、公共性の実現に向け、町が果

たすべきと考える公の施設については、町の責任に

おいて管理運営を担ってまいりたいと考えておりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２点目の宅地造成の御質問にお答えさせて

いただきます。 

 私自身も、地域経済の実態は議員が申されるとお

りであると認識しております。この状況が長く続く

ことを強く懸念しております。このような中で、そ

の打開策として御提言がありました未利用農地など

を宅地造成し、今言われておる田舎暮らしを求める

団塊の世代や町内在住の一戸建て住宅を求める方々

に分譲できれば、地域経済の振興はもとより、新た

な雇用創出や、定住化に伴う人口減の歯どめなど、

期待できる効果は言うまでもないところであり、大

変いいことであると思っているところであります。 

 しかしながら、宅地を造成し、分譲地として整備

することは容易でありますが、これを売り渡してい

くことには大きな不安があります。まずは多額な投

資となることで、資金的余裕があるか否か、一定年

限内に分譲地の売りさばきができるのか否かが重要

な点であります。仮に分譲区画の多くが売れ残り、

長期にわたって多額の不良債務を抱える事態となっ

た場合を考えると、安易に実施できるものではあり

ません。 

 これらのことから、果たして未利用農地が優良の

宅地造成地となり得るか、また、他の地域でも宅地

造成を行っている実態にありますので、競争に勝ち

残れる地の利があるのか、あらゆる角度から十分な

調査分析をする必要があると思います。 
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 なお、現在、北海道が本州からの移住希望者を受

け入れる取り組みを行っており、その体系の中で当

町としても情報を提供できる体制を整えております

が、近年、年間で１０件から２０件程度ある相談の

中では、商売目的や単なる不動産紹介などの相談の

目的は幅広く、よい手ごたえを感ずるものはない傾

向にあります。 

 いずれにしても、経済的な効果が期待できる反

面、多くの諸課題も考えられますので、道内あるい

は管内市町村での宅地分譲の状況などを調査すると

ともに、事業化の可能性についても、より一層研究

してまいりたいと考えております。 

○議長（中川一男君） 再質問。 

 ６番米谷一君。 

○６番（米谷一君） 町長の聖域なき改革をともに

汗してつくるまちづくりを掲げ、行財政改革を推進

していく覚悟は聞いております。その先にあるも

の、何をゴールとしてとらえて改革を推進していく

のか、少子高齢化によって地域の過疎化が一段と進

めば、やがて介護保険など福祉サービスすら提供で

きなくなるおそれがあります。 

 また、税収の落ち込みや国の深刻な財政事情を考

えると、地方交付税の縮減は確実に進むと考えられ

るし、また配分がさまざまな形で制限されることも

予想されます。合併特例債などの優遇措置が２００

５年３月末で期限切れになり、今は合併を後押しす

る知事の勧告権を盛り込んだ新市町村合併特例法が

控えています。幸いにも我が町は基礎自治体の体裁

をなしているので、当面は勧告を受けないだろう

と。しかし、将来、駐屯地の規模が縮小し、規模縮

小が実施されれば、現状のままでは小規模自治体と

なる可能性もあります。そんな中での将来像を、も

しお聞かせいただければと思うわけでございます。 

 次に、産業振興策としての宅地の分譲に対する考

え方ですが、単なる宅地供給という考え方なら、僕

も町長と同じ考え方をしています。余りにもリスク

が大き過ぎます。しかし、今町が置かれている状況

を考えると、これほど大きな事業効果を生むのが果

たしてあるだろうか。 

 御承知のように、バブル崩壊後、地価は大幅に下

落しました。市街地周辺の農地も例外ではありませ

ん。当時の価格の４分の１から５分の１まで下がっ

ています。今なら坪３,０００円から５,０００円で

宅地用の優良農地を取得することができます。公用

分を差し引いて１町歩で２,０００坪の分譲を可能

と考えます。造成費用を坪３万円以内に抑えること

ができれば、４万円切って分譲できると考えます。

１５０坪から２００坪の広い区画で北海道らしさを

前面に出し、庭先農園、庭園、将来はもう１棟建て

て子供や孫たちも住めるような宅地供給も可能で

す。住宅建設まで考えると、少なくても初期投資の

３０倍以上は見込めます。 

 この事業の背景になる考え方には、東京、名古

屋、関西の３大都市圏の人口は日本の人口の約５割

を占め、大都市部の人口集中が依然として続いてい

ます。特に東京、神奈川、埼玉、千葉の１都３県の

東京圏には３,５００万人を超える人口が集まって

おります。東京への一極集中が依然として続いてい

ます。しかし、都心通勤者の通勤時間を見ると、１

時間以上が６０％を占め、これに加えて住宅難や道

路の混雑、ごみ問題、地価高値といった問題が山積

しています。また、国土、農水などの共同調査で、

３大都市圏の住民の４０％が農林地域の移住を考え

ており、そのうち本格的な定住を考えているのは６

０％にも上っています。 

 また、年代の若い人にもその志向が強く、３０代

の後半から４０歳代では、大半がその気持ちを持っ

ている。何よりも豊かな自然と通勤時間が短く、ゆ

とりのある生活を求めているということがうかがえ

ます。 

 また、社会基盤、これは下水道だとか病院、公園

が整っていること、家を持つことができること、文

化・レジャー施設などがあること、大都市までの交

通手段が整っていることなどが挙げています。我が

町が、そういう意味では空港も近いことから、比較

的条件に恵まれています。ただ、彼らの年収を確保

する雇用の場をいかに創出できるか、この点は不安

要素として残ります。しかし、今大いに話題を振り

まいている団塊の世代をターゲットに絞れば、２０

０７年から７００万人以上の人が定年退職します。

この人たちに老後は田舎で過ごしてもらう、地域活

性化と再生化のために、ぜひ取り組む課題と考えと

思います。年間１６０万人の人が訪れる当町です。

十分勝算があると思うのですが、再度町長にお伺い

いたしたいと思います。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ６番米谷議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、行財政改革の推進と将来のまちづくりにつ

いてでありますけれども、先ほどもお答えさせてい

ただきましたように、財政的に厳しい中でこの行財

政改革を取り進めることによって、今掲げておりま

す第４次総合計画の実現に向けて、そのわずかな財

源をもその対応を図っていくように財源を確保して

いくということが目的の一つとして進めさせていた

だいておるところでありまして、これらの総計の実

現に向けて、今後も努力してまいりたいというふう

に思っております。 
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 また、町の将来につきまして、これからどうなる

のかと、現状におきましては、基礎自治体として

の、言うならば１万人規模の対応を図っておるが、

将来的にどうかということでありますが、私といた

しましては、最大限自立で対応を図っていけるうち

は自立で対応を図っていきたいというふうに思いま

すが、ただ、いかんせん将来的にはその自立で対応

できるかどうかということは非常に厳しい状況にあ

ります。 

 御案内のとおり道州制の取り組みの中で、今、自

治体は１０万以上の人口を一つの区切りとしてとい

うような国の施策が展開されておるところでありま

して、そういうような状況になってまいりますと、

富良野盆地、旧富良野村が一つにまとまったとして

も５万そこそこというような状況になるわけであり

まして、これからの国の地方制度の見直し、２８次

地方制度の審議会の中でどのような対応が提示され

るのか、そういったことをも十分見きわめながら、

今後のまちづくりの対応を図っていかなければなら

ないというふうに認識いたしているところでありま

す。 

 次に、宅地分譲等の件につきましては、議員の御

意見にもありますように、経済活性化策としては大

いに生きるものであるというふうに認識いたしてお

るところでありますが、今、行政として主体的にそ

の対応を図れるかということになりますと、さっき

お答えさせていただきましたように、現状では対応

を図ることが難しいという認識を持っているところ

でありまして、ただ、民の皆さん方がこの対応を

図っていく、推進するに当たりましては行政として

の、先ほども前の議員から御質問ありましたよう

に、起業その支援につきましては、行政としてでき

る限りの支援をしてまいりたいというふうに思って

おるところであります。 

 議員から御質問にありますように、今、現状では

一極集中の状況というものがなかなか解消すること

ができ得ない状況にあるわけでありますが、先ほど

もお答えさせていただきましたように、この地域、

風光明媚なところで非常に人気のあるところである

というふうに私自身も認識しておるところでありま

すが、先ほどお答えさせていただきましたように、

今、北海道とともに対応しております中にありまし

て、上富良野町に問い合わせは年間１０件から２０

件あるところでありますが、それらのすべてが分譲

住宅としての対応ではなく、大半が商売目的という

ような部分が多いと。今、現在も深山峠地区の分譲

等々も対応が進んでおりますが、これらも、言うな

らば商業目的の対応の中での進みというような状況

下にあるというようなことから、なかなか分譲した

区画を消化するには、なかなか厳しいものがあるな

というふうに認識しておりますので、今後も十分に

状況等を見きわめながら対処していきたいというふ

うに思います。 

 ただ、議員御心配の農地の未使用農地、そして荒

廃農地、これらにつきましての対応は、行政として

も最善を尽くして荒廃農地が出てこないように農地

の流動化策、あるいはあらゆる支援策等々も対応し

ながら、この対応は図っていかなければならないと

いうふうに思っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々、よろしいですか。 

 以上をもちまして、６番米谷一君の一般質問を終

了いたします。 

 次に、７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） 私は、さきに通告してあり

ました２項目について質問させていただきたいと思

います。 

 まず、１項目めの、防災対策についてでございま

す。 

 昨年は、春の豪雪並びに９月には台風１８号によ

り、我が町においても相当の被害があり、町の対応

として職員が手分けして町の中を巡回しているとの

ことでしたが、しかし、町民からの通報体制の確立

ができてないように感じます。災害においては、な

かなか被害者本人が連絡できない状況も多く、近所

の方に連絡をしてもらうという情報システムの確

立、近所同士が互いに気遣えるようなシステムづく

りが必要と思われます。火災、地震、台風、水害な

ど、さまざまな災害がありますが、我が町は十勝岳

の噴火による防災対策は行っているが、さまざまな

災害における避難所の啓蒙、また職員の出動体制並

びに消防、警察、自衛隊の要請など、災害に対して

はどのようになっているか、災害における体制が万

全なのかをお伺いいたします。 

 ２点目に、災害における避難住宅の設置について

でございます。 

 例えば、自宅が全焼して住めなくなったなど、小

さな災害において住宅の使用が困難になった場合な

ど、現在の空き教員住宅の利用も含めた中で、すぐ

居住できる住宅を一定期間無料で使用できる公営住

宅の設置が必要と考えます。これは布団並びに最低

限度の電気製品並びに家具の設置も整備された、す

ぐ住める避難住宅の設置についての提案であります

が、この件について町長の見解を求めます。 

 続きまして、観光行政についてでございます。 

 まず１点目に、ラベンダー発祥の地についてでご

ざいます。 

 我が町でラベンダーが栽培されたのは昭和２３年
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に上田美一氏がこの上富良野町に持ち込んだのが始

まりで、既に５６年の歳月がたち、皆さんも御存じ

のように、初めて道内に広くラベンダーが栽培され

た町と、発祥の地と位置づけされています。しか

し、発祥の地と言いながら、ホームページを見て

も、観光パンフレットを見ても、どこにもその発祥

の地としてのルーツが掲げられておらず、このよう

に発祥の地と言いながらその歴史を重んじることの

ない行政の姿勢が現在の観光の衰退につながってい

ると感じますが、この点についても町長の見解をお

伺いいたします。 

 ２点目に、観光資源としてのホップについてでご

ざいます。 

 ビール会社におけるテレビのコマーシャルに、我

が町の住民が出演していることは町長も御存じのこ

とと思いますが、昔はラベンダーとホップの町とし

て我が町もＰＲしていましたが、最近ではホップも

影を潜めていましたが、このコマーシャルを見て、

かなりの問い合わせがあるようでございます。そこ

で、いま一度観光資源として取り組むことが急務と

感じるが、町長の所見をお伺いいたします。 

 ３点目に、我が町の観光の顔とも言える日の出山

についてでございます。 

 観光の拠点である日の出山において、多くの町民

からもっと充実をしてほしいとの要望も多く、しか

し、年々予算が削減される中で、町長は今後、日の

出山をどのように発展していくお考えなのか、ま

た、財政難ということで、ラベンダーや草花をや

め、昔のように牧草に戻すお考えなのか、我が町の

観光のシンボルとしての日の出山の今後の展望をお

伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の２項目の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、防災対策に関しての１点目でありますが、

議員の御質問にもありましたとおり、昨年は台風１

８号によりまして、当町におきましても人身被害を

初め、住宅、公共施設、農作物などに多大な被害が

ありまして、被災された皆様には大変御苦労された

ものと思うところであります。被害の状況を把握す

ることは災害対策を図っていく上で非常に重要なこ

とでもありますが、その把握をするシステムが確立

していない状況にあります。 

 従来におきましては町内会長、農事組合長などを

通じて被害状況を取りまとめておりましたが、昨年

の台風におきましては、被害状況を迅速に把握する

ために、町の職員、農協の職員方の動員を得まして

被害状況の取りまとめをした実態にあります。 

 議員からの質問もありますが、近年、地域ごとで

のつき合いの中でお互いの被害状況を確かめ、また

助け合いができる自主防災組織での活動となってい

ただければ、災害情報の収集伝達もよりスムーズに

いくものと考えております。 

 十勝岳の噴火災害への防災訓練につきましては、

過去の経験から毎年行っており、職員の出動はもと

より、消防、警察、自衛隊、他の関係機関を含めた

その救助・協力要請についても、訓練の中で確認を

いたしているところであります。この防災体制や訓

練成果は、他のあらゆる災害にも対処を可能とする

ものと考えておるところであります。 

 本年３月に見直しをいたしました地域防災計画の

有効な活用を図り、防災体制に万全を期していきた

いというふうに考えております。 

 次に、２点目の災害における避難住宅の質問にお

答えさせていただきます。 

 過去におきましては、災害に見舞われた方に、あ

いておりました教員住宅を利用いただいた経緯があ

りますが、町におきまして、災害避難用に住宅を用

意しておくことは、行政運営から考えまして不可能

なことと考えております。町営住宅につきまして

は、低額所得者に賃貸をする住宅でありまして、当

町におきましては常に待機者がいる状況でありま

す。しかし、災害に遭われた方には、あきがある場

合において、優先して入居いただくこととしてお

り、また日用品につきましては日本赤十字社が常時

提供できる体制をとっており、被災者の当面の生活

対応は図られる状況になっておりますので、御理解

を賜りたいと思います。 

 次に、観光行政についての３点の御質問にお答え

させていただきます。 

 １点目のラベンダーの栽培については、議員も御

承知のとおり、昭和２３年、東中に、香料原料とな

る特用作物として栽培されたのが始まりとされてお

ります。その後各地域に蒸留所が設置され、最盛期

には栽培面積８５ヘクタールを占めるに至りまし

た。昭和５０年ごろから輸入香料や合成香料等の競

争により衰退の状況となりましたが、先駆者である

上田美一氏は既にこのことを予測しながら、ヨー

ロッパでのラベンダーの活用方法を知り、本町にお

いても観光面での活用を図ることを熱心に提唱され

たこともあって、昭和５２年開基８０年を記念し

て、日の出山公園の整備にあわせたラベンダー観光

の発展を願い、２,０００株のラベンダーを植栽い

たしました。このころから人気が高まり始め、観光

客が訪れるようになりました。昭和５６年にはラベ

ンダーを町の花として制定し、平成６年にはラベン

ダー発祥の地である東中に記念碑が建立され、日の
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出公園に記念モニュメントを設立したところであり

ます。るる申し上げましたが、ラベンダーの歴史等

についての認識は十分持ち合わせているつもりであ

りますし、行政としてもラベンダー観光が高まって

いくことで一定の役割を果たしてきたものと考えま

す。 

 ラベンダーを資源とする観光産業がここまで発展

してきたのは、観光関係事業者及び町民の皆様それ

ぞれの熱意と努力によるものと考えております。 

 観光振興において大きな役割を果たすのは、自

然、食、温泉、花といった資源であり、地域産業と

観光資源が結びつくことによりまして初めて効果を

発揮するものと思います。観光資源や経済社会動向

の変化により浮き沈みがあることは否めないところ

であり、一行政の事業展開をもって左右することは

でき得ないと考えております。観光産業を発展させ

ていくためには、民間主導が第一であり、観光産業

に携わるそれぞれの方々が創意工夫を凝らし、努力

していくことが必要と考えております。あくまでも

行政は側面的な支援により役割を果たしていくべき

ものと考えております。 

 ２点目の観光資源としてのホップについてお答え

させていただきます。 

 御質問のようにビール会社によるテレビコマー

シャルの中に上富良野町民が出演していることは、

私も承知いたしております。ホップについては農作

物としてのビール会社と契約により栽培されており

ますが、栽培面積も減少傾向にあるとお聞きいたし

ております。テレビコマーシャルが放映されてから

見直されていることもありますが、ラベンダーとと

もに観光資源の一つとして有効活用することは必要

と考えます。町内企業の観光施設でホップを鑑賞用

として活用するところもあるとお聞きいたしており

ます。 

 先ほども申し上げましたが、自然、食、温泉、花

といった観光資源と観光客のニーズを結びつけるこ

とによって、地域の観光商品につながりますので、

事業者、団体の主体的、意欲的な取り組みの中で、

行政としてどのようなことが支援できるのか、その

役割を考えてまいりたいと思っております。 

 次に、観光行政にかかわる３点の御質問でありま

すが、日の出公園の今後の展望についてであります

が、日の出公園を総合公園として設置した平成元年

と現在の観光を取り巻く状況を比較しますと、町内

においては、民間活力による観光施設の充実が図ら

れてきており、日の出公園の観光施設という位置づ

けは薄れてきていると思っております。しかしなが

ら、現在も重要な観光拠点の役割を担っていること

には変わりありません。国の公園補助事業を活用し

た規模の大きな整備は、平成１５年をもって終了し

ております。 

 今後は、町民の皆様が憩える総合公園として、ま

た立地条件からも観光の拠点として、観光で訪れる

多くの皆さんにも支持していただけるように、厳し

い予算の状況ではありますが、町民関係者の御意見

もお聞きしながら、良好な景観の創出、あるいは花

の植栽形態の工夫など、御利用いただく皆さんに喜

んでいただける公園づくりを進め、町の観光全体に

寄与できる施設として整備、維持管理に努めてまい

りたいと考えておるところであります。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 ７番岩田浩志君。 

○７番（岩田浩志君） それでは、質問１項目めの

我が町の防災対策について再質問させていただきた

いと思います。 

 町長の御答弁からは、各種災害に対しては、消

防、警察並びに自衛隊の出動体制については防災訓

練の中で十分に対応できるものと考えているとのお

答えでありましたが、しかし、被害の状況を把握す

るシステムの確立はまだ十分にできてないとの状況

ということであり、やはり町民一人一人が通報体制

への強化と、町民にわかりやすい形でのマニュアル

が早急に必要であると考えます。 

 昨年の台風１８号のとき、ＪＡとともに被害調査

を行ったとのことですが、町内を巡回して調査する

ということには限界があると思われます。この台風

１８号の際、ある農業の被害者から、役場の車が来

て、被害に遭ったハウスの近くで停止した後、降り

てくることもなく立ち去ったと、このように報告が

あります。その方にどのように感じたか聞いたとこ

ろ、「町のすることはそんなものだろう」と。この

ような被害調査の方法はやめた方がいいと思いま

す。しっかりと被害者に会い、ねぎらいの言葉をか

け、なおかつ被害の状況をしっかりと聞くと。なお

かつその被害者が作物を助けるためにハウスのかけ

かえ作業等をしているならば、ちょっとの時間でも

手伝おうと、そういったことが必要かと思います。

農業者のみならず、被害で苦しんでいる町民に対

し、職員として手を差し伸べるのは大切なことだと

考えます。何も警察や消防が行っているような救済

をと言っているわけではございません。自分たちで

できる手助けをする、このようなことがまちづくり

にとって一番重要なことだと考えます。 

 現在このような指導体制になっていないと推察い

たしますが、町長はこの点についてどのようにお考

えかを、まずお伺いいたします。 

 続きまして、２点目の災害における避難住宅の件

でございますけれども、大変消極的な回答でありま
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すが、町営住宅において常に待機者がいるとのこと

ですが、待機者は住宅が決してないわけではなく、

何らかの理由で希望をしているという状況が考えら

れます。現在においても教員住宅のあきがあるわけ

ですから、大型災害においての対応としては、仮設

住宅等の対応が必要かと思いますが、一般住宅の火

災などによる、被災者にすぐ住める住宅の提供は、

町として思いやりのある行政として、でき得ること

と思いますが、この点についてももう一度お伺いし

たいと思います。 

 続きまして、２項目めの観光行政についてでござ

います。 

 まず、１点目のラベンダー発祥の地について再質

問をさせていただきたいと思います。 

 ただいまのお答えの中で、先駆者である上田美一

氏が広く提唱されたとのお答えにもかかわらず、町

としてきっちりと伝承していく姿になってないよう

な気がいたします。東中の東８線北２０号に発祥の

地という記念碑・石碑が建てられてありますが、こ

れは町民でも知らない方が非常に多い状況にありま

す。その昔、この記念碑がパンフレットに載ってい

たように記憶しておりますが、観光客にとってはそ

こにラベンダーが植えてあるわけでもなく、満足で

きる状況にはないため敬遠されるようになり、訪れ

る人も少なくなりました。しかし、地域耕作者に

とっては歴史を刻む重要なものとして私は認識して

おります。 

 しかしながら、この記念碑も、日の出公園の発祥

の地のモニュメントにおいても、残念なことは肝心

のルーツである部分が裏に記されており、ほとんど

の方は見ることがない場所にあります。歴史資料と

して、東中、上田美一氏の手によって昭和２３年に

曽田香料の契約で７,０００本の苗を定植したが、

輸送中や定植の不手際による活着不良により初年度

は失敗し、翌２４年に１ヘクタール余りの苗を受け

栽培が始まったのが始まりであると、このように記

されてあります。先人の勇気と苦労に敬意を払い、

だれの目にもとまるような場所にしっかりとルーツ

を掲げ、広く町民初め多くの方々に伝達していくこ

とは、まさに行政の重要な役割であると考えます

が、発祥の地としての軸となる部分をおざなりにし

ていることに対し、もう一度町長のお考えを求めま

す。 

 続きまして、３項目めの日の出公園についての再

質問をさせていただきます。 

 日の出公園は、我が町にとって十勝岳とともに観

光の大きな拠点として町の大きな財産であることは

言うまでもなく、町の観光の顔と考えております。 

 ただいまの町長のお答えの中でも、町の観光の拠

点として位置づけているという前向きな回答と受け

とめましたが、しかし、問題点があります。 

 現在、日の出公園は開発維持管理の部分を、建設

水道課都市建築班で多くを担っている状況にありま

す。当然多くの町民も利用する公園でありますか

ら、町の観光の拠点として考えるならば、観光とい

うテーマのもとではしっかり観光開発が図られるべ

きと考えます。現在のように建設水道課都市建築班

と産業振興課観光班が、二つの所管で運営すること

には非常に問題も多く、今後においては観光を総合

的に考える上では、昔のように観光課を設置して行

うべきと思いますが、それができないのであれば、

現在観光に広く携わっている産業振興課の観光班が

キャンプ場を含めた中で総合的な見地から責任を

持って開発運営に当たるべきと考えますが、この件

についても町長のお考えをお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ７番岩田議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、防災対策でありますけれども、基本的に先

に御説明申し上げました、過去におきます防災計画

は十勝岳の噴火しかなかったと。しかし、新たにつ

くった防災計画におきましては、御案内のとおり地

震、風水害、台風等々の対応にも対処できる防災計

画をつくっておりますので、これらの対応の中で今

後その対処をしていきたいと思いますが、その被害

状況の掌握等々につきましては、先ほど申し上げま

したように、大きな課題を抱えておるところであり

まして、自主防災組織等々の地域活動をいかに今後

助長していくかということが大切であるというふう

に思っております。 

 限られた職員の中で被害状況の対応を図って、状

況を確認していくということには限度がございま

す。それともう一つは、議員の御質問にありまし

た、ただ来て調査していくのでなくて、その被害の

復旧対策をしている人を手伝っていけよと、それぐ

らいの気持ちがないとだめだということであります

が、これらにつきましては、気持ちはよくわかるわ

けでありますけれども、限られた人員で全体的な被

害状況を掌握するのに、そこの１軒の入り口でお手

伝いをしていたら、次のところの対応ができ得なく

なる。まず状況を我々は掌握して、ここに災害対策

本部を設置する必要があるのか、緊急必要はあるの

か、そういうようなものを十分認識した上で、必要

であれば即災害対策本部を設置して、その対処を

図っていかなければならないというような、情報収

集しなければならないわけでありますから、お手伝

いまでしないということでおしかりを受けましたけ
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れども、このことについてはひとつ御理解を賜りた

いなというふうに思うところであります。被害状況

を見きわめて、その状況報告を私どもは早急に求め

ているわけでありますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 それから、避難者住宅の確保でありますが、議員

おっしゃるように、そういった住宅を確保しておけ

ということでありますが、財政的効果からしても、

なかなか厳しいものがございます。確保しておくと

いうことはでき得ないので、常に公営住宅のあきが

あればそこを利用していただく、教員住宅のあきが

あればそこを利用していただく、またそれらのもの

がないとするならば民間住宅を借り受けて対応す

る、そういうような行政としての対応はできます

が、個々に１戸の家を確保して、公営住宅を確保し

て、被災者のために確保しておくということは、こ

れは非常に難しい。過去にありましたように、従来

であれば教員住宅は目的外でありますけれども、被

災者を教員住宅に一時入っていただくというような

手法もとっております。ですから、そういう対応は

行政としての責任の中で、被災者が即、明くる日か

ら住むところに困るようなことのないような対策は

当然にして講じていかなければいけないと。しか

し、その避難住宅を確保しておくということは、な

かなか難しいということで御理解をいただきたいと

思います。 

 それから、観光行政のラベンダーの発祥の地のモ

ニュメント、あるいは碑等々につきまして、行政は

全くその認識を十分に理解していないというような

厳しい御質問でありますが、基本的に、あそこに発

祥の地に碑を建設したのは、やはり耕作者の皆さん

方の強い要望があって、そしてあの地域の皆さん

方、４の東部落の人たちの強い要望があったと、そ

ういうようなことも含めながら、その地域の皆さん

方があの曽田香料とラベンダーの対応の中で御苦労

いただいたと、私もその当時からラベンダーをつ

くっておりましたし、耕作組合の一員でありました

ので、そういったことは十分理解しておるつもりで

おりますし、そういうようなことであそこの場所に

設置をさせていただいたと。設置をさせていただい

たというよりも、地域の強い要望があって、日の出

公園にモニュメントをつくったときに発祥の地の碑

をつくってほしいということで、町は対応している

ということでございます。そして、そのことによっ

て、その地域の皆さん方がその発祥の碑を維持管理

していただけるということで建立させていただいて

いるということで、ひとつ御理解をいただくとも

に、ただ、議員御質問にありますように、ホーム

ページだとか観光ＰＲのマップ等々に、ラベンダー

の発祥の地というその部分がないということにつき

ましては、私も同感であります。 

 私は常に上富良野町を訪れる方々に、来町の歓迎

のごあいさつをするときに常に申し上げるのは、

「四季彩のまち・上富良野、ラベンダーの発祥の

町・上富良野町にようこそおいでいただきました」

と、必ずこの二つはつけ加えて歓迎のごあいさつを

させていただいております。ただ、観光マップだと

か、そういった部分にそういったものがない、ある

いは日の出公園にはこういった碑がない、あるいは

発祥の地の碑が金比羅さんのふもとにあるというこ

とについても、そういった説明がない、そういった

ことについては今後のマップの作成等々でも十分配

慮していくように考えていかなければならないなと

いうふうに認識いたしたところであります。 

 また、日の出公園の件につきましては、先ほども

お答えいたしましたように、大きな財政投資を図っ

た開発はもう１５年で終了いたしまして、あそこは

上富良野町の都市公園として基本的に担当の建設水

道課の方で、都市公園としての維持管理を担当させ

ているということであります。それに加えて、先ほ

ども申し上げましたように、その都市公園ではあり

ますけれども、観光の拠点として産業振興課の方も

対応を図りながら、その両課の連携をとって、十二

分にその日の出公園の維持管理等々の対応を進めさ

せていただいているつもりでございます。 

 これからは、基本的には先ほども申し上げました

ように、平成１５年で開発は終了した。あとは維持

管理と色彩、あるいは花の植種等々の中で、日の出

公園、都市公園、そして観光のある面では拠点とし

ての整備をしていきたいと、維持管理をしていきた

いというふうに思っておりますが、それらの花の植

種等につきましても、いろいろな面で今多くの町民

の皆さん方から御意見を承りながら、その対応を

図っているという状況でありますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問、７番岩田浩志

君。 

○７番（岩田浩志君） それでは、再々質問させて

いただきます。 

 まず、１項目めの防災対策についてでございます

けれども、もう一度確認したいと思います。 

 今後、いかなる災害においても、職員の支援体制

は行わないと、このように受けとめておりますが、

この件についてもお答えをお願いしたいと思いま

す。 

 ２点目の火災等における町営住宅の対応でござい

ますけれども、確かにあいている町営住宅並びに教

員住宅を利用して、恐らく町長の判断で住居させる
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という判断でというように認識しておりますけれど

も、もう一歩踏み込んだ形で、家具、ふとん等の提

供はするつもりはないのか、その点も重ねてお伺い

いたします。 

 続きまして、ラベンダー発祥の地についてでござ

いますけれども、まず、東中の石碑に関しても、裏

にルーツが書かれてあるのですけれども、それを、

裏にこういうことが書いてありますとか、ルーツを

示すものが何ものもない。同じく日の出公園のモ

ニュメントにおいても、そのようにルーツが裏に

張ってあって、だれも見ることができないと、この

点についても町長のお考えをもう一度確認したいと

思います。 

 それから、日の出公園ですが、先ほども再質問い

たしましたが、所管が二つにまたがって日の出公園

を管理していると。このことによって本来観光班で

考えていること、観光として総合的に行いたいこと

が十分に都市建築班が広く担っていることによって

反映されないのではないかと、このように感じます

が、その点についても今後そのまま二つの所管で対

応するのか、それとも一つの課で対応するのか、お

答えをお願いいたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁 

○町長（尾岸孝雄君） まず、１点目の防災対策で

ありますが、先ほども申し上げましたように、行政

が被災者を支援一切しないということを申し上げて

いるのではなくて、被害状況を調査に行っている段

階でお手伝いしなさいということについては、これ

は次の被災の状況を確認するために、これはちょっ

と難しいですよと。その被災状況を掌握した中で、

行政がその被災の支援をどうするかということは、

次の段階として支援策は講じると。被害状況を調査

に行った職員が、１軒の農家なり１軒の被災者のと

ころでお手伝いをして終わらせるわけにはいかない

ということを御理解いただきたいと申し上げている

のであって、ひとつ御理解をいただきたいと思いま

す。 

 それから、避難者住宅の対応につきましては、こ

れ先ほど言いましたように、住宅を確保しておくこ

とは不可能であるということで、ひとつ御理解いた

だきたいと。しかし、行政はその責任を果たさなけ

ればならないということで、その被災者の住むとこ

ろがなくなるようなことは極力避けて、最悪の場合

は民間の住宅等々の借り入れてでも対応しなければ

いけないし、冒頭、先ほど１回目にお答えさせてい

ただきましたように、生活の必需品につきまして

は、日本赤十字社の方でそういったものの確保をし

ておりますので、それらについては毛布だとかそう

いった一時生活必需品については対応でき得る体制

が整っているということを申し上げておるのであっ

て、町は一切そういうことを知らないということを

申し上げているのではないということで、ひとつ御

理解いただきたい。 

 それから、ラベンダー発祥の地のことだとか、モ

ニュメントだとかについて、そばへ行って見ればそ

ういうようなものが裏に書いてあるのはわかるけれ

ども、そういったものの表記がないということは、

先ほどもお答えさせていただいたように、観光マッ

プだとかそういったものにそういったものがないで

すねと、これは私も認識してますと。これからそう

いった部分についても、ひとつ対応できるマップの

作成等々の中で、そういったものを十分配慮してい

きたいと思うし、ホームページ等々の中において

も、上富良野がラベンダーの発祥の地であるよとい

うようなことについても、十分読み取れるようなも

のについても今後検討をしてまいりたいというふう

に思っております。 

 それから、日の出公園の管理が二つに分かれてい

るということでありますが、決して二つに分かれて

いるわけではありません。これは建設水道課が所管

の公園であります。ただ、観光施設としてのその対

応については商工観光班が対応しておりますので、

そこらの連携は十二分にとりながら対応しているつ

もりであります。 

 今、議員からの御質問を聞くと、両課の連携が不

十分であるというふうに受けとめておりますが、私

としてはそういった報告は一切受けておりません

し、もしそういう状況で、産業振興課の商工観光班

との都市公園担当の方との連携が不十分であるとい

うことであれば、十分これらの連携を十二分対応す

るよう指導していきたいというふうに思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、７番岩

田浩志君の一般質問は終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。 

○事務局長（北川雅一君） 再開時間を２時５０分

といたします。 

────────────────── 

午後 ２時３１分 休憩 

午後 ２時５０分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程第１０ 一般質問を継続いたします。 

 次に、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 私は、さきに通告してあり

ました件について、町長及び教育長に質問するもの

であります。 

 育児サポートの設置について伺います。 
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 今、育児に対する要求は多様化してきておりま

す。子育て中の親にとっては保育所の充実や育児

サークルの支援などなど、多くの要求を持って、引

き続き支援してほしいという願いを持っているわけ

であります。また、この間見てみますと、親が病気

や看護、出産など、何らかの事情で子供の養育がで

きなくなった場合に対処してくれる施設と制度が上

富良野町であるかといえば、まだまだ未整備という

状況ではないでしょうか。そのかわりということで

あれば、当面保育所が一時保育制度がありますが、

しかし、現場の話を聞いてみますと、定員枠を超え

てもう既に対処することはできない。対処するとす

れば、今の現状の施設を広くするなど、何らかの対

策が必要だということを述べています。そういう意

味では、いつでも、どこでも、安心して緊急の事態

が起きたときに預けてくれる制度やサポートしてく

れる施設制度がなければ、これは十分と言えないの

ではないでしょうか。 

 そういう人たちがそれではどこに預けるかという

と、親あるいは知人、親戚など、こういったところ

に預けるというのが多くのアンケート調査の結果で

も明らかになっています。しかし、こういう条件が

ある人はまだいいわけでありますが、このような条

件すらないというのが現状ではないでしょうか。そ

ういう意味では、今後上富良野町において育児サ

ポート制度の完全実施をする、町においては次世代

計画の育成支援計画の中には平成２１年度を目標と

して書いてありますが、しかし、それに至ってもい

つまでに開設するのか不明確な点が多いわけであり

ますから、これらを踏まえて、いつまでの年度に開

設するのか、この点についての町長の答弁を求めま

す。 

 次に、保育料の負担軽減についてお伺いいたしま

す。 

 子育てにおいては、精神的な負担や、あるいは保

育所を利用すれば利用料等の当然費用負担がかかり

ます。今では他の税の負担感とあわせて、この子育

てに対する精神的や、あるいは財政的な費用負担と

いうのは大きな負担感としてなって、今あらわれて

きています。 

 しかし、町においては、財政難という理由のもと

で、今既に国の定めている保育料金に平成１９年度

までは１００％完全実施するということを言ってい

ます。今、親からはこの保育料の負担軽減を何とか

できないのかという声が出てきております。また、

現在の保育料を見ますと、３歳未満児では最高で７

万６,０００円、３歳児では４万円、４歳以上児で

は３万５,０００円と高くなってきているのが実態

であります。 

 ある保護者の方に聞きますと、子供は２人預ける

と、確かに２人目は軽減されるが、もとの収入にお

いて、所得に応じてその保育料の利用料が決まるわ

けでありますから、所得が高ければ高いほど料金も

高くなる。仮に所得が低いという状況にあっても、

各種の負担という状況の中で、その保育料にかかる

負担というのは大変なものがあるということであり

ます。そういう意味では、町においては国の基準に

１００％近づけるというのではなく、ある一定の目

安をもって軽減対策を講ずるべきだと考えますが、

この点についても町長の見解を求めます。 

 次に、町内循環バス制度の見直しについて伺いま

す。 

 昨年度から町においては、地域の利便性を図ると

いう目的の中で、混乗方式というバス制度、運行を

とりました。それによってバスの運行車両の台数も

削減され、町内循環バスが１０月から運行していま

す。しかし、実態を見ますと、必ずしも利用状況は

よいと言えない状況であり、あきが多いという状況

ではないでしょうか。この間、町においては運行の

見直しもあり得るということを言っています。今、

町内循環バスの運行状況はどのようになっているの

か、お伺いいたします。 

 これまでのバスの削減によって、町内の団体や学

校行事等にもこのバスの利用ができないという制約

される問題が起きて、多くの方が何とか改善してく

れないかという声が出るという状況であります。そ

こで、お伺いしたいのは、１日の利用状況と運行に

関する経費と循環バスの今後の運用の見直しについ

て、町長に答弁を求めるものであります。 

 次に、学校行事等のバスの利用について伺いま

す。 

 確かにバスを満遍に運行するということは大変か

と思います。しかし、これから未来ある子供たちが

いろいろな体験を通じて心も身体も体も成長してい

く大切な時期であります。そういうときに財政難と

いう理由の中で、これらがどんどん削られてしま

う。今まで行ってきたリフトの使用料も削減、廃止

される、こういう状況になってきています。せめて

未来ある子供たちにきっちりとした財政を保障し

て、クラブ活動や、あるいは学校行事等におけるバ

スの運行を予算をつけて確保するということが、今

求められているのではないでしょうか。保護者に聞

きますと、この点についても急にバスの運行削減が

行われ、説明もないまま、あったとしてもそれが伝

わってないという状況の中で不十分で、なぜこうい

う事態が起きたのかということを困惑しているとい

うのが実態であります。 

 以上のことを述べて、これから子供たちの部活に
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対するバスの運行や学校の諸行事等は優先されると

聞いておりますが、予算をつけてきっちりと運行の

確保を図るべきだと考えますが、この点についての

教育長の見解を求めます。 

 次に、自衛隊車両の行進について伺います。 

 日本共産党は、自衛隊は憲法違反の軍隊だと考え

ています。また、国民の合意で自衛隊の解除に今向

けて目指しています。しかし、仮に緊急不正の事態

が起きたとき、外部からの侵略、あるいは災害が発

生したとき、これは今ある自衛隊を憲法の枠内で活

用・運用するということを当然の任務として、国に

も当然の責務はあると考えています。しかし、今、

世界に憲法の廃止、あるいは自衛隊の海外の派遣が

論ぜられるという状況の中で、私たちは武力に頼ら

ない非軍事、技術や人道支援において平和的な外交

を保つことは可能だということを考えています。 

 今、国会の衆議院憲法調査会が最終報告書を出し

ました。この中には自衛隊の海外での武力行使のた

めの憲法９条の改悪を進めようとしています。その

背景にはアメリカの軍事基地の再編と海外での武力

行使のとき、動くときにアメリカと日本の自衛隊が

深くかかわり合って武力行使を行うという戦略を

持っているからであります。 

 そのためには憲法９条が障害になるとしていま

す。日本の憲法９条というのは、あの悲惨な戦争体

験を通して、侵略や武器を持たず、威嚇も行わない

という世界に誇れる立派な平和憲法であります。し

かしこの間、アメリカと自衛隊の軍事訓練が海外で

も国内でも行われ、軍備増強・強化という事態が起

こってきています。 

 そのあらわれで上富良野町で見てみれば、９０式

戦車の配置や、あるいは地対鑑ミサイル部隊の配

置、アメリカ等の共同訓練が行われるなど、その点

を見ても、まさにアメリカとの侵略に備えた、武力

行使に備えた、一体となった戦略が密に、この上富

良野町でも行われているということがはっきりうか

がえます。そのことを考えたときに、今回行われた

駐屯地の創立５０周年記念事業の一環としての、自

衛隊車両の行進を喜ぶべき問題でありましょうか。 

 確かに上富良野町と自衛隊の歴史というのは深く

かかわり合い、この町の歴史にも深くかかわってき

ていることは事実であります。また同時に見なけれ

ばならないのは、この町には、自衛隊を認める人、

認めない人もいるわけであります。しかし、それら

の人たちに共通しているのは、この町に安心して暮

らせる、平和で安全な暮らしやすい町を願って、と

もに、そういう人たちであっても協力して町の歴史

をつくってきた、これがあるわけですから、これを

逆なでするということは絶対許せるものではありま

せん。そのことを考えてみれば、自衛隊の車両の行

進を直ちにやめるべきだったのではないでしょう

か。 

 この点を町長と駐屯地に申し入れました。私は今

回の自衛隊車両の行進というのは、単なる車両の行

進ではなく、軍備を備えた戦闘車両の行進だと私は

考えています。行進を見ていますと、９０戦車や２

０３ミリの自走砲が走り、角々には、交差点には軍

服を着た自衛隊が立って、また警察官が立って、

物々しい行進になっています。まさに平和どころ

か、私はこれを見て恐怖感さえ覚えました。私はこ

のことを考えたときに、なぜ自衛隊車両の行進を許

可したのか、その根拠と町道の本来の目的に反する

のではないかと考えますが、これらの点について町

長の答弁を求めるものであります。 

 次に、自立への道筋について伺います。 

 町長は当面合併を望む相手がいない、だから自立

へ進むということを答弁しています。仮に合併の話

が出てきた場合は、あくまでも住民が判断するのだ

と述べています。 

 また同時に、財政再建の道という形の中で、財政

再建計画を住民に示してきました。しかし、この間

の町長のまちづくり政策を見ますと、町民とともに

進むまちづくり、町民に理解し合えるまちづくりと

いう割には、一方的な財政難を理由にして、住民の

公共料金の負担を上げる、あるいは、今まで行って

きた補助政策の見直しや縮減あるいは廃止を行うと

いう状況になり、まさに町の都合でしか物事を考え

てない、このようにしかうかがえない政策が見られ

ています。 

 ある団体に聞きますと、資源回収補助を受けてい

たのに、その補助金も手紙１通でばっさり切られて

しまった。学校スキー授業等の補助の廃止や、在宅

促進事業補助の見直しという形の中で、町の財政難

はわかるけれども、私たちはこの町に必要なのかど

うなのか、どういう役割を持っているのか、このこ

とを聞かずに一方的な財政難を理由とした補助金等

の見直し、廃止というのは許されるものではないの

でしょうか。 

 町民は、今本当に怒っています。今自立の町を選

択するというのであれば、その進むべき方向を住民

にしっかり示す、これが今町長に求められているの

ではないでしょうか。確かに町長が各種の懇談会や

議会でも答弁しているように、総合計画に基づい

て、あるいは財政計画に基づいて、その方向性は示

しているということを言っているけれども、住民に

したらどうでしょうか。町長が思っているほど住民

の理解というのはまだまだ深まっていないというの

が状況ではないでしょうか。それでは、お金がない
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というだけではなく、お金がないのなら、その原資

を生む対策は何をするのか。また、上富良野町にあ

る商工業や農業、観光、これらの資源を最大限に生

かして産業振興を起こす。そこに住民の生活と深く

かかわる雇用対策や、あるいは企業を起こす、もし

くは今農業観光と言われるという状況の中で、農業

観光の具体的な方向策を示す。こういった具体的な

対策を今住民が求めているわけであります。幾ら枠

を整えたとしても、どういうまちづくりをするのか

というその方向性を示さないで、ただ町民とともに

まちづくりをするというのでは、納得できる話では

ありません。このままでいけば、ますます上富良野

町の将来が危ない、町がますます冷えて後退してい

くことは否めないでしょう。 

 今こそ、その流れを断ち切って住民の暮らし、産

業振興のためのしっかりとした方向策を町民に示す

べきだと考えますが、この点についての町長の見解

を求めるものであります。 

 次に、農業行政について伺います。 

 今、各自治体では、農村美観、農村農業を印象づ

けるための立て看板を設置する自治体が生まれてき

ています。その財源として中山間地域振興の補助金

を使うなど、いろいろな財源のやりくりをして今看

板をつくっています。上富良野町もクリーン農業の

推進や地産地消という状況の中で、そういうクリー

ンなイメージの機運が高まるという状況があります

から、こういったところにも財政支援を行って、看

板の設置をすべきだと考えますが、この点について

の町長の見解を求めるものであります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の７点の御質

問にお答えさせていただきます。 

 まず、最初の御質問であります育児サポートセン

ターの設置につきましては、昨年策定いたしました

町の次世代育成支援行動計画で、ファミリーサポー

トセンター事業として平成２１年度までに実施する

よう位置づけているところでございます。 

 ファミリーサポートセンター事業につきまして

は、議員の御意見のとおり、保護者が病気したり、

家族を介護するためなどの諸事情により、親のかわ

りに子供の保育所送迎を行うとか、一時的に子育て

援助が必要なときに子供を預かるなど、地域におい

て子育ての支援を受けたい人と、それを行いたい人

が会員となり組織を設立し、育児や介護についての

相互の援助活動を行うものであります。 

 当事業を具体化していくためには、すべての子育

て家庭を地域全体で支えていく機運が盛り上がるこ

とが重要でありまして、そのための子育てサポート

の人材育成や既存ボランティアセンターの活用、ま

たＮＰＯ法人の組織化、有料化の検討など取り組み

課題があり、若干の時間を要しますが、平成１５年

度に行いました保護者アンケートにおいても、要望

の多い事業でありますので、体制づくりを進め、で

きる限り早い年度に実施に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。 

 次に、２点目の保育料の負担軽減に関する御質問

にお答えいたします。 

 本町の保育料につきましては、これまで軽減対策

を講じてまいり、平成１６年度においては国が定め

る徴収基準額の８５％に設定し、軽減措置を行って

まいりましたが、公立保育所運営費の国庫補助金、

道補助金の廃止による一般財源化により、町の財政

負担が増加し、財政運営にも大きな影響が生じてお

るところであります。 

 御案内のとおり保育料は応益負担の考え方が基本

であることから、受益者負担の適正化の観点に立

ち、国の徴収基準に近づけるべく、本年度から３カ

年で段階的に軽減対策の解消を図ってまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りたいと思いま

す。 

 次に、３点目の循環バスの運用についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 循環バスにつきましては、昨年１０月に新たな路

線として、市街地を循環いたします循環東線と循環

西線で運行しておりまして、昨年開設いたしました

保健福祉総合センター並びに病院などの公共施設等

への交通手段のない方々の利便を図るところであり

ますが、議員の御質問のとおり、利用客につきまし

てはまことに少ない状況であります。昨年１０月か

ら今年３月まで半年間におけます循環東線の１日平

均の乗客は３.１人でありまして、また循環西線の

１日平均の乗客は３.５人でありました。循環２路

線の半年間の経費につきましては、委託している人

件費と燃料費を合わせますと１３０万円余りであり

まして、１日平均の経費が１万５００円となってお

ります。新年度に入りましてもこの傾向は変わって

おりません。新たな路線ではありますが、非効率的

な運行であることは事実でございますので、利用さ

れている町民の方々への周知も考え、早い時期に廃

止を含めた見直しが必要と考えております。 

 次に、５点目の地元駐屯地創立５０周年記念事業

の中で実施いたしました、自衛隊車両による市中観

閲行進に関する御質問にお答えいたします。 

 当町における自衛隊との歴史は、昭和２０年代後

半に町民の支持を得た時のリーダーが、町の発展を

願い自衛隊の誘致を進めた結果、その願いがかな

い、昭和３０年９月に旭川から当町に自衛隊が移駐

したことから始まるわけでありますが、当時は開町

― 39 ―



 

記念パレードが多くの町民も参加し、盛大に行われ

て以来、半世紀となる５０年の長い共存共栄の歴史

を刻み、今日ここに多くの町民とともにお祝いすべ

く、市中観閲行進を実施することができたのであり

ます。 

 私といたしましては、歴史を振り返り、諸先輩方

が積み重ねてきた５０年の歩みの中で、十勝岳の噴

火を初め台風による河川のはんらんなど、自然災害

に対しての支援、また冷害などによる農作業への支

援を受けるなど、ともに幾多の困難を乗り越えてき

た事実があります。また、雪まつりや地域イベント

などを初めとした各種行事への参加支援など、数え

切れないほどの苦楽を経て、現在の人情味ある自然

景観のすばらしい地域・風土を築き上げてきた歴史

があります。 

 加えて地域経済の発展の支えとして大きな原動力

ともなり、基地の町として特色ある町づくりがなさ

れてきたわけであります。この現実は素直な気持ち

で深く再認識する必要を強く感じておりました。こ

の町の歴史認識のもとに立ち、自衛隊と良好な関係

を築き上げた先人の御苦労に感謝するとともに、現

在あるすばらしい地域の歴史・風土を未来につなげ

る節目と位置づけたところであり、実施に当たって

は、地元を初め関係する美瑛町、富良野沿線市町

村、さらには関係機関、団体の皆々様の御協力を賜

り、ともに祝うことができたことに深く感謝いたし

ているところでございます。 

 また、町道に関する御質問でありますが、議員御

指摘のとおり、道路は本来、人や車が通行する目的

でつくられたものであり、催し物をしたり、工事や

作業を行うことを目的としてつくられたものではな

いわけでありますが、道路工事や祭礼等のように、

公益上または社会習慣上、本来の目的以外で道路を

使用することがやむを得ないと認めた場合は使用が

できることになっております。 

 今回の場合においては、道路交通法に基づく手続

となっておりますので、許認可権者は所管である富

良野警察署の権限でありまして、最終的に趣旨や実

施内容等を審査いただき、認可をいただけたと聞い

ております。 

 次に、米沢議員の６点目の自立の道筋に関する御

質問にお答えいたします。 

 私は、これまでの状況判断から、本町は自立に向

けた取り組みを進めていくことが私に求められてい

る責任と受けとめ、将来の町づくりに向けて着手、

新行財政改革基本方針、自立に向けた上富良野再生

プランを策定し、町民の皆様に公表をさせていただ

きました。 

 本町の自立に向けては、新行革基本方針で目指す

ものとして示した持続可能な財政構造への転換、協

働のシステムづくり、行政資源の戦略的、重点的な

活用の実現を果たしていかなければならないと考え

ております。その具体的な行動を示す実践計画とし

て、昨秋には行財政改革実施計画、自立に向けた上

富良野再生アクションプランを策定したところであ

ります。行財政改革は単に削減や廃止を目的に取り

組んでいるものではなく、自立する個人を基礎とし

て公正で民主的な町づくりを進めていくために、行

財政の構造を抜本から見直し、再構築していくこと

を目的として取り組んでいかなければならないと考

えております。 

 産業の振興や住民生活の安定等充実を図り、活力

に満ちた町づくりを進めていくためにも、その基礎

として上富良野という単位で物事をみずからの責任

において決めていく基本的な仕組みを整えていくこ

とが極めて重要であります。そのような仕組みを多

くの町民皆様のお力をおかりしながら整備していく

ことが、自立に向けた最重要の取り組みと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、御質問最後の農業行政についてお答えさせ

ていただきます。 

 上富良野町を初め各市町村においては、個性豊か

な風土色あふれる農村農場等を印象づける看板が設

置されているものを目にいたします。看板の設置は

農業者個々が独自色を出しながら、地域農業、農村

のイメージアップを目指し取り組んでいるものと考

えます。看板を統一してはとのことでありますが、

看板を統一することによって農業者個々の発想力、

創造性をかえって抑えてしまうことになるのではな

いかと考えます。今後とも農業・農村景観に配慮

し、個々の独創性をもって多種多様な発想により取

り組んでいただくことの方がよいのではないかと考

えております。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） ９番米沢議員、４点目の

学校行事のバスの利用に関しての御質問にお答えさ

せていただきます。 

 昨年１０月から町では、町営バスの運行形態を変

更し、これまでのスクールバス単独の運行と路線バ

スを合体し、スクールバスを基本としながら一般乗

客を乗せる混乗型として、さらに保健福祉総合セン

ター利用者の利便性を図ることを目的に、市街地を

東西に分け、循環バスの運行が行われてきておりま

す。 

 それまではスクールバスの空き時間に学習活動や

その他の活動での運行に利用してまいりましたが、

運行形態の変更によりバス全体に余裕時間がなく

なったことから、昨年１０月以降、教育課程に基づ
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く学習活動や学校行事、体育行事等におけるバス利

用については民間バスを借り上げるなど、本来の目

的を損なわないように予算を確保して対応を図って

きているところであります。 

 これらの町営バスの運行形態の変更や、学習活

動、学校行事や体育行事の運行基準につきまして

は、学校長や教頭の会議を通じ周知徹底を図ってま

いりましたが、保護者への説明が不十分であったと

の御指摘を賜りましたので、再度学校を通じて周知

徹底を図るよう取り進めてまいります。 

○議長（中川一男君） 再質問、ございますか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 育児サポートの設置につい

ては、設置するということでありますが、いつ、何

年度までに設置するのか、この点を明確にすべきで

はないかというふうに考えています。これはもう待

てない問題でありますから、質問の中でも述べまし

たように、病気や出産等、その他緊急の事態のとき

には保育所でも見切れないという状況が生まれてい

ます。この間行った町のアンケート調査でも、仕事

を休む困難度ということで言えば、どちらかと言え

ば困難だということを含めると、非常に困難という

ことを含めると６割と。かといって、知人、親族に

預けるということはどうなのかということも、これ

も大体６割で同数という実態が生まれてきているわ

けです。 

 上富良野町の場合は、特に転出入の方の多いとい

う状況があります。そういう意味では、こういう制

度のやはり設置というのは、当然もう既に協議に

入っておられるのだと思いますが、急務だというふ

うに考えております。そういうふうに考えれば２１

年度ぎりぎりというのではなくて、一年でも早目に

この目標設置をやはりすべきだというふうに考えま

すので、この点について見解を求めておきたいとい

うふうに考えています。 

 次に、保育料の問題ですが、確かに財政難という

こともあるかというふうに思います。しかし、この

間、町、いわゆる保護者の話を聞きますと、やはり

今回の、もう１９年度には国の基準に、保育料金を

やはり一定にするのだということを聞きますと、一

様に驚いています。今でもやはり保育料金というの

は負担感としてあるところにもってきて、軽減され

ていて本当に助かるのだけれども、これがさらに１

００％になるということは耐えられないのだという

話なのですよ。やはり確かに国の基準等もあるのか

もしれませんが、やはり町独自の軽減策を今回もう

一度設定し直すべき時期ではないかというふうに考

えていますが、この点どのようにお考えなのか、お

伺いいたします。 

 次に、循環バスについては見直すということであ

りますから、早急に見直していただきたいというふ

うに思います。こういった財源を、いわゆる学校行

事等のやはりバスの運行に回す、予算を配分すると

いうやりくりをやるべきだというふうに考えていま

す。 

 確かにバスが１便減ってますから、町のバスを運

行するということは大変だと思いますが、やはりこ

ういった予算のやりくりで子供たちの部活の利便性

を図るなどの財政措置を何らかの形でとってしかる

べきではないかというふうに考えています。 

 私は、やはりこういう財政の運用の仕方をやれば

財源が一定出てくるわけですから、そこにある程度

のまた予算をつけることも必要だと思います。学校

行事等のバスの運行の基準についても、来年以降担

当の方に聞きましたら、ことしはある一定の去年か

らの流れがあって予算は確保できるけれども、来年

以降はわからないという話なのですよ。ですから、

来年はまた削減されるということになれば、もう本

当に一般の諸行事にもバスの利用というのがやっぱ

り予算がつかないということになるのではないかな

というふうに考えています。 

 各施設の状況はどうなのかなと思って聞きました

ら、保育所等においても、やはり従来のバスの町営

バス使われていたのだけれども、これについてもな

かなかお金がないということで、子供たちにいろい

ろな体験させたいのだけれども、やっぱりそういう

予算がないということで、本当に言いづらいのだと

いうことなのですよ、町長。 

 この二つの問題点について同時に質問してまこと

に申しわけないのですが、深くかかわっている問題

ですから同時に聞いているわけで、そういう子供た

ちのやっぱり成長著しいときに、見て、体験して、

話を聞いて、体で覚える、こういう貴重な体験を

やっぱりどこかで削ってしまったら本当に子供たち

切ないのだと思うのですよ。私はこういうところの

予算をきっちりつける必要があると思いますが、こ

の点について町長と教育長について、どういう見解

なのかお伺いいたします。廃止、見直すということ

ですから、それは了解としていきたいというふうに

考えていきたいと思います。 

 それで、今まで同時にこれを利用してきた方が当

然いるわけですから、電話で申し込みするだとかい

ろいろな方策もあると思いますので、この点もぜひ

考えていただきたいというふうに考えています。 

 次に、自衛隊車両の運行でありますが、私は今回

の車両の行進というのは、５０周年の記念すべき、

確かに皆さん方からすれば事業だったのかもしれま

せん。しかし、上富良野町には、これをよしとする
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方と、よしとしないという方がいます。そういう方

たち、２人こういう方たちがやはり長い歴史を、町

をつくってきたわけですから、そういうことを考え

たときに、こういう自衛隊車両の運行をとめるべき

ではなかったのかと。許可出てるから問題がないと

いうような話でありますが、あれを見て平和の使者

だと思う人は恐らく少ないだろうと思うのですけれ

ども、私、あれが、使い方によっては平和に道を開

くものであるのかどうなのかという疑問が感じてい

るわけです。２０３ミリにしても９０式にしても、

アメリカとの一体の中でのやはり戦略練られた形の

中で配備されているわけですから、こういう問題を

考えたときに、やはりやめるべきでなかったのか

と。 

 そして、行進の進路にはケアハウスや病院がそこ

にあったわけですよ。病院の中に何て書いてあるか

というと、「車両騒音で迷惑をかけます」という張

り紙をわざわざしてまで、あの走行させる本当に

ニーズは責務があるのかと、私思いたいのですよ。 

 やはりこういう問題等一つとっても、まさに自衛

隊べったりで、やはり本当に平和を願う人たちの気

持ちを逆なでする、それ以外の何物でもないのでは

ないかと。私はこのように考えています。この点も

含めてもう一度、私、町長の立場としてこういう二

つの勢力がある町だから、それを思いとどまるとい

うことをやれば、大した町長だということで褒めら

れたかもしれません。いや、そのぐらいのものなの

ですよ。そう思います、私は。 

 先ほども言いましたが、我々日本共産党はこの点

でも、平和憲法の範囲の中で、万が一侵略された場

合、あるいは災害のときは大いに活用します。将来

にわたってこの自衛隊解除の方向は目指しますが、

こういう見解をとっていますので、私この点含めて

町長のもう一度、こういった点についての見解を求

めます。 

 次は、自立の問題ですが、例えば自動車あるとし

ますね。町長はこの自動車に乗って、将来当面合併

の相手がいないから、自立という形で進みますと。

そのための財政再建プランを立てましたということ

で、その枠をつくりました。その枠をつくったけれ

ども、さあ、動かすのはどうしようということを今

恐らく考えているのだと思うのですよね。そうする

ためにはエンジンがあったりいろいろな部品等が、

当然ピストンがなければ動かないですし、車軸がな

ければ動きません。こういう組み立てを町長はする

義務が今求められているのだというふうに思いま

す。その過程の中で町長は、恐らく、どうしたらい

いのだろうと、迷いながらも相当苦慮して職員の意

見も聞いているのだろうと思うのだけれども、なか

なか答えが出せない今過程なのだろうと私は私なり

に解釈していますが、町長は違うというのであれ

ば、違うと言ってくださいね。そう言うのだろうと

思うのです。 

 その中で、町民の力を発揮するにはどうしたいい

のだろうと、職員の力を発揮するにはどうしたらい

いのだろうという形の中で、いろいろな職員からの

メールのやりとりだとかはありましたけれども、最

近は何かやられてないという話も聞きましたが、そ

ういう力をかりて自立の町づくりを模索している段

階だというふうに考えています。 

 しかし、その段階に至る前の時点で、もう既に

ちょっと町長はその階段をちょっと一歩二歩飛び越

してしまっている部分があるのではないかなという

ふうに感じるわけです。先ほども言いましたが、公

共料金にしても、各地の補助団体に対する削減の問

題にしても、やはり一方的なのですよ。確かに住民

は財政難はわかるけれども、それではどこまで我慢

したら町づくりが一定私たちに、全く負担はないと

は言えないけれども、負担なくつくる方向を示して

くれるのかというところを、今一番住民にしたら聞

きたいのです。ここが見えないから、例えばいろい

ろな保育料金を上げる、何を上げるということにな

れば、何でだと、町づくりの方向を示さないで何で

こういうことをやるのだと。それならもっと、どう

いうふうにしたらその産業を起こして労働の雇用を

確保するためにこの商店街の企業支援をどうするの

かと。 

 今の予算を見ましたら、将来的には投資的事業も

どんどん減ってくるという状況になってきますか

ら、そのためには当然公共事業にかかわっていた業

者の方は仕事がなくなります。そうすると、それに

かわった分野の仕事のやっぱり開拓というのが町長

に求められているのですよ、今。 

 例えば、福祉の分野で言えば福祉にかかわる事業

を起こすだとか、あるいはこの観光の町を生かした

企業を起こすだとか、特産品を開発するだとか、あ

るいはリフォーム制度におけるそういった住宅の改

築にかかわるノーマライゼーションという形の中で

障害者のバリアフリーということを言われてますか

ら、こういうもののどういう企業が参画するのかと

いう具体的な方向までやはり示さないと、町民は理

解しないのだと思うのですよ、町長。 

 だから、私の言いたいのは、そういう具体的な展

望を示しなさいと、何を重点に置くのかということ

もちゃんとプランの中に示して、大いにまた討議し

ましょうということを私は常日ごろから言っていま

す。そういう意味ではまだまだこの点についての町

長の見解というのは、十分でありません。 
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 確かに、町長は町のトップですから、いろいろな

声が恐らく来るのだろうと思います。つらいことも

わかります。だけども、責務として、責任者として

絶対それは避けて通ることはできない問題ですか

ら、このことだと私は考えますので、この点を踏ま

えて町長はまだ十分だと思うのか、まだ不十分だと

思われているとすれば、今後どういう具体的なまち

おこし、企業振興や含めて産業振興されようとして

いるのか、具体的な方向性をぜひ示していただきた

いというふうに思っているところです。 

 最後に、農業の問題については、統一的な看板を

つくれといっても、みんな同じ看板をつくれという

意味ではないわけで、そういうことではないわけで

すから、それぞれ特色ある看板をつくるのだと思う

のです。確かに農業はこれだけでないのですけれど

も、やっぱりほかの町へ行ったら、ぱっと目に飛び

込んできます。そういうものを含めてやっぱり望ん

でますので、この点も、もう一度財政的な支援も含

めて検討するお考えがあるのかどうなのか、お伺い

いたします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再質問にお

答えさせていただきます。 

 まず、育児サポート制度の実施時期について明確

に答えろということでありますが、先ほどもお答え

させていただきましたように、町の次世代支援計画

の中におきましては、育成支援計画の中においては

２１年をめどにということで考えておるところであ

りますが、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、一年でも早く、今の実情というものを議員から

もお話しいただきましたけれども、私自身も担当か

ら現状報告を受けております。もう少しすれば施設

も未収容児の数が減ってくるというようなことで、

施設も余裕が出てくるわけでありますけれども、こ

こしばらくの間は、議員御発言のとおり、施設も

オーバーフローの状況にあるという現実であります

ので、早急にこの対応につきましては、一年でも早

く前倒しをしながら対処していきたいというふうに

思っているので、御理解をいただきたいと存じま

す。 

 次に、保育料の軽減の問題でありますが、従前か

ら基本的には国の基準が原点であります。しかし、

いろいろな状況を加味した中で、町は特別に軽減策

を講じていたということでありますが、先ほどお答

えさせていただきましたように、国の財政が非常に

厳しくなったということで、保育行政に伴います国

や道の補助金等々が廃止になったと。より一層保育

所運営に対します町の一般財源の負担が高額化して

くるというような状況の中で、国の基準に特別対応

を図って軽減策を講じていくことが非常に難しく

なったというようなことから、基準に戻させていた

だきたいと。年度一挙にというわけにはいかないの

で、３カ年の年度計画を立てながら、逐次国の基準

に戻していただきたいということでございますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

 それから、循環バスの見直しにつきましては、先

ほどお答えさせていただきましたように、１００円

の収入を上げるのに８００円も９００円も経費をか

けて対応していつまでもいるということにはなかな

か相なりませんので、早急にこれらのものの廃止に

向けての見直しを十分対応していかなければいけな

いというふうに思っております。 

 ただ、その中で浮いた財源を他に向けるというこ

とではありますが、１８年度予算編成に当たりまし

て、またいろいろと配慮しなければならないわけで

ありますけれども、既に議員にも御説明させていた

だいてきましたように、我が町の自立を目指してい

く過程の中で、平成２０年度までの財政見通しを議

員の皆さん方にも提示させていただきましたが、御

案内のとおり、まだまだ十数億円の財源不足が出て

くると。来年の予算編成におきましても、また何億

の財源不足は出てくると、そういう中にありまし

て、ここで削減したからそれを向こうへ持っていく

というようなことでなくて、総体的な歳入の不足を

そういった部分で補っていかないというような、あ

る面では自転車操業的な財政運営の現実の中で、必

ずしもそれらを他に向けるという、今の循環バスの

経費をやめたから他に向けるというようなことに

は、直接的にはなかなか難しいものがあるというこ

とで御理解いただきたいのと。 

 それともう１点は、１７年度予算も議員も見て御

理解いただけると思うわけでありますが、私といた

しましては、教育予算と福祉予算につきましては、

財政的に厳しい中ではありますけれども、今年度も

削減をすることなく増額させていただいておりま

す。これはいつまでも続けて対応するということは

難しいわけでありますが、最大限財政運用の中にお

いて、教育予算と福祉予算につきましては、最大限

の配慮をしていかなければならない分野であるとい

う、聖域なき構造改革と聖域なき財政改革というふ

うに言ってはおりますが、そういった部分について

は十分な配慮をしていかなければならないというふ

うに認識いたしておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 次に、自衛隊の市中パレードの件でありますが、

自衛隊５０周年記念事業ということで、私としては

この対応をしたわけでございます。 

 基本的に私は就任以来申し上げておりますのは、
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自衛隊を含めた三本柱、基幹産業の農業と、商工観

光業、そして自衛隊と、基地の町自衛隊と、この三

本柱で町はなっていると。この三本柱が調整のとれ

た発展ができるような町づくりを目指していくとい

うのが私の信念でございます。そういう観点からし

て、今回の自衛隊の市中パレードにつきましては、

５０年という一つの節目の中で、先ほど議員がおっ

しゃった、装備が２０３ミリ自走りゅう弾砲にし

ろ、９０式戦車にしろ、戦闘装備であるということ

でありますけれども、町民がその装備みずからもど

のようなものがあるのかということも十分知ってお

られる町民もいますし、全然わからない町民もいる

と。そういう中にありまして、あの市中パレードを

することによって、上富良野駐屯地には、ああ、こ

ういう装備があるのだなということを住民が理解し

ていただいたということもございますし、議員御発

言にありましたように、反対されている方々もいる

のだよと、私はよく理解しておるつもりでありま

す。一部にはそういう方々もいらっしゃるなという

ふうに思っておりますが、当日からきょうまで、来

年もやれという声は何度も聞きますが、何でやった

というおしかりの声はいまだ私の耳には入っていな

いということでございますので、ひとつこのことに

つきましては、私としてのこの三本柱の対応を含め

ながら町づくりの一つの基本であるという認識をい

たしておるわけでありまして、議員とは少し考え方

の違いがあるというふうには認識いたしております

が、私の意を御理解賜りたいなというふうに思うと

ころであります。 

 次に、自立の道筋につきましては、議員御発言に

ありましたように、いろいろな形の中でこれを取り

進めていくということは大変厳しいわけでありまし

て、それらの中にありまして、基本的には、さきの

議員からの御質問にもありましたように、町の将来

というものをどう見せるのだと。それにつきまして

はさっきも御説明させていただきましたように、総

合計画の中で位置づけした対応の中で町づくりを今

進めているわけです。その総合計画をもとにした中

で、議員皆さん方にも御呈示させていただいており

ます実施計画、３カ年間ローリングの実施計画で、

これからの３年先の町づくりにはこういうような形

で財政投資をして町づくりを進めてまいりますよと

いうことで、議員の皆さん方にも御説明申し上げて

おります、総合計画に基づきます総合計画の実施計

画、これらを重点とした中で町が進んでいるのだと

いうことは、議員の皆さん方は十分理解いただいて

いるものと思うわけでありますが、そういった部分

が住民の皆さん方に十分行き渡ってない部分がある

ということにつきましては、私自身も認識をいたし

ておりますので、これらにつきましては今行革の中

で、プロジェクトをつくって対応しております出前

まちづくり講座等々のいろいろな手法を講じなが

ら、住民の皆様方への説明責任を果たしていくよう

な対応をしていきたいというふうに思っております

ので、御理解をいただきたいと思います。 

 次に、最後の看板の設置でありますが、議員も御

理解いただいたように、これらにつきましては財政

支援をということでありますが、今のところは皆さ

ん方が自主的に対応いただいておるというようなこ

とから、町といたしましては財政支援という考え方

は現在の中では持ち合わせていないということで、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 米沢議員の学校行事のバ

スの利用に関する御質問にお答えをさせていただき

たいと思います。 

 本来的な教育課程に基づく教育活動であります総

合学習などの学習活動や学校行事、また体育活動に

対しましては当然でありますが、将来のある子供た

ちのために予算を確保するよう努めてまいりたいと

いうふうに考えております。また、同様に中体連も

教育課程に基づくものでありますので、運行が確保

されるよう努めてまいりたいというふうに思いま

す。 

 しかしながら、土曜、日曜開催の部活の中で、例

えば、○○商店杯争奪○○大会というようなものに

対しましては、一部今年度からバスの運行について

見直しをさせていただいているところでありますの

で、御理解を賜りたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々は、９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 育児サポートについて、少

子化という形の中で、一定の保育所に入所する方も

減るという、そこの動向を見計らってということで

ありますが、それでは困るわけで、今もう既に困っ

ている人がいるのだということの判断に立っておら

れるのだというふうに思いますが、そのことをきっ

ちりと認識いただいて、一年でも早くということな

のですが、そこはもう一度、そういう実態があるの

だと。そういう実態を、今求めている人があるのだ

ということを踏まえた答弁なのか、この点もう一度

確認しておきたいと思います。そのことを考えたと

きに、本当に早急な対応というのが求められている

というふうに思いますので、この点もう一度確認し

ておきます。 

 保育料の問題では、もう絶対これは何が何でも国

の基準に近づけるのだという話でありますが、しか

し、これは本当に余りにもひどい話で、このままい

けば、本当に給与の削減や税負担の増大という形の
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中で、本当に預けることさえできないという状況も

生まれかねないという事態になりかねません。そう

いう意味ではもう一度、私は国の基準に１００％近

づけるのではなくて、今行っている軽減策を、やは

り適用すべきではないかと思いますので、この点も

う一度お伺いいたします。 

 学校行事等の問題についてでありますが、確かに

部活等の何々杯というところでの出せないという問

題もあるのかもしれませんが、極力こういった部分

にもやはり配慮していただけばというふうに願って

います。口には出さないのですが、やっぱり今そう

やってバスだとか車だとか、出せる人はいいのです

けれども、出せない方もいるのですよね。あと部活

の中身によっては、保護者が率先して自家用車使っ

て出しているというところもありますけれども、そ

うでない部分もありますので、そういった部分も含

めて十分改善できる余地があるのではないかなと思

いますので、この点。 

 それと、あと自立の道ということなのですが、町

長は十分説明されてない部分もあるということでは

よく認識されているのだろうと思いますね。それな

らもっとわかりやすく、具体的な、何回も言いたく

ありませんが、町民がわかりやすく理解できるよう

な説明の仕方というのはあるのではないかと。今の

部分でいけば、行政から物を見てるから数字ばかり

並べてきて、いろいろなアクションプランだとか、

ハクションプランだとか、いろいろなちょっとよく

理解できない部分もあるのですが、やっぱりそうい

う行政用語がずらっと出てくるのですよ。そうする

とやっぱりわからないのですよ、町民の人にした

ら。やっぱりそういう問題等含めて、再三再四言い

ますが、地域産業をどうするのか、この不景気の中

で商工振興をどうするのかという一歩も二歩も踏み

込んだ提案をすべきなのだと思うのですよ。そこが

どうも町長の力不足な点ですよ。 

 あとはいろいろ住民の力、職員の力を発揮しても

らう、活用するということは言っているのですけれ

ども、枕詞で終わってないのかと言いたいわけです

ね、僕は。それが言葉だけで言葉が走って、実行す

るその具体策がないから住民がわからないわけだか

ら、この点もう一度、認識しているというのであれ

ば、そういった具体的な対策を示す必要があると思

いますので、この点もう一度示されるのかどうなの

か、お伺いしておきたいというふうに思います。 

 あと看板については、財政難ということでもあり

ますが、しかし、ぜひ設置していただきたいという

ふうに考えていますので、これもぜひ検討していた

だきたいというふうに思います。 

 あと自衛隊の問題については、確かにおわかりか

もしれませんが、やはりよく町長覚えていておきた

いのは、上富良野というのはそういう反対の声があ

るのですよ、底流に流れているのですよ。多くは

やっぱり自衛隊で組織されている町だから、なかな

か言い出せないという、こういう部分があるわけで

す、町長。そのことを考えたときに、しつこく言い

ますけれども、やはりその気持ちを察した行政の町

づくりというのは必要だと思います。申し入れのと

きにも、駐屯地内での空砲訓練すごいうるさかった

です。あれも中止しなさいということで言ってたの

だけれども、なかなかやめないのですよ。そういう

迷惑をかけておいて、平気でこの行進をするという

のですから、自衛隊のあり方というものもどうも問

題ではないかというふうに考えています。本当に自

衛隊の町も共存共栄だというのだったら、そういう

人たちの両方がいるということを配慮した町の進め

方というのを、もう一度要望すべきではないかと思

うし、当然この軍事パレードということの位置づけ

は否めませんので、この点町長、もう一度答弁を求

めます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） ９番米沢議員の再々質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、育児サポートの件でありますけれども、先

ほど申し上げましたのは、これからの町の未収容児

の推移を見きわめますと、だんだんだんだん少なく

なってくるわと、今の保育所の定数を十分に賄っ

て、それらの対応ができる状況になってくるわとい

うことでありますけれども、議員おっしゃるよう

に、今がそのオーバーフローで、その要望にこたえ

られない状況にあるのだと。ですから、早急にこれ

らの解消のために取り進めなければいけないという

認識に至っているということで、御理解いただきた

い。 

 それから、保育料の改正の問題でありますが、確

かにいろいろな面で十分わかるわけでありますけれ

ども、今、町の状況からいたしましても、やむを得

ない状況にあるということでありますし、この保育

料につきましては応益割の対応で、所得に応じた保

育料をちょうだいいたしているわけでありますか

ら、そういった対応の中でひとつ御理解をいただき

たいと。また、町として財政的な対応ができ得る状

況になるとするならば、こういった部分も含めなが

ら再検討する時期が来るかもしれませんけれども、

今、財政の立て直しをする段階におきましては、御

理解をいただきたいということであります。 

 また、自立の道につきましてのいろいろな面につ

いての説明責任につきましては、十分果たさなけれ

ばならないということは十分私自身も認識しており
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ますし、これらのことにつきましては、行政だけが

先行して対応するのではなくて、いろいろと住民の

皆さん方の考え等々もお聞きしながら進めていかな

ければならないというふうに十分認識いたしており

ますので、町民会議の皆さん方の御意見等々も承っ

たり、パブリックコメントで町民の皆さん方の意見

等々も承りながら、その対応を進めておるところで

ありまして、その町づくりの産業振興その他のこと

が、なかなか福祉もどうなっていくのかわからない

ということにつきましては、先ほども申し上げまし

たように、総合計画をもとにした中で議員の皆さん

方にも配付させていただいておりますように、農業

につきまして第５次の上富良野町農業振興計画とい

う５カ年間の計画を立てて、それに向かって取り進

めさせていただいておりますし、福祉等々につきま

しても、健康上富良野２１というのをつくって、こ

れらの計画に基づいた対応をさせていただいている

と、障害者対応につきましても、障害者計画等々の

中で、それぞれの総合計画に位置づけされた総体的

な基本に立った中で、それぞれの分野でその計画を

立てて取り進めさせていただいていると。それは議

員の皆さん方には説明させていただいておりますけ

れども、それらが一つ一つ町民の皆さん方に十分理

解されていないということにつきましては、議員の

御質問のとおりでありますので、これらにつきまし

ては、先ほども申し上げましたように、今後の協働

のまちづくり、住民と行政とが協働のまちづくりを

目指していく中にあるからこそ住民の皆さん方に十

分なその説明対応を図っていくように努めてまいり

たいというふうに思っております。 

 それから、看板の設置につきましては、先ほどお

答えさせていただきましたようなことでありますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

 また、自衛隊の関係の問題でありますけれども、

基本的に自衛隊と共存共栄を図っていくまちづくり

を、私はこれからも進めていきたいと。そして自衛

隊がいることによって、おっしゃるとおり、いろい

ろな面で地域住民に迷惑をかけておりますし、我々

は迷惑を受けておるわけでありますから、これらに

ついては、その迷惑に匹敵する国の保障を町として

は正々堂々と要望をし、要求をし、その迷惑に対応

する措置を町としては対処していかなければならな

いというふうに思っております。 

 ただ、今後も私は自衛隊との三本柱が調和のとれ

た町づくりを目指していきたいと思っておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 教育長、答弁。 

○教育長（中澤良隆君） 学校行事のバスの利用に

関する御質問にお答えをさせていただきます。 

 昨年の１０月の運行形態の見直しの柱の一つであ

りますが、目的外運行が非常に拡大してきたと。そ

れらの是正が課題でありました。そのようなことか

ら、バスの保有台数も１台減っているというような

状況から、先ほどの大会等への派遣につきまして

は、なかなか解消が難しいのかなというふうには考

えているところでありますが、本来的な教育活動に

つきましては、バスの運行を最大限確保したいとい

うふうに考えておりますので、御理解をいただきた

いと思います。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、９番米

沢義英君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、本日の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散会宣告 

○議長（中川一男君） 以上で、本日の日程は、全

部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

 明日の予定につき、事務局長から報告いたさせま

す。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 明６月２２日は、本定例会の２日目で、開会は午

前９時でございます。定刻までに御参集賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 以上であります。 

午後 ４時０１分 散会 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １８名） 

─────────────────── 

◎開 議 宣 告 

○議長（中川一男君） 出席まことに御苦労に存じ

ます。 

 ただいまの出席議員は、１８名であります。 

 これより、平成１７年第２回上富良野町議会定例

会第２日目を開会いたします。 

 直ちに、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付した

とおりであります。 

─────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中川一男君） 日程に入るに先立ち、議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） 御報告申し上げます。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長より、閉会中

の継続調査として、別紙のとおり申し出がございま

した。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 以上をもって、議会運営等

諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（中川一男君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

    １２番 金 子 益 三 君 

    １３番 村 上 和 子 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中川一男君） 日程第２ 昨日に引き続

き、町の一般行政について質問を行います。 

 初めに、１番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） 大変に暑さが厳しい中に

も、あたり一面緑に覆われ、観光シーズンが間近に

迫った感がいたします。そうした中で、町の美化に

ついて２点ほどお伺いいたします。 

 まず初めに、歩道沿いの街路樹及び花壇整備につ

いてでありますが、ことしは町の商工会の努力と思

われるが、メーンストリートはよく整備され、開花

時期にはすばらしい彩りを添えて美しい町並みとな

ることでしょう。しかしながら、他の通りは未整備

であり、街路樹の手入れは悪く、花壇は雑草が生い

茂り、観光の町としてふさわしくない状況下にあり

ます。町が率先して地域住民の皆さんに働きかけ、

お願いして早急に整備すべきであります。 

 あわせて、観光を柱の一つとする町として、その

他の町中の美化に努めるべきと考えるが、町長の所

信をお伺いいたしたいと思います。 

 ２点目に、パークゴルフ場の花壇整備について伺

いますが、ことしは予算の関係で整備されないと聞

いているが、パークゴルフ場は住民の健康向上と心

の憩いの場であり、住民間のコミュニケーションの

場として最も大切な施設であります。 

 また、全道各地から多くの愛好者が連日訪れ、上

富良野町の一つの顔となっておりますことは、町長

もよく御存じのことと思いますが、いかがですか。 

 さて、コース入り口の花壇は、昨年までは期間中

は美しい色とりどりの花が咲き乱れ、訪れる人々が

足をとめ、可憐な花々の美しさを賛美し心を和ませ

たところでありますが、ことしはいかがしたものか

と声が多く聞かれます。 

 以上の観点から、花壇は早急に整備すべきであ

り、また、観光の町としての責務であると考える

が、町長の所信をお伺いいたしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の、町の美化

に関する２点の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目の、街路樹や植樹升などの道路施設の

整備についてでありますが、主要道路である通称本

通りや、繁華街を走る銀座通りなどは、地域の活性

化も視野に入れた中で、地域住民の皆様方が積極的

に環境の美化、道づくりに取り組まれており、大変

喜ばしいことであります。 

 他の道路につきましても、道路環境、生活環境の

向上のため、そこに住んでいる地域の方々が自主的

に活用していただけるように、植樹升を設置してい

る路線が幾つかございます。 

 議員御指摘のとおり、これらの施設が整備されて

いない路線も多くありますが、現在のところ既設の

植樹升については、積極的な取り組みが行われてい

る地域に倣っていただき、それぞれの地域の方々が

自主的に活用をしていただけるよう、取り組みの広

がりを期待しているところであります。 

 また、町道の街路樹につきましては、道路管理者

である町が管理すべきものでありますので、適正な

管理に努めてまいりたいと思います。 

 次に、２点目のパークゴルフ場の花壇についての

御質問にお答えさせていただきます。 

 パークゴルフ愛好者からより親しまれるパークゴ

ルフ場は、このロケーションのよさやコース設定の

おもしろさ、そしてコース管理が行き届いているこ
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とに加え、樹木や花などが植栽され、環境が整備さ

れていることが人気を呼んでいる要素の一つである

と考えております。 

 この環境整備につきましては、パークゴルフ場を

所管する教育委員会において、昨年、マリーゴール

ドやサルビア等の花壇用の花を植栽し、環境美化の

向上に努めてまいりましたが、ことしは町のシンボ

ルである町花ラベンダーを植栽するよう計画してい

るとの報告を受けているところであります。 

○議長（中川一男君） 再質問ございますか。 

 １番清水茂雄君。 

○１番（清水茂雄君） ただいま、町長の答弁の中

で、まず１点目についてですが、地域の方々が自主

的にということでありますが、なかなかそうはいか

ないのかなと。それには、やはり町が率先して住民

の皆さんに働きかけてあれしなければならないので

はないかなと。やはり、地域に住んでいられる皆さ

ん方ばかりではなく、町自身がそうした点を踏まえ

て、観光の町にふさわしい美化に努めるべきだと、

そういうふうに考えますので、もう一度お願いした

いと思います。 

 また、その他の点について、町中の美化に努める

べきという質問もさせていただいておりますが、そ

の点について、まだはっきりしたお答えをいただい

ていない。当然、道路管理者である町が云々という

ような答弁の中にもありますけれども、町が管理し

ている、管理していないではなくて、やはりすべて

に対して町中の美化につきましては、町が率先して

行わなければならないと考えます。 

 次に、２点目のパークゴルフ場のコース入り口の

花壇ですが、たしかラベンダー植栽というふうにお

答えをいただきましたが、実は私、きのう行ってみ

ましたところが、既にラベンダーをおとつい植栽さ

れて、現在のところは青々としておりますけれど

も。 

 私は、たしかラベンダーは町花でもあり、すばら

しいと思います。だけれども一時的なものです、ラ

ベンダーというのは。やはり、センスの問題、

ちょっと失礼な言い方かもしれないけれども、期間

中に花を愛でるような形に、昨年までのような形に

していただきたいなというふうに思います。 

 その２点について、もう一度、明確な納得のでき

る御答弁をいただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １番清水議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

 清水議員の御理解をいただけるような明確なお答

えができるかわかりませんけれども、私の考えをお

答えさせていただきたいと思います。 

 道路周辺の植樹升等々の管理につきましては、こ

れは町といたしましても御意見をいただきましたよ

うに、町の対応として、地域の皆さん方にその維持

管理についてのお願いをしていくことが必要である

というふうに思っております。 

 それぞれの地域にありましては、老人クラブ、お

年寄りの皆さん方に定期的に管理をしていただいて

いる地域もございますし、自分の家の前の庭、それ

ぞれ個々の家庭の皆さん方が維持管理をしていただ

いているところもございます。 

 先ほどお答えさせていただきましたように、大通

りだとか銀座通り等々は、それぞれの地域の皆さん

方が対応しているというところもございます。そう

いうようなこともある中で、個々の住宅界隈におき

まして、私自身も草がぼうぼうと生えているところ

を散見いたしておりますが、これらについても地域

の皆さん方の協力をいただいて対応できるように努

めてまいりたいというふうに思っております。 

 その他、町の中の美化についてということであり

ますが、全面的に議員の御意見にありますように、

観光の町としてふさわしいそれぞれの対応を図って

いかなければならないと。しかし、これらを行政が

中心になって対応できる部分と、地域の皆さん方が

それぞれに対応をしていただける部分と、そういう

ような部分を精査しながら、今後も取り進めさせて

いただきたいというふうに思っております。 

 また、パークゴルフ場の花壇の問題であります

が、議員の御意見ではラベンダーはだめだと、一時

的なものだという御意見でありますけれども、私と

いたしましては、ラベンダーは町花でもあり、地域

の皆さん方に対応をするというようなことからする

と、ラベンダーということも拒否するものではない

というふうに思っておりますし、基本的に私といた

しましては、財政的に厳しい中にありまして、一年

草を何度も何度も植えかえる財政的な負担と、それ

からもう一つは、多年草を植栽することによって、

経費の財政的な部分の負担も少なく済むというよう

なことも含めながら、かといって美化を損なわない

ような対応の中でラベンダーの植栽が進められたと

いうふうに認識いたしておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 再々質問ございますか。 

○１番（清水茂雄君） ありません。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１番清

水茂雄君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、さきに通告をいた

しました２項目、１１点について一般質問を行いた
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いと思います。 

 まず、１項目目、上富良野町地域防災計画と、そ

れに基づく自主防災組織についてお尋ねを申し上げ

たいと思います。 

 上富良野町は、活火山十勝岳と共生し、大正１５

年の十勝岳爆発災害から本年は８０周年、昭和３７

年の噴火、幾多の水害・火災を経験してきました。 

 上富良野町防災計画書が、昭和６１年３月３１日

の発行から１９年ぶりに全面改定され、平成１７年

３月３１日に発行されました。 

 阪神淡路大震災、新潟県中越地震、福岡県玄界灘

地震等が突然発生し、その尊い経験から、防災計画

に基づく諸対策が急を要すると判断されます。 

 したがって、昭和６１年版の地域防災計画と、平

成１７年版の地域防災計画について、お伺いをいた

します。 

 まず１点目は、防災計画が１９年ぶりに全面改定

されたが、１７年度防災計画上の重要点は何であっ

たのか。 

 ２点目は、国土交通省北海道開発局旭川開発建設

部が、平成１５年１１月に実施した十勝岳防災ハ

ザードマップに関するアンケート調査の結果につい

て、配布数、回答数と各設問ごとの集計状況をお尋

ねいたします。 

 また、そのアンケート結果が、今回改訂の地域防

災計画の作成にどのように生かされているのかを、

あわせて答弁を求めます。 

 ３点目は、昭和６１年版の地域防災計画は、今回

の全面改訂までの加除訂正は何回実施されたか。

（文書の差しかえ、一部文書訂正等に分けて） 

 ４点目、昭和６１年版による地域防災計画に基づ

く次の実施状況について明らかにしていただきたい

と思います。 

 まず一つは、住民組織の活用状況はどうであった

か。二つ目は、食糧、給水容器等の備蓄状況はどう

であったか。３番目は、衣料、生活必需品対策はど

のようになされていたか。 

 次に、５点目、苦い経験をされた被災者の皆様

は、自分たちの地域は自分たちで守るとの観点で、

早くから自主防災組織の立ち上げと防災訓練を実施

していればとの反省がされています。活火山十勝岳

を抱き、十勝岳爆発、地震、水害、火災等を念頭に

入れて、自主防災組織の組織化について町長の所見

を求めます。 

 次に、２項目め、防犯・交通安全対策に地域の自

主組織化の促進について。 

 全国的に児童生徒や弱者が被害となる事件が多発

をしております。幼稚園、保育所、学校は、防犯と

交通安全対策を行うとともに、児童生徒及び父母へ

の啓蒙に努められております。 

 また、青少年健全育成協議会も、児童生徒の安

心・安全と健全育成に、それぞれの立場で推進され

ている。住民が自分の住む地域の安全・安心を確保

するという立場で、道内や全国各地で自主組織が急

増しております。 

 町内では、旭新あずま会が自主防犯組織、ＳＳ

（地域安全）パトロール隊を結成され活動が進めら

れております。警察署や道警も、自主防犯活動を支

援する地域安全・安心ステーションのモデル事業を

展開しております。当町も、自主的な地域安全・安

心活動の組織化促進について、町長の見解を伺いた

いと思います。 

 １点目は、当町の安全・安心対策の取り組み状況

について、お尋ねをいたします。 

 ２点目は、町内の自主的な地域安全・安心組織の

状況について、どうなっているかお尋ねをいたしま

す。 

 ３点目は、町内の各種団体と、町が協力しての施

策状況についてお尋ねをします。 

 それから、４点目は、現在、交通安全関係団体と

防犯関係団体との統合の動きがありますが、町全体

での統合組織とともに、地域に自主的な安全・安心

活動をする組織化の促進を進めるべきと考えるが、

その具体的な対策を求めます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の２項目の

御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１項目めの地域防災計画と、それに基づく

自主防災組織につきましての、５点の質問にお答え

させていただきます。 

 １点目の、１７年度版防災計画作成上の重要点は

何かとの御質問でありますが、従前の防災計画では

防災関係機関の防災対策を重点にしておりました

が、改定をいたしました防災計画におきましては、

防災対策を行う上で、防災関係機関はもとより、町

民の責務、または町内各事業所の責務を明らかにし

て、全町を挙げて防災に取り組もうとしたところで

あります。 

 また、計画の中におきましては、風水害等対策、

震災対策、火山災害対策に分けました中で、それぞ

れに災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計

画等の対策をまとめたところであります。 

 ２点目の、旭川開発建設部が平成１５年１１月に

実施いたしました、十勝岳防災ハザードマップに関

するアンケート調査の結果についてでありますが、

配布の数は１,５００件でありまして、回答は７１

７件であります。また、設問ごとの集計につきまし
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ては、中村議員のお手元にお届けいたしましたとお

りであります。 

 また、アンケートの結果を、改訂した地域防災計

画にどのように生かされたかとのお尋ねであります

が、このアンケートにつきましては、国土交通省に

おける政策評価の中で行われたものでありまして、

調査結果につきましては、このたびの質問に対応す

るため、旭川開発建設部から提起を受けておりま

す。したがって、改訂いたしました地域防災計画に

は直接反映しておりません。 

 ３点目の、６１年版地域防災計画の加除について

でありますが、一部分の文書の差しかえを１回して

おります。 

 ４点目の、６１年版地域防災計画の実施状況につ

きましての１番目、住民組織の活用でありますが、

町内の住民会を自主防災組織に位置づけをしまし

て、地域における役割を担っていただくこととして

いますが、昭和６３年の十勝岳噴火の際におきまし

ては、この自主防災組織を通じまして防災対策活動

を行ったところであります。 

 その後、十勝岳噴火の危険も遠のきまして、その

活動も休止状態になっておりますが、毎年行います

十勝岳噴火総合防災訓練につきましては、自主防災

組織であります住民会を通じまして、防災訓練への

参加の周知をしているところでございます。 

 ２番目の、食料、給水容器の備蓄でありますが、

非常用食料の缶詰につきましては、この計画にあり

ます数を上回る２,０００個前後の数を備蓄してお

りました。 

 今回、改訂をいたしました地域防災計画のとお

り、食料の確保は食料供給業者から即時に調達がで

きる状況にありますことから、平成１５年度以降は

備蓄缶詰の購入はしておりません。 

 また、給水容器につきましては、６１年の計画の

策定当時に計画数を保有しておりましたが、現在は

ポリ容器２０リットル８１個、給水タンク５００

リットル１個、３００リットル１個を保有している

ところであります。 

 ３番目の、衣料、生活必需品につきましては、計

画におきましては、被害状況において急場をしのぐ

程度の給付、または対応をするとしておりますが、

実際にはこれらの物資の用意はしていない状況にあ

ります。 

 ５点目の、各種災害を念頭に入れた自主防災組織

の組織化についてでありますが、平成１７年の地域

防災計画におきましては、策定の重要点の質問にも

お答えいたしましたとおり、町民の方々及び各事業

所につきましての基本的な責務を定めましたとお

り、普段から災害時におきます備えをしておくこと

が重要と考えております。 

 自主防災組織は、旭野、東中を除く住民会に結成

されておりますが、その実践的な活動となります

と、低調な状況にありまして、町の防災訓練にあわ

せて自主的に活動されるように要請しているところ

であります。 

 新しい防災計画の中の防災ビジョンにもあります

とおり、災害に強いまちづくり、町民の防災力のレ

ベルアップ、災害に備えた仕組みづくりを町の防災

対策の指針としておりますので、これに沿いまして

町民の方々の一層の防災意識の向上を図るよう努め

てまいります。 

 次に、上富良野町の防犯・交通安全対策について

の御質問でありますが、全町民をもって組織する防

犯協会、交通安全協会によりまして、犯罪のない明

るい住みよいまちづくりの実現に向け、地域ぐるみ

で取り組んでいただいているところであります。 

 １番目の、当町の安全・安心対策のうち、防犯対

策でありますが、近年、全国的に発生しております

振り込め詐欺、架空請求等については、上富良野町

とて例外ではなく、数件の発生が確認されておりま

す。 

 また、通学児童をねらった不審者が多発し、地域

の安全を脅かす事態も発生しました。これら犯罪の

未然防止のため、啓発活動による自己防衛意識の向

上、地域安全活動推進委員を中心とした防犯パト

ロールなどを実施しております。 

 また、交通安全対策といたしましては、交通安全

は家庭からを基本に、地域の核となる家庭からの、

地域、学校、職場等への交通安全意識の一層の浸透

を第一目標としており、実践活動として交通安全協

会によります交通安全キャンペーンの実施、交通安

全教室開催、女性部を中心とした活動、小学生によ

る防災無線を通じた、交通安全呼びかけ放送など悲

惨な交通死亡事故のない安全な町、上富良野の実現

に向け取り組みを進めているところであります。 

 ２番目の、町内の自主的な地域安全・安心組織の

状況についてでありますが、町内では、現在、旭住

民会と旭新あずま会、さらに栄町住民会と地域安全

活動推進委員がそれぞれ連携し、二つの自主防犯組

織を立ち上げ、地域から犯罪を出さない、また、未

然に防ぐことを目的に安全巡視活動をスタートして

おります。このように、地域の方々が連携・連帯し

て、みずからの地域の安全を守ることで自主活動を

し率先垂範されていることは、大変うれしく思って

いるところであります。 

 町におきましても、腕章の交付、車に張るステッ

カーの貸与などの支援をしており、今後におきまし

ても、他の地域での自主防犯組織が立ち上がるよう
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に、一層の推進を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 ３番目の、町内の各種団体と町が協力した施策状

況についてでありますが、１番目の質問と重複しま

すが、特に警察の協力を得ながら、各老人クラブ、

幼稚園、保育所、各小中学校における教室、公園な

ど、幼児から高齢者までそれぞれの年齢、施設に応

じたルール、マナーの修得等、向上を目指している

ところであります。 

 ４番目の、交通安全関係団体と防犯関係団体の統

合についてでありますが、この両組織につきまして

は、それぞれが地域生活の安全のため活動いただい

ており、交通安全関係団体として２団体、防犯関係

団体として２団体、計４団体がありまして、その各

団体には実動組織として５つの下部組織があるとこ

ろであります。 

 また、町の付属機関として、上富良野町交通安全

条例に基づく交通安全対策協議会、上富良野町青少

年問題協議会設置条例に基づく青少年問題協議会が

あり、いずれも地域生活の安全確保、健全化という

大前提のもとに活動している状況にあります。これ

らを統合することにより、地域の情報・実情を共有

化でき、より有効な活動が期待できるものと思って

おります。 

 これらの統合につきましては、今年２月から各団

体と協議を重ね理解を得まして、本年４月の総会に

おきましても承認をいただき、本年９月をめどに条

例等の整備を図り、１２月議会に提案いたし、平成

１８年４月１日よりスタートできるよう考えており

ますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中川一男君） 再質問がございましたら。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 再質問をさせていただき

たいと思います。 

 まず１点目の、１９年ぶりに全面改訂ということ

でございましたが、この計画に基づく実施の町長の

決意というものをお伺いをいたしたいと思います。 

 確かにこの１７年の防災計画の中では、総論、そ

れから災害予防計画、災害応急対策計画、それから

災害普及計画と、そしてまた資料というようなこと

で分かれていて、それぞれの災害の分野のことに分

類をされていて、非常にわかりやすいというような

判断をしております。 

 したがって、後ほどまた言いますけれども、６１

年版の実施状況を踏まえて、この１９年ぶりになっ

た１７年度版に対する町長の実施上の決意につい

て、まず１点をお伺いしたいと思います。 

 それから、次に、今回の上富良野町防災計画の発

行とともに、職員の災害初動マニュアルというのが

一緒に出されました。その中に、対策チェックリス

トということがありまして、恐らくどなたでもその

セクションに行けば、この業務はこうやれるのだと

というような、そのリストが的確につくられている

ということで、非常にわかりやすくできているなと

いうことで判断をしています。 

 しかし、問題は、これらの職員周知が、すぐ職員

がそれぞれ初動マニュアルどおり進める、それから

それ以上にレベルを上げるということも含めて、職

員周知、それから協議というものをどのように進め

ていくかということで、２点目。 

 それから、次に、１７年度版が今後、訂正箇所等

が出た場合に、どのような差しかえ、訂正等が、本

自体はもう完全にのりづけになっていますからでき

ないので、前の防災計画書ではこうふうになって差

しかえができるようになっているけれども、そうい

う関係で、どのような方法でやられるかということ

でお尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、２点目の、国土交通省のアンケートの関係

です。 

 これは、調査主体が国土交通省北海道開発局旭川

開発建設部、調査協力は北海道旭川土木現業所と上

富良野町、調査委託は財団法人砂防地すべり技術セ

ンターということになっておりました。 

 これによりますと、現在公表されている上富良野

町防災計画緊急避難図について、皆様の認識や活用

の度合いを掌握し、今後の噴火対策全般について基

礎的な資料とすることを目的とするということに

なっております。 

 これは、１５年の１１月２５日の締め切りです。

したがって、我々の議会の控え室に、平成１６年１

月の段階で上富良野町地域防災計画書が作成され

て、これは北海道上川支庁を経由と協議の上、さら

に修正作業を得た後に承認を受ける予定ですという

ことで承認を受けて、本年の３月３１日付で上富良

野町地域防災計画書が発行されたというふうに私は

判断しています。 

 同じように、上富良野町もこの調査にかかわって

いるということでございますから、私の質問通告を

受けてから旭川開発建設部に資料の提供を求めると

いうのは、本来的にはもう１５年の１１月、いろい

ろな集約等の関係からいっても、１７年度のこの３

月３１日に発行するものに反映するという期間が、

僕はあったように思うのです。 

 ですから、せっかくアンケート調査をしながら、

これに対する調査の結果の集計等を、私が一般質問

を出したからということではなくて、町が本来的に

自主的にどうなっているのだと、その分析に基づい

てまた今後の対策というのが、私は本来、計画書に
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載って当然だろうと思うのですが、その点、なぜ情

報の入手に努めてこれの反映にできなかったのかと

いうことで、ひとつお聞きしたいと思います。 

 それから、このハザードマップの関係で、例えば

問いの１３の中に、あなたは平常時や緊急時の十勝

岳の活動状況について、どのような方法で情報を得

るのが望ましいと思いますかと。１番目は、防災行

政無線、これが５９０、２番目がテレビ、５４１、

それから３番目がラジオ、３０３というような状況

になっております。 

 したがって、先般、新聞報道で見ると、札幌市が

この防災上の情報提供ということで、地域ＦＭ放

送、札幌の場合、ラジオカロス札幌、さっぽろ村ラ

ジオ、三角山放送局、ＦＭアップルということで

やっております。 

 したがって、この近郊では、ラジオふらのが昨年

の１１月から放送を開始しております。その関係で

ここと一応情報提供、言うなれば、地震が起きた

ら、例えば無線塔が倒れたとか、もしくは自宅から

逃げたとか、いろいろなことが想定をされます。そ

うすると、よく防災の何々という中でラジオという

のも入っておりますので、そういうことも一つは視

野に入れた形で、特に地域密着型の情報発信という

ことでラジオふらのもやっておりますので、これら

の提携についても考えていってはどうかという問

題。 

 それから、次に、ハザードマップの今後の発行予

定です。 

 平成４年、平成１１年、平成１３年に配布をされ

ております。それから、防災上のいろいろな対策が

施されたり、それから、道路の関係だとか河川の関

係、いろいろな状況変化もあるだろうと思います

し、住宅・建物の建設等もあろうかと思いますが、

今後の発行予定についてお伺いをいたしたいと思い

ます。 

 それで、このハザードマップに関するものの中

で、問いの１２、上富良野町防災計画緊急避難図に

ついて、今後、作成するとしたらどのような形態の

マップが欲しいと思いますかということで、複数回

答もよろしいということの中に、１番目が、手帳の

ような緊急時に持ち出しできるもの、これが４５０

件、それから、冊子やパンフレットなどより詳細な

情報が見られるもので３１３件、火災・火山現象地

区別、自分の必要な情報を選択できるもの、２４５

というような、こういうような皆さん方のアンケー

トの中で出ておりますので、そういうことも参考に

しながら、ぜひ発行の段階では考慮をしていただき

たいというところでございます。 

 それから、次に３点目の、６１年版の地域防災計

画の加除訂正の関係です。 

 私は、この赤い本、これを見た段階では、６１年

３月に発行されて１９年間、上富良野町地域防災計

画の加除訂正は１回のみと、今、町長の答弁でござ

いました。 

 その１回は、６１年３月に発行された２年後の昭

和６３年７月２０日なのです。このときは、町長の

答弁では一部分の文書の差しかえということでござ

いますけれども、私がこの赤いやつの中に訂正１回

目というのを全部計算しましたら、目次が４枚、本

分が６１枚あるのですね。それから、それ以降、人

の名前、役所の名前、いろいろなものが、まるっき

り亡くなっている人もいれば変更になっているとこ

ろも、非常にこの内容というものは全く、６３年以

降だから１７年間、恐らく役場の本庁舎の本部の中

ではそういうことがされていたと思いますけれど

も、やはり我々が目に触れるものについて、全然そ

ういうことがなされていないということなので、そ

のされなかった理由というものを明らかにしていた

だきたいと思います。 

 それから、もう１点、例えば一番大事な上富良野

町災害対策本部組織図というのが３ページにわたっ

てあるのですけれども、この中に数多くの訂正、抹

消箇所があります。今では課の変更等があったか

ら、なお当然そうだとろうと、課、係、本来的にこ

れが中核にならなければならないものがこんな形で

いいのかということで、私今回の地域防災計画書を

見て驚いたわけです。 

 そういうことで、この全面訂正に至るまでの加除

訂正の中でこのような感じをいたしましたので、こ

の点もまた御答弁をお願いいたしたいと思います。 

 それから、４点目の、昭和６１年版にある地域防

災計画に基づく次の実施状況ということでございま

す。 

 この一つで、十分組織の活用ということでござい

ますけれども、町内の住民会を自主防災組織に位置

づけてきておりますということでございました。現

実にこの６１年版の本の中で、住民組織の活用とい

うところで、住民組織の名称及び所在地、住民会、

農事組合、地域婦人会、住民会婦人会というような

ことの中に、上富良野町青年会議だとか、上富良野

町体育協会、文化連盟、それぞれありますけれど

も、現実にはない団体もあります。 

 それから、２番目に、自主防災組織の名称及び所

在地ということで、これは宮町住民会、本町住民会

から始まって富原住民会、この自主防災組織の名称

及び所在地の中では１４の住民会しか掲載をされて

いないのです。現在、上富良野には２５の住民会が

あると思いますけれども。 
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 それから、もう一つ、住民に対する伝達方法とい

うことで、災害情報等を住民に伝達する場合、広報

車及び防災無線等により周知徹底するとともに、同

時に地区情報連絡委員にも行うものとすると。その

中で、地区情報連絡委員ということで、清富住民会

から栄町住民会まで２１住民会、この中に旭住民

会、東明、大町、丘町、泉町、西町、これらが全然

抜けているのですよ。ですから、基本的にこの地域

防災計画書でやらなければならないことが、今、町

長の言う住民会を自主防災組織に位置づけて、単に

それは役場が位置づけただけで、住民会サイドも全

然知らない。 

 現実に、私は何人かの住民会長、それから同僚議

員の住民会長さんもいらっしゃいます。そういうよ

うな位置づけをされたという認識は、町からは受け

ていない。恐らく、一朝有事の場合はこういうルー

トで行くかもしれないけれども、そういう情報伝達

連絡委員なんていう形で当然やる形にはなると思う

けれども、何か一方的に文書の中でされているので

はないかと。こんな形で十勝岳を抱える上富良野町

の防災対策としては、余りにもお粗末ではないかと

いうのが、私、今回調べてみて非常に驚いたわけで

す。 

 それで、ちなみに、住民会組織の中の各住民会の

規約と、それから役員等がどうなっているか調べて

みました。そうすると、規約の中では、防火・防

犯、それから環境というようなことで、言うなれ

ば、やる事業、目的の中に大半の住民会の規約には

入っております。 

 それから、役員の中では、防火・防犯係、それか

ら地域安全というところもありますけれども、最近

は町の方の指導もあってか、地域安全推進委員とい

うようなことで大体統一をされております。しか

し、その方と、町内会、住民会のつながりというの

は非常に希薄なのです。ですから、これも今後１７

年度版の中でどうしていくかということが大きな課

題だろうと思いますけれども、この住民組織の活用

というのは、きれいごとの言葉では表現されていま

すけれども、実態はこうなのだと。これに対する町

長の判断をいただきたいと思います。 

 それから、次に２点目の食料、給水容器等の備蓄

状況であります。 

 非常用食料、缶詰が２,０００個前後ということ

ですけれども、６１年版では非常用食料、缶詰が

１,０００食分、これは３年間保存が可能な缶詰と

いうことになっておりますけれども、現在はそうい

うことで十分食料供給業者から即時に調達ができる

状況ということでも理解はできるのですけれども、

ただ、ライフライン、道路だとかいろいろなものが

切断された場合はどうなるのか。たまたま上富良野

町には自衛隊駐屯地があるということで、一朝有事

の際にはそういう体制になっているということは心

強いのですけれども、例えばこの６１年防災計画の

仕出し、麺類のところでは、布施製麺だとか、

ニュートキワ会館だとか、もうないようなものも

載っている。それから、米穀業者では及川精米所だ

とか、その他何カ所かないところも載っているので

す。ですから、ちょっとチェックをしただけで、い

かに現行維持がこの１７年間なされていなかったか

ということを感じております。 

 それから、給水容器の関係は、備蓄の計画がポリ

缶２０リットル入り１００個、これが現在８１個、

それから給水タンク１,０００リットル入りが１

個、これが今ゼロ、それから５００リットル入り２

個が現在１個、３００リットル入り１個が現在１個

ということで、ある面でこの６１年の作成時と違っ

て、いろいろなものが容易に入るという状況等もあ

ろうかなと思いますけれども、これらについても今

度の１７年度版を見ますと、あくまで備蓄はしない

ですぐ調達できる範囲ということで考えているよう

でございますけれども、それはまた別な角度で質問

をしたいと思います。 

 それから、３点目の衣料、生活必需品対策、この

中で町長は日常生活に必要な衣料、生活必需品な

ど、失ったものに対し被害状況や世帯構成人員にお

いて一時的に急場をしのぐ程度の衣料、生活必需品

の給与または貸与するものとするということになっ

ていますけれども、特に毛布などいろいろなものの

備蓄の状況についてはないということでございま

す。 

 ただ、これについても、ある面で広域圏でやる

か、旭川市で大分大きな防災対策の施設をつくると

いうことでございますので、今後も引き続いてやろ

うかと思いますけれども、現状としてはそういうこ

とだということでは理解をいたしたいと思います。 

 それから、５点目の自主防災組織の組織化の関係

です。 

 まず、１点は、自主防災組織は、旭野、東中を除

く住民会に結成されているということになっていま

すけれども、この地域防災計画の６１年版では、１

４住民会しかないということでございます。 

 私は、この自主防災組織も、上富良野町は十勝岳

の爆発で苦い経験なり、水害なりがあったので、そ

ういうものの積み重ねが１７年度版に十分反映させ

ていくということではないかなと思います。 

 そういうことで、終わったことだからということ

ではなくて、６１年版のこの地域防災計画書から実

施された状況を、現在までの３月以前の状況を、町
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長はどう判断しているかということで、まず１点お

尋ねをします。 

 それから、次に、１７年度版では、地域防災計画

に基づく自主防災組織化ということで、大きく掲示

をされております。それで、これに対する取り組み

の町長の決意というのを、２点目にお伺いをいたし

たいと思います。 

 それから、３点目には、本年１月３１日の道新

に、地域住民の防災力の強化に２００５年度から本

格的に取り組むということで、道の方針が出されて

おります。そのことが報道されております。 

 基本的には、災害で頼りになるのは御近所同士の

助け合いだと。道内では、住民同士でつくる自主防

災組織の組織率が全国平均を大幅に下回っていま

す。道は、道職員の出張講義で、防災組織の結成を

促す考えでありますということで、災害対策基本法

で自主防災組織の設置を、市町村の責務ということ

で決められております。したがって、この１７年度

版にもはっきり載せてあるということでございます

けれども、一応、自主防災組織化促進モデル事業と

いうことで、組織のない３地区を選び、道職員が

一、二カ月おきに町内関係者に自主防災組織の重要

性や班編制、役割分担など具体的な結成方法を１年

かけて講義をするということで、道も積極的に取り

組むということになっております。 

 それで、大災害では行政の力には限界があり、御

近所さんの助けが必要と。特に今回の、神戸、新

潟、九州の地震からいくと、上富良野町もそうなの

ですけれども、上部組織は他の省庁等も含めてでき

ているのですけれども、末端の町内会、住民会の中

では具体的にできていないというのが実態でありま

す。 

 したがって、私は、道のモデル事業の中に繰り入

れてもらうか、もしなければこういうところから資

料をいただいて、上富良野町として独自に、基本的

には町内会という形が一番いいということで道も判

断をしておりますので、そういうようなモデル的な

ことを具体的にやられるかどうかというのも、とり

あえずやるべきだと判断をしておりますので、この

点についてお伺いをいたしたいと思います。 

 それから、次に、２点目の……。 

○議長（中川一男君） 中村議員、ちょっと暫時休

憩をかけます。 

────────────────── 

午前 ９時５４分 休憩 

午前 ９時５６分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 先ほど、中村議員の質問の

中で、アンケートの結果です。配布数、回答数を述

べよと。配布数は１,５００、回答が１１７です。

しかし、アンケートの結果の中で、各設問ごとの集

計状況をお尋ねしたいということですが、この答弁

の中では、中村議員のお手元に届けたとおりであり

ますということになっておりますが、私たちは答え

を聞いておりませんので、総務課長、即書類を出し

ていただきたい。中村議員に渡したような共通認識

を持たなければなりませんので、書類集計をすぐ出

してください。 

 今すぐ、即共通認識を持ちたいと思いますので、

今後このようなことがないようにお願いします。あ

くまでも一般質問ですから、すべての人間が私ども

わからなければいけないと、こういうミスのないよ

うにお願いをしたい。厳重に注意いたします。今す

ぐにやってください。 

 では、次は総務に関係ありませんので、中村議

員、お願いします。続けてください。 

○１１番（中村有秀君） ２点目の関係、防犯・交

通安全対策の地域での自主組織機関の促進というこ

とでございます。 

 旭町、それから栄町等でできているということ

で、非常にこの青少年健全育成会の皆さん方のお話

を聞いても、それから学校側の意見、それからその

沿道にある、通学する父兄の皆さん方の御意見を聞

いても、非常にやはり助かるというようなことが出

されております。 

 したがって、私は、これらの関係の、例えばのぼ

りを立てるだとか、いろいろな形の方法で、そうい

うことの抑制力になるのではないかというような気

がいたします。 

 したがって、これらについて、地域的に自主組織

ということで積極的にやっていただきたいというの

と、それからもう一つは、北海道警察もこれらにつ

いては積極的に進めるということでやっておりま

す。したがって、地域安全・安心ステーションとい

うようなことで、モデル事業ということで展開をし

ております。したがって、そういう経験を踏みなが

ら、上富良野町としてこれらの関係の実質的な進化

ということで、積極的に取り組んでいただきたいと

思います。 

 それから、次に、２点目の町内自治安全・安心の

組織状況ということでは、これはこういうことで理

解できます。したがって、例えば地域１１０番だと

かということで、車の中にステッカーをつけるとい

うような地域もありましょうし、それから扇山小学

校のように、父兄の皆さん方が扇山小学校の校下の

中でという運動も起こしているところもありますの

で、組織状況については、とりあえずこういうこと

だということは理解をしたいと思います。 
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 それから、町内の各種団体と町が協力しての実施

状況ということですけれども、これはこれなりにア

ピールする形があると思いますので、なおこれらの

内容の密の濃い形を進めていただきたいと思いま

す。 

 次に、４番目の交通安全関係団体、防犯関係団体

の統合の動きがあるということでございますけれど

も、一応明年の４月１日がスタートということでご

ざいます。したがって、全町的な上のものはできた

けれども、住民会の中で、それからもう一つは町内

会の中で、こういうような形のものを主組織として

つくっていかなければならないのではないかと。 

 例えば、今、地域安全活動推進員の活動の範囲

は、どちらかというと町が要請をするから町の中で

やるということで、地域の中での活動というのは非

常に希薄だし、それからその町内の認識も非常にな

いということなので、そういう点では何とか今度の

統合する段階で、統合されてすぐというわけにはい

かないと思いますけれども、それに連動した形で町

内会の中でつくっていくということをやっていただ

きたいと思います。 

 北海道では、自主防災組織の組織化を上げるとい

うことですけれども、どちらかというと町内会の役

員が兼務しているというケースが非常に多いという

ことでございます。しかし、現実に、今、自主組織

が１４ありますよといっていても、それぞれの住民

会は認識はしていないわけだから、ですからそうい

う点では町内会単位でこういう組織を立ち上げてい

く時期に来ているのかと。そうすると、やはりそれ

は、町内会が自主的に考えてくださいということは

前提にはあるけれども、町がやはり啓蒙・指導をす

るということにあって、できるだけ立ち上げを２年

以内ぐらいにでもやっていくというようなことを、

ぜひやっていただきたいと思います。 

 以上、再質問を終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 まず、第１点目の地域防災計画の想定的な観点か

らの、新たに改訂された防災計画に対する町長の決

意を聞きたいということでありますが、中村議員の

方から、昭和６１年に策定いたしました旧防災計画

につきましての実践状況につきまして、るる細部御

質問がございました。このことにつきましては、６

１年作成の防災計画は、御案内のとおり、十勝岳噴

火のみを前提とした災害の対応であったというよう

なこともありまして、十勝岳の防災訓練等々のため

の防災計画的な部分もございまして、その対応の中

ではいろいろな面で、職員の怠慢と申しますか、対

処の仕方の悪かった部分が全体的に数あったと。い

ろいろな面の差しかえ等々がなされていなかったと

いうような部分も多々あるわけでありまして、これ

らの部分につきましては、まことに申し訳なく心か

らおわびを申し上げるところであります。 

 今後、そのようなことのないような体制で、新た

な防災計画にのっとった綿密な対応を図らせるよう

に指導していきたいというふうに思っております。 

 さて、その改訂版についての決意でありますけれ

ども、基本的には先ほど申し上げましたように、十

勝岳噴火災害のみの防災計画であったのが、北海道

の指導等々を受けながら、地震あるいは風水害、台

風等々の全般的な災害に対する防災計画に変わった

ということで、新たな形の中で取り進めさせていた

だくと、防災推進を図っていくということに相なっ

て、それらの中にありましては、先ほど議員からも

お話がありました、職員の災害初動マニュアル等々

の職員の行動マニュアルも細かくつくり上げてきた

ところであります。 

 今までの６１年に策定されました防災計画に載っ

ております対応につきましては、主体的には何で

あったかといったら、今まで防災訓練等々でも何度

も申し上げてきているところでありますが、本部機

能、本部がどのような対応をとって、そして連携す

る、自衛隊だとか、警察だとか、各機関との連絡調

整、情報の共有化、そういったものをどうやってや

るかということを中心とした防災訓練を重ねてまい

りました。しかし、これからの新たな防災計画で

は、そういった部分と、もう一つ大切なのは、議員

何度も御質問の中で御指摘いただきました地域の自

主防災組織の結成、これは当然にして重要な課題で

ありまして、これからの防災訓練の中では、これら

を重点的に取り込んだ訓練を進めていきたいなとい

うふうに思っているところでありますが、現在もそ

れぞれの地域にあるわけでありますけれども、十勝

岳噴火ということを前提としたがゆえに、ハザード

マップの危険地域の住民会長さんを中心とした中で

の、地域の皆さん方だけの対応であったという部分

がございます。 

 これからは、台風だとか、水害だとか、地震だと

かということも含めていく中にありましては、全地

域が網羅された中での対応をしなければならないと

いうふうに思っておりますし、職員の行動につきま

しても、これからの新たな分野の中で、従前の計画

とは違って新たな計画の中では、職員に対する訓練

も必要であるなというふうに思っておりますので、

それらを今回の改正版の計画どおりの対応ができ得

るように、常に今後十分見きわめていかなければな

らない。また、訓練、あるいは指導をしていかなけ
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ればならないなというふうに思っているところであ

ります。 

 次の、６１年版の改正の差しかえ等々につきまし

ては、細部につきましては総務課長の方からお答え

させていただきますのと、国土交通省のアンケート

の対応、これにつきましても議員のところにのみ配

付し、全議員の皆さん方の方には配付されていな

かったということで議長の御指摘を受けましたが、

まことに申し訳なく思っているところでありまし

て、早急に配付させていただきますが、このアン

ケートの対応状況につきましても、総務課長の方か

らお答えさせていただきます。 

 次に、防災広報等々の中におけるラジオふらのの

件でありますが、これにつきましてはごもっともな

御意見でございますので、これは上富良野だけの問

題ではなくて、富良野広域圏としての対応の中で

も、十分ラジオふらのに対する協力をお願いすべき

であるなというふうに思いながら御意見を承ってお

りました。これは、早急に広域圏としての対応の中

で、また検討をさせていただきたいなというふうに

思っております。 

 ハザードマップの今後の発行についての予定であ

りますけれども、アンケートの中にはいろいろな御

意見がございまして、議員からお話がありましたよ

うに、手帳のようなものがいいのではないかとかと

いう話がありましたが、基本的に町が考えておりま

すハザードマップというのは、細部についてはまた

別に考えなければならないわけでありますけれど

も、なるべく１枚を掲示しておくことによって、簡

単と言うと語弊がありますが、重要な部分につい

て、住民の皆さん方がぱっと見て、ぱっと避難でき

て態勢が整えるというようなものを考えているとこ

ろでありまして、細かく手帳のようにしてポケット

の中に入れてというのは、常にそれを対応していた

だけるかどうかというようなこともございまして、

ハザードマップの意義からするとなかなか難しいの

かなという気もしますが、ハザードマップ外の問題

として考えるべきものは、今後あるのかなというよ

うな気もいたしておりますけれども、このハザード

マップとしての考え方としては、従前のような対応

の中で進めさせていただきたいなというふうに思っ

ております。 

 また、発行予定につきましては、その都度大きく

状況が変わったというようなことがあれば、改訂版

の発行もありますけれども、私としては、時期的

に、どこかにしまい込んだとかでなくなった家庭も

出て来るであろうというようなことを想定します

と、それらの分の補充は対応できるような体制は常

にしておかなければならないなというふうに思って

いるところでありますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 それから、６１年版の旧防災計画のいろいろな面

につきまして、加除の更新が６３年に１回しかなさ

れていなかったと。その後、いろいろな部分につい

て、もう既になくなった店だとか、いなくなった

方々の名前まで入っているというようないろいろな

もので、修正を加除の差し込みの対応ができ得な

かったということは、先ほど冒頭謝罪申し上げまし

たように、大きな課題として申し訳なく思っている

ところでありますが、新たにこれからのスタートに

おきましては、そういうことのないように十分指導

を徹底してまいりたいと思いますので、御理解を賜

りたいと思います。 

 それから、自主住民組織の件でいろいろと御意見

を賜りましたが、私は今まで防災訓練を実施させて

いただきまして、先ほど申し上げましたように本部

機能の充実、本部機能の対応ということで、重点的

な防災訓練を実施させていただきました。このこと

につきましては、大体連携がうまくいくようになっ

たなというふうに思っておりますので、これからは

この自主防災組織の活動をどのように助長していく

かということが大切でありまして、議員と同じ考え

を持っているとこでありまして、この自主防災組

織、私としては住民会組織を中心とした中で、町内

会単位の組織ができ上がるべきであると。 

 例えば、避難所に避難をした場合において、過去

の他の地域の実績からいたしましても、全然知らな

い人たちの中で対応するのではなくて、町内会単

位、あるいは住民会単位で対応できる、そういうよ

うな自主防災組織が住民会組織の中で対応していた

だける、そういうような形で今後推進を図っていく

ように住民会の協力をいただきたいなというふうに

思っているところであります。 

 議員からるる御指摘を受けましたが、旧防災計画

の中におきましては、やもすれば自主防災組織につ

きましても、住民会の発足のときは私もよく記憶は

しておりませんけれども、発足の段階では当時の住

民会長さんなどを集めて説明して、御理解をいただ

いて発足したのだと思いますが、その後の体制整備

が十分ではなかったということにつきましては、深

く反省をいたしておりますので、これからはそう

いった部分についても十分対応していきたいという

ふうに思っております。 

 それから、情報の伝達方法につきましても、地区

情報伝達員等々の対応でありますが、これも先ほど

申し上げましたように、スタートの段階では十分御

理解をいただいて発足したのだと思いますが、その

後の調整といいますか、協力依頼と申しますか、そ
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うした部分が十分対応でき得ない部分が多々あった

ということにつきましては、深く反省をいたしてお

ります。 

 今後の新たに改正した地域防災計画におきまして

は、先ほど申し上げましたように、そういうことの

ないように十分配慮しながら推進を図っていきたい

というふうに思いますので、御理解をいただきたい

と思います。 

 それから、備蓄対策の問題でありますが、食料、

給水、あるいは生活必需品等々の対応でありますけ

れども、これにつきましては、旧対応ではある程度

の備蓄を確保しておくということでありましたが、

改訂版ではそれらの備蓄をしないということで、そ

れらの対応につきましては日赤等々の対応を図って

いくというような、また、地域との連携を図ってい

くと。 

 私も、富良野圏域の、これは防災につきましては

各自治体で協定を結んでいるわけでありますけれど

も、富良野圏域におきましても避難所等々の協力だ

とか、いろいろな面で圏域の自治体の皆さん方に協

力をお願いを申し上げているところでありまして、

長期間の避難になりますと、どうしても町の避難所

だけでは手狭になってくるというようなこともあり

ますので、富良野圏域の皆さん方の協力をいただく

ということで、それらの部分についてもお願いをい

たしているところでありまして、圏域の皆さん方に

も理解をいただいているところであります。 

 そのようなことで、食料等々の対応につきまして

も、議員の御意見にもありましたように、地元に駐

屯地があるということで、毛布等々につきましても

相当のものがありますよというようなお話も聞いて

おりますし、給水につきましては、議員の皆さん方

の御理解をいただきまして、１５年でしたか、２師

団の、今、イラクへ行っております給水器の水質検

査、これにつきまして、上富良野町の河川３カ所

を、国の基準に従った水になるかどうか、その検査

につきまして予算化させていただきまして、検査を

させていただきまして、上富良野町のあの硫黄川の

水も飲料水として使用できるというようなことで検

査結果も出ておりますので、そういったことを含め

ながら、何とかその対応というものも図っていける

のではなかろうかなというふうに思っております。 

 それから、最後でありますが、自主防災組織の充

実等々の対策を十分図れていないということにつき

ましては、先ほど何度もお答えさせていただきまし

たように、前防災計画の中におきましては、あらゆ

る面でいろいろな課題を残し、いろいろな不備を残

した中での対応に相なったというような御指摘も多

くある処理をしていたということにつきましては、

深く反省をし申し訳なく思っているところでありま

して、今後、新たな防災計画におきましては、その

ようなことのないように対処していくように指導強

化をしていきたいと思っておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 次に、防犯・交通等の問題でありますが、これに

つきましても先ほどの自主防災組織と同じように、

今、２カ所の住民会の皆さん方、地域の皆さん方

が、地域に対する地域の防災・防犯組織を結成して

パトロールの強化を図っていただくと。 

 私も、出勤途中でパトロールをされている方々に

会うわけでありますけれども、本当に感謝を申し上

げるわけでありまして、これらの皆さん方の御苦労

が芽生えて、それぞれの地域にこういった形で結成

が促進されていけばなと。そうすることによって、

地域における防犯・交通安全の対応が充実していけ

るなというふうに期待をしているわけでありまし

て、これらにつきましては行政が組織化を促進する

わけにはいきませんけれども、そういった組織が立

ち上がることに対しましては、町としてできる限り

の支援策を講じながら、議員からの御意見にもあり

ましたように、のぼり旗を立てるとか、あるいは今

町がやっております腕章だとか、些細なものであり

ますけれども支援をさせていただいておりますが、

そういったことも含めて、今後も対応を図っていき

たいと言うふうに思っております。 

 今、二つの組織ができ上がったということが、こ

れがひとつ契機となって、それぞれの地域で活動を

展開していただきたいものだなというふうに願って

いるところであります。 

 それから、防犯組織と交通安全組織の統合であり

ますが、先ほどお答えさせていただきましたよう

に、それぞれの対応の中で、組織の中で承諾をいた

だいたところでございます。これらの組織につきま

しては、それぞれ自主組織でございまして、町民の

皆さん方から全会員となって会費をちょうだいし

て、それぞれに運営しております自主組織でござい

ますから、行政から口出しをすることはできません

けれども、何とかこれらの組織が統合されて、地域

の防犯・交通安全等々の対応が促進されるように、

行政としての果たすべき役割を果たしながら支援を

してまいりたいというように思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

 資料を配ります。 

────────────────── 

午前１０時１８分 休憩 

午前１０時１９分 再開 

────────────────── 
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○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 会議を続行いたします。 

 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 資料をほかの議員さん

方に配付をしていなかったことを、深くおわびを申

し上げたいと思います。 

 それでは、残りの２点の質問についてのお答えを

申し上げたいと思います。 

 まず、１７年版改訂の計画でございますが、これ

につきましては本になってございます。この後、内

容の変更があった場合は、また計画書を本にして出

さざるを得ないと考えております。 

 それから、もう１点の火山ハザードマップのアン

ケートに関する質問についてでございますが、これ

につきましては、町長も説明で申し上げましたとお

り、国土交通省の政策評価という中でのアンケート

でございました。このことから、町はこのアンケー

トには協力いたしましたが、その結果につきまして

は公表されることなく、また、発表されることなく

今日に至ってございました。今回の質問に際しまし

て、旭川開発建設部の方から資料を取り寄せた次第

でございます。 

 このことから、平成１５年１１月にアンケートは

行われておりますが、この時点におきまして、町の

新たな地域防災計画につきましては、もう既に１４

年から発注を始めまして、この段階では既に道の協

議に上がったところでございます。 

 道の審査の都合で１年延びた発行となりました

が、このハザードマップに関するアンケートを、こ

の中には当然生かすことができない状況でございま

した。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 再々ございますか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 今、総務課長の答弁の中

で、訂正の関係で、訂正されたらまた再発行という

ことが安いのか、この差しかえ方式の方が安いの

か、現実にどの程度のあれが、というのは、役場の

課長会議の中で助役の説明が、これに関して記述が

載っているのです。そうしたら、３人に１人ぐらい

ずつ配付をするし、課長にも全部上げますと。それ

から、課内の中の徹底を図ってほしいというような

ことがあるというなれば、この地域防災計画はどの

範囲まで、何冊あるのかということと、それに基づ

いて何年に１回か。というのは、旧の６１年と比べ

ると、地域のいろいろな個人の名前だとかは全部な

くなっているのです。だから、そういう点では、頻

度は少ないと思いますけれども、基本的に我々から

すれば、差しかえの方が安いのかと思いますけれど

も、その点ちょっとお伺いをいたします。 

 それから、この地域防災計画の中で、職員の初動

マニュアルの関係で、助役の方で職員にそれらを徹

底ということで、４月の課長会議のときの記録の中

に私ちょっと見たのですが、現実に職員がそれに対

する取り組む姿勢というのは、担当課が積極的にや

らないとなかなか動かないのかなという気がしま

す。 

 したがって、それらの関係で、課としての今まで

の６１年版の動きを見ると、非常に鈍いなという感

じがいたしますので、その点で再度、町長の決意は

聞きましたから、担当課として町長の命を受けてや

るということで意見を伺いたいと思います。 

 それからもう１点、モデル事業の関係で道が今進

めております。しかし、うちが該当するかどうかは

わかりませんけれども、該当すればそういうこと、

それからしなければそういう資料をもらって、うち

として何カ所かモデル的な形で進める意向はないか

ということが、これが答弁漏れになっているので

す。その点も確認をいたしたいと思います。 

 それから、阪神淡路大震災やいろいろな経験の中

から、地域の人が、住民が気づいた建物から被災者

を助け出すケースもあるということで、うちの場合

は十勝岳爆発、それから地震等のことが想定されま

すけれども、どこの家にだれがいるということは地

域の町内の人しかわからない、近所の人しかわから

ないというのが今の現状ではないかなという気もし

ます。 

 したがって、先般見ますと、上富良野町の条例な

どがあるところを見ますと、それぞれの住居名簿も

全部ひとつのファイルの中に入っています。それを

見ますと、ゼンリンが１９９９年に発行している住

宅名簿で分けてあるのです。 

 ですから、私は、今後この自主組織をつくるとい

うことになると、プライバシー、情報漏れのことも

ありましょうけれども、そういうふうに地域地域の

中でそれらをつくっておくという指導も、僕は必要

ではないかと。避難したら、あそこの家のだれが来

ていない、あの人は動けないだとか、いろいろな条

件がありますので、そういうものは災害対策本部が

全部掌握できなくて、地域の中の人たちがやるとい

うような方法をしていかないと、大規模災害になる

と対応はし切れないと思うのです。その点でひとつ

確認をしたいと思います。 

 それから、次に、ハザードマップの関係です。 

 今、議員の皆さん方にお配りをされていると思い

ますけれども、その問い５の中で、ハザードマップ

である上富良野町防災計画緊急避難図を見たことが

ありますかと。これは、丸が一つあります。それか
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ら、７１７の回答のうち５５５が見たことがある

と。これは７７.５％。それから、見たことがない

というのが１６１人、これは２２.５％。言うなら

ば４人に１人は見ていないという感じが出てきま

す。 

 したがって、こういう点では、町長の言う大きな

やつをあれして、家庭でみんな見れるというような

状況もよろしいだろうし、それからしょっちゅう出

歩いている人は、何かコンパクトなということもあ

るかもしれないけれども、いずれにしても１回見

て、自分はどこの避難地でどうするのだということ

になれば、４人に３人が見て、４人に１人は見てい

ないということであれば、そういうことの現状は７

１７人の回答でございますけれども、そういう点で

これを参考にしながら、今後のハザードマップの発

行と、それから利用について検討をしていただきた

いと思います。 

 以上で再々質問を終わります。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） 私の方から２点だけお答え

させていただきたいと思います。 

 改訂版の件と職員初動マニュアルの件、それから

道の防災モデル事業の件につきましては、担当の方

からお答えさせます。 

 自主防災組織の中における地域住民の避難対応で

ありますけれども、６３年のときの避難対応のとき

にも、避難者カードの配付等々、対応が十二分に図

れたかどうかという反省もあるわけでありますが、

これらにつきましては、この防災訓練の中でも課題

として押さえているところであります。 

 その後、住民がどこに避難をするかということも

十分認識できるように対応していこうということで

進めているところでありますが、まず１点目の弱者

の対応、これにつきましては保健福祉課でちゃんと

持っておりますので、今までの避難訓練の中では、

弱者の家庭につきましては、一通り確認を進めてい

るところであります。 

 これは、プライバシーの問題だとかいろいろなも

のがありまして、この避難者対応につきましては保

健福祉課が担当する中で、それぞれ個々の対応をし

ているということと、もう一つは、３年ほど前から

避難が終了した後の全戸の避難確認の対応を、警察

と自衛隊、消防で実施しておりまして、未避難者が

いないかどうかという確認を、全戸一通り歩いてど

うなのかということの訓練も実施しておりますの

で、これらの対応の中で迅速に避難し、弱者につい

ては迅速な、前もった避難態勢がとれるような訓練

は今までもさせていただいておりますが、これはあ

くまでも十勝岳噴火ということを前提とした地域だ

けでありますので、今後はこの防災計画の中にあり

ます地震だとか、あるいは台風等々の件も含めた中

で大きな課題となってくるのかなというふうに思い

ますが、これらの対応についても十分配慮していき

たいなというふうに思っております。 

 それから、ハザードマップの件でありますけれど

も、旭川開発建設部がやった国土交通省のマップの

ときから見ると、率として見たことがある、ないと

いうのは、この率は少し高いなというのは、という

ことは、何年か前に群馬大学の何とかという教授

が、ハザードマップの危険地域の住民の皆さん方を

代表として、学生諸君も含めて、これと同じではあ

りませんけれども、ハザードマップがあるかとか、

知っているかということの調査をしたことがあった

のを記憶すると、そのときのデータ等はどうなのか

なという気はしますけれども、これからこれについ

ては十分、今まではただ配布していたという反省の

もと、配布すればいいのではなくて、配布した後の

各戸の家庭での使い方、見やすいところに張ってく

ださいとかということを逐次対応していくというこ

とが大切だなと。そしてまた、何年かごとに、ハ

ザードマップのない人は取りに来てくださいという

ような、先ほどのいろいろな件で御指摘を受けた部

分の反省を含めて、一度やればいいのではなくて、

その後の継続した対応が重要であるというふうに十

分反省をさせていただきましたので、これらの部分

を含めて今後対応していきたいというふうに思いま

す。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） まず、さきの１点目の

加除の件でございますが、これにつきましては電子

情報でもいただいておりますので、訂正があった場

合、自分のところで訂正をして、これから発行でき

る環境にあります。それで、もしあった場合は、自

分のところで自前で印刷して発行していきたいと考

えています。また、発行の冊数でございますが、全

部で４４冊、今回印刷をしているものであります。 

 それから、もう１点目の初動マニュアルの徹底で

ございますが、これにつきましては議員の御質問に

もございましたとおり、職員に徹底を図りまして災

害に備えていきたいという決意をここで述べさせて

いただきたいと思います。 

 それから、町長の説明にもう１点つけ加えさせて

いただきたいと思います。ハザードマップの発行の

件でございます。 

 実は、この件につきまして、今、土木現業所とこ

のハザードマップについて協議中でございます。土

木現業所と町で協議が整えば、火山学者等の監修を

受けた中で今年度発行できる体制にあるということ
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で、３,０００枚の印刷、これが整いましたら発行

していきたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、費用比較をして

いるのですよね。再発行と差しかえと、どちらがあ

れなのかということを言っているので、その答え。 

○総務課長（越智章夫君） 失礼いたしました。 

 加除の方が今回の場合は当然費用がかかります。

今回、先ほども言いましたように、自前でまた新た

なものができるような体制ができましたので、新た

な本の発行でまいりたいと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） それから、道のモデル

事業への対応でございますが、これにつきましては

これからその対応等の検討を図っていきたいと思い

ますので、御理解を賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩します。 

────────────────── 

午前１０時３５分 休憩 

午前１０時３５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 暫時休憩を解きます。 

 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 中村議員のモデル事業の関

係でございますけれども、当然、道の指定がなくて

も、火山との共生の町でございますので、その自主

防災組織の重要性ということを考えたときに、町と

してもそれに倣ったような形で取り組みをしていく

ことが拡大につながっていくというふうに考えてお

りますので、今後検討させていただきます。 

○議長（中川一男君） 以上をもちまして、１１番

中村有秀君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、一般質問を終了いたします。 

 暫時休憩をいたします。１１時まで。 

────────────────── 

午前１０時３６分 休憩 

午前１１時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

─────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第３ 議案第１号平成

１７年度上富良野町一般会計補正予算（第１号）の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計

補正予算（第１号）の要旨を御説明申し上げます。 

 まず、このたびの補正予算の主な要素となります

４点を、以下申し上げてまいります。 

 １点目は、平成１６年度各会計決算の結果が、病

院会計を除きましてすべてが黒字となりましたこと

から、会計ごとに翌年度へ繰り越す額の繰越手続を

とることに伴い、一般会計が精算繰り戻しを受ける

必要のあるものについて、所要の予算措置を講じて

おります。 

 ２点目は、４月以降、町内外の方から御寄附を

ちょうだいしましたので、それぞれの趣旨に沿って

予算措置をいたしております。 

 ３点目は、平成２年度から平成３年度にかけまし

て、黒毛和種、いわゆる肉牛の増殖を目的として実

施いたしました子返し事業が、平成１６年度の事業

期間を満了し、事業経費等を精算いたしました結

果、当時、町の助成額から評価損を相殺しました金

額１,４８６万円を精算金としまして、歳入予算に

計上をいたしたところでございます。 

 ４点目は、既定の事務事業の関係でございます

が、まず、本年度から着手しております島津地区経

営体育成基盤整備事業に関連するソフト事業が、当

初補助事業でございましたけれども、交付金事業と

なり、あわせまして、資金の流れが町の会計を経由

することになりましたので、歳入歳出予算に同額の

計上をいたしたところでございます。 

 また、ベベルイ川砂防事業では、国庫債務負担行

為によりまして事業の促進が図られることから、債

務負担行為の設定を行うとともに、当該年度の予算

につきましても、一部増額の計上をいたしてござい

ます。 

 また、倍本地区飲供施設の改修事業では、取水施

設の改修につきましても、前倒し施工することにな

りましたことから、所要額を歳入歳出予算に追加計

上いたしてございます。 

 また、翁地区飲供施設整備事業では、鉄骨材の高

騰等によりまして、所要額を追加計上するととも

に、財源は地方債を予定していましたことから、地

方債限度額につきましても変更をいたしてございま

す。 

 また、教育関係では、上富良野高等学校の卒業生

を対象にしました修学資金の希望者が年度当初予定

数を下回りましたことから、予算額の減額をいたし

てございます。 

 また、放課後の児童居場所づくり対策として実施

してございます、地域子ども教室推進事業への助成

経費に不足を生じる見込みでありますことから、増
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額の予算をお願いするものであります。 

 以上、申し上げました大きな４点を主な内容とし

まして、財源の調整を図った上で、さらに、財源的

に余剰となります部分につきましては、現時点では

今後の財政収支見通しを正確に予測することが困難

でありますことから、当面、予備費に計上いたすこ

とで補正予算の調整をいたしたところでございま

す。 

 それでは、以下、予算議案につきましては、議決

対象項目に限り朗読をしながら、必要な部分につい

て説明を加えてまいります。 

 議案第１号平成１７年度上富良野町一般会計補正

予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億１,０６７万７,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７４億７,２６７万７,

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の追加は、「第２表 債務

負担行為補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 それでは、１ページに移ります。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 この第１表では、歳入及び歳出ともに款の名称ご

とに補正額のみ申し上げてまいります。 

 １、歳入。 

 １４款国庫支出金４,２３５万５,０００円、１５

款道支出金１８９万６,０００円、１７款寄附金１

２１万３,０００円、１８款繰入金１,２２９万円、

１９款繰越金３,７５６万３,０００円、２０款諸収

入１,４８６万円、２１款町債５０万円。 

 歳入合計１億１,０６７万７,０００円となりま

す。 

 ２ページに移ります。２の歳出の内訳について申

し上げてまいります。 

 １款議会費６万３,０００円、２款総務費１８０

万円、３款民生費９万１,０００円、４款衛生費２,

５１３万９,０００円、６款農林業費２００万円、

８款土木費１,６３０万９,０００円、９款消防費４

０９万２,０００円の減、１０款教育費１５１万６,

０００円の減、１２款公債費１万７,０００円、１

５款予備費７,０８６万６,０００円。 

 歳出合計につきましても、１億１,０６７万７,０

００円であります。 

 次、３ページに移ります。 

 第２表、債務負担行為補正。 

 ここでは、冒頭も申し上げましたが、現在、東中

地区で障害防止事業として実施してございますベベ

ルイ川砂防事業につきまして、国の債務負担行為に

よりまして事業の促進方針となりましたことから、

本町におきましても債務負担行為を記載のとおり設

定するものでございます。 

 次に、第３表、地方債補正。 

 ここにつきましても、冒頭申し上げましたよう

に、事業費の不足によりまして増額することから、

その財源となります地方債の増額を変更するもので

ございます。 

 以上を申し上げました議決項目につきまして、説

明をさせていただきました。 

 原案どおりお認めくださいますよう、よろしくお

願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第４ 議案第２号平成

１７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、提

案の趣旨を御説明申し上げます。 

 １点は、平成１６年度にかかわります歳入歳出の

精算によりまして、平成１７年度への繰越額が８,

１９９万６,０００円と確定したことから、当初予

算の２,０００万１,０００円に６,１９９万５,００

０円を歳入増額計上し、あわせて所要の補正をしよ

うとするものであります。 
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 ２点目といたしましては、平成１７年度の老人保

健拠出額、さらに介護給付費納付金額が下回り、所

要の補正をするものであります。 

 ３点目は、国保実績システム用電算機器の故障に

よりまして、更新しようとするものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第２号平成１７年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,６９９万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１１億７,００１万５,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ７款繰入金、補正額２,５００万円の減、８款繰

越金６,１９９万５,０００円。 

 歳入合計といたしまして、３,６９９万５,０００

円となります。 

 ２、歳出。 

 １款総務費５０万円、３款老人保健拠出金２１万

１,０００円、４款介護給付金２８万７,０００円の

減、１０款予備費３,６５７万１,０００円。 

 歳出合計といたしまして、３,６９９万５,０００

円となります。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書以降

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第５ 議案第３号平成

１７年度上富良野町老人保健特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（尾崎茂雄君） ただいま上程され

ました議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健

特別会計補正予算（第１号）につきまして、提案の

趣旨を御説明申し上げます。 

 １点は、平成１６年度会計にかかわります支払基

金交付金等の精算を加えました歳入歳出の精算によ

りまして、平成１７年度への繰越額が８５３万円と

確定したことから、所要の歳入補正計上をしようと

するものであります。 

 ２点目といたしまして、平成１６年度分の国庫負

担金、道費負担金、一般会計繰入金等の精算により

まして、返還等に要する所要額を歳出計上しようと

するものであります。 

 以下、議案を朗読しながら御説明いたします。 

 議案第３号平成１７年度上富良野町老人保健特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の老人保健特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１,２８３万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１１億８,２１５万１,００

０円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開きいただきたいと存じます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 １款支払基金交付金、補正額１７万８,０００

円、３款道支出金４１２万４,０００円、５款繰越

金８５２万９,０００円。 

 歳入合計といたしまして、１,２８３万１,０００

円となります。 

 ２、歳出。 

 ３、諸支出金、補正額１,２８３万１,０００円。 

 歳出合計としまして、１,２８３万１,０００円と

なります。 

 次ページの歳入歳出補正事項別明細書以降につき

ましては、説明を省略させていただきます。 

― 18 ―



 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第６ 議案第４号平成

１７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第

１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（佐藤憲治君） ただいま上程いた

だきました議案第４号平成１７年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきまして、補

正内容を御説明申し上げます。 

 １点目といたしまして、平成１６年度の介護保険

特別会計決算におきまして、繰越額が確定いたしま

したことから、介護保険事業基金への積み立てのほ

か、本年度収支不足が生じた場合に備えるための予

備費の補正を行うものであります。 

 ２点目といたしましては、前年度の保険給付費及

び事務費の精算により、国庫負担金及び道負担金、

一般会計繰入金の超過交付に係る返還金の所要額を

補正するものであります。 

 ３点目は、前年度の支払基金交付金の不足分にか

かわる追加交付額の歳入補正であります。 

 以下、議案の朗読により御説明いたします。 

 議案第４号平成１７年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

２,３０４万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６億７,５６４万５,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 以下、款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ４款支払基金交付金６０万５,０００円、７款繰

越金２,２４３万５,０００円。 

 歳入合計２,３０４万円となります。 

 ２、歳出。 

 ５款基金積立金９００万円、６款諸支出金１,２

２１万５,０００円、７款予備費１８２万５,０００

円。 

 歳出合計、同じく２,３０４万円となります。 

 ２ページ以降の歳入歳出予算補正事項別明細書に

つきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明といたします。 

 御審議賜り、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第７ 議案第５号平成

１７年度上富良野町簡易水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水

道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

補正の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目としまして、北海道簡易水道等環境整備協

議会負担金の事業費割増に伴う補正でございます。 

 ２点目としまして、備品購入費の量水器購入費の

減額でございます。 

 ３点目としまして、平成１６年度会計の収支の差

額を一般会計へ繰り出すものでございます。 

 内容としまして、歳入では使用料の減、歳出では

一時借入金の資金運用によるもの並びに一般管理費
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用などの執行残でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第５号平成１７年度上富良野町簡易水道事業

特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の簡易水道事業特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１３３万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ６,８２１万３,０００円とす

る。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次の１ページをお開き願いたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ３款繰越金１３３万８,０００円でございます。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金１３３万８,０００円でございます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

以降につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第８ 議案第６号平成

１７年度上富良野町公共下水道事業特別会計補正予

算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第６号平成１７年度上富良野町公共下

水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして

の補正の要旨としまして、平成１６年度会計の収支

の差額を一般会計へ繰り出すものでございます。 

 内容としまして、負担金、使用料などの増及び執

行残でございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明にかえさせていた

だきます。 

 議案第６号平成１７年度上富良野町公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町の公共下水道事業特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３２７万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億６,７５７万４,０００円

とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 次の１ページ、２ページをお開き願いたいと思い

ます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみ申し上げます。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金３２７万４,０００円でございます。 

 ２、歳出。 

 ３款繰出金３２７万４,０００円でございます。 

 次のページの歳入歳出予算補正事項別明細書から

以降につきましては、説明を省略させていただきま

す。 

 以上で補正予算の説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 
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○議長（中川一男君） 日程第９ 議案第７号平成

１７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計

補正予算（第１号）の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（早川俊博君） ただいま

上程されました議案第７号平成１７年度上富良野町

ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）

につきまして、補正の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目としまして、平成１６年度の決算におきま

して、繰越金が当初見込み８００万円に対しまして

２,８４６万４,０００円と確定いたしましたことか

ら、そのうち１,５００万円を施設整備基金に積み

立てし、５１０万円を予備費に計上し、今後の不測

の事態に備えようとするものでございます。 

 ２点目といたしまして、特別養護老人ホームの産

休代替職員設置事業の補助金が一般財源化されまし

たことが、当初予算におきまして事前に把握でき

ず、予算計上してございました３７万３,０００円

を減額し、財源の組みかえをするものでございま

す。 

 ３点目といたしまして、施設入所者の方から１,

０００万円の貴重な御寄附をちょうだいいたしまし

たことから、御本人の意向に沿い、施設の整備及び

備品の購入に充て、入所者の処遇の改善を図るよう

予算の計上を行っております。 

 ４点目といたしまして、施設内に清涼飲料水の自

動販売機を設置することによります使用料を見込む

ものでございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第７号平成１７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 平成１７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

３,０１０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ３億１,１１０万円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 １ページをお開き願います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 款の補正額のみを申し上げます。 

 １、歳入。 

 ２款道支出金３７万３,０００円の減、３款寄附

金１,０００万円、５款繰越金２,０４６万４,００

０円、７款使用料及び手数料９,０００円。 

 歳入の合計といたしまして、３,０１０万円でご

ざいます。 

 ２、歳出。 

 １款総務費３００万円、３款施設整備費７００万

円、４款基金積立金１,５００万円、６款予備費５

１０万円。 

 歳出の合計といたしまして、３,０１０万円でご

ざいます。 

 ２ページ以降の事項別明細書につきましては、説

明を省略させていただきます。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、お認めくださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１２号 

○議長（中川一男君） 日程第１０ 議案第１２号

専決処分（平成１６年度上富良野町一般会計補正予

算（第８号））の承認を求める件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

○企画財政課長（田浦孝道君） ただいま上程され

ました議案第１２号平成１６年度上富良野町一般会

計補正予算（第８号）の専決処分を行いました要旨

を御説明申し上げます。 

 本件は、これから申し上げます４点の要因により

まして、年度末の３月３１日をもって、町長におい

て専決処分を行った次第でございます。 

 まず、１点目は、特別交付税についてでございま

すが、３月交付分の決定の結果、その総額は、前年

対比で１,７６１万５,０００円減の、総額で２億

９,５６４万８,０００円となったところでございま

す。 

 この特別交付税の当初予算計上時点では、全国的

に合併の動きがあることや、昨年のたび重なる本州

での大規模な災害発生状況の中で、特殊要因に該当
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しない自治体におきましては、大幅な削減になる旨

の助言を受けておりました。しかしながら、北海道

におきましても、予想を反しての雪の多さなどの影

響からか、結果としまして、本町におきましては、

現計予算額より５,９００万円ほどふえたことに

なったわけであります。 

 このほか、国から交付される地方譲与税を初め各

種の交付金額の確定にあわせまして、予算の構成手

続をとったところでございます。 

 また、加えまして、町税の収納につきましても、

諸対応によりまして増額の見込みとなりましたこと

から、１,６１０万円を増額計上したところでござ

います。 

 ２点目は、寄附関係でございますが、上富良野振

興公社から１,８００万円、また、一般町民の方か

ら３件で１５万円それぞれちょうだいいたしました

ので、趣旨に沿いまして予算の措置を講じたところ

でございます。 

 ３点目は、既定の事業に関してでございますが、

ベベルイ川砂防事業では、繰越明許費分の金額に減

額要素が生じましたことから、一部予算減額を行っ

たところでございます。 

 また、町営住宅建設事業及び富原南地区の道営事

業につきましても、財源として見込んでおりました

起債額に一部変更が生じましたことから、それぞれ

起債限度額の調整を図ってございます。 

 その他、既定の事務事業にかかわる予算につきま

しても、必要に応じまして予算の減額補正を行いま

したほか、特に新たな対応を必要とするものにつき

ましては、予算化を行ったところでございます。 

 ４点目は、これまで申し上げました案件の調整の

結果、さらに財源的に余剰となります部分につきま

しては、財政調整基金へ１億５,０００万円、減債

基金へ４,０００万円、十勝岳地区開発事業基金に

１,０００万円をそれぞれ積み立てすることを内容

として、予算の専決処分を行った次第でございま

す。 

 それでは、以下、議案の説明につきましては議決

項目とし、予算の事項別明細書につきましては省略

をさせていただきますことを御了承願います。 

 議案第１２号専決処分の承認を求める件。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により、下記

事項について別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 記。 

 処分事項、平成１６年度上富良野町一般会計補正

予算（第８号）。 

 裏面をごらんいただきたいと思います。 

 専決処分書。 

 平成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第８

号）を地方自治法第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分する。 

 平成１７年３月３１日、上富良野町長尾岸孝雄。 

 それでは、予算書につきましては、議決対象項目

につきまして、朗読をしながら必要な部分につきま

して説明を加えてまいります。 

 平成１６年度上富良野町一般会計補正予算（第８

号）。 

 平成１６年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

１億２,５９０万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ８２億１,２７６万７,

０００円とする。 

 ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 繰越明許費の補正。 

 第２条、繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明

許費補正」による。 

 地方債の補正。 

 第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補

正」による。 

 １ページに移ります。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 この第１表につきましては、款ごとの名称と補正

額のみ申し上げてまいります。 

 まず、１、歳入の内訳を申し上げてまいります。 

 １款町税１,６１０万円、２款地方譲与税１,００

３万９,０００円、３款利子割交付金２０２万４,０

００円、４款配当割交付金１６万８,０００円の

減、５款株式等譲渡所得割交付金２２万９,０００

円、６款地方消費税交付金１,４５０万９,０００

円、７款国有提供施設等所在市町村助成交付金９２

万６,０００円、８款自動車取得税交付金１８５万

２,０００円の減、９款地方特例交付金７８万２,０

００円、１０款地方交付税６,６０６万７,０００

円、１１款交通安全対策特別交付金２７万円、１４

款国庫支出金１５２万５,０００円の減。 

 ２ページに移ります。 

 １５款道支出金３１万８,０００円、１７款寄附

金１,８１５万円、１８款繰入金６万４,０００円の

減、２１款町債１０万円。 

 歳入合計１億２,５９０万５,０００円となりま

す。 

 次、３ページをお開き願います。 

 ２、歳出について申し上げてまいります。 
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 ２款総務費１億５,０００万円、７款商工費１,０

００万円、８款土木費１３９万７,０００円の減、

１０款教育費６万３,０００円の減、１１款災害復

旧費１２４万５,０００円の減、１２款公債費２,３

９３万６,０００円、１５款予備費５,５３２万６,

０００円の減。 

 歳出合計につきましても、１億２,５９０万５,０

００円となります。 

 次、４ページに移ります。 

 第２表、繰越明許費補正。 

 ここにつきましては、記載の事案につきまして、

事業費調整等によりまして減額で確定しましたこと

から、その手続をとるものでございます。 

 次に、第３表、地方債補正であります。 

 記載の２件の事業につきまして、事業費の確定に

伴い変更をいたすものでございます。 

 以上、議案第１２号の予算専決処分内容の説明と

いたします。 

 お認めくださいますよう、お願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 議案第１２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり承認することに異議ありま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり承認されました。 

─────────────────── 

◎日程第１１ 議案第８号 

○議長（中川一男君） 日程第１１ 議案第８号特

別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました議案第８号特別職の職員の給与に関する条例

及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例につきまし

て、初めに提案の要旨について御説明を申し上げま

す。 

 地方を取り巻く財政状況につきましては、景気の

低迷による税収の落ち込み、また、国におけます三

位一体の改革等で、主要な財源であります地方交付

税の減額、また、補助金の一般財源化など、極めて

厳しい状況にあります。 

 当町におきましても、同様な状況下にありますこ

とから、昨年度、自主・自立に向けました、上富良

野町行財政改革実施計画を定め、歳入に見合った財

政基盤を目指し、人件費につきましても大幅な削減

抑制を行おうとしているところでございます。 

 また、２年前の上富良野町特別職報酬等審議会に

おきまして、２カ年程度において、特別職の報酬に

つきまして再評価するべきとの附帯意見をいただい

ておりますことから、４月２２日に、新たに１０名

で構成されました特別職報酬等審議会に対しまし

て、特別職の報酬等のあるべき水準額につきまして

諮問をいたしたところであります。 

 以降、延べ３回にわたります集中審議が行われま

して、５月３１日、特別職報酬等審議会から支給水

準を引き下げる内容での答申があったところであり

ます。 

 この答申書につきましては、既に議員の皆様方に

もお知らせしているとおりでございますが、厳しい

財政状況を背景に、町の常勤４役の給与並びに議会

議員の報酬につきまして、年収額につきまして５％

から１０％を引き下げる内容での審議がなされまし

て、今回は特に期末手当につきまして、職員の勤勉

手当相当額に当たる一部分を削減することが望まし

いとの意見から、０.９カ月分の期末手当の減額を

すること、並びに町長、助役の給与月額の減額につ

いて答申をいただいたところであります。 

 特別職報酬等審議会からの答申内容につきまして

は、過去同様に十分尊重するとともに、この内容に

従いまして、特別職の職員に関する条例の一部を改

正することとしたところであります。 

 また、特別職の職員で非常勤のものの報酬につき

ましては、審議会の考え方を踏まえまして、連動し

て引き下げる改定を行うことが適当であるとの判断

をいたしまして、役職ごとに、現行額からおおむね

５％の額で引き下げることで関係条例の改正をしよ

うとするものであります。 

 この改正条例の適用は７月１日となっております

ことから、常勤４役、非常勤の特別職につきまして

は、２年ぶりの改定となるところであります。 

 また、この改正によります削減の効果であります

が、年収ベースで申し上げますと、町長におきまし

ては１００万３,０００円の減で７.８９％の引き下

げとなり、助役におきましては７２万２,０００円

の減となりまして、６.８９％の引き下げとなり、

また、収入役、教育長におきましては、５０万８,

５００円の減、５.４％の引き下げとなります。４

役の総額におきましては、２７４万２,０００円、

また、非常勤の特別職につきましては、８０万５,
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０００円の減になるものと試算しているところでご

ざいます。 

 また、この改正条例の中におきまして、既に上富

良野町スポーツ振興審議会に関する条例が廃止され

ておりますことから、これに関する部分の削除をい

たすとしております。 

 以上、申し上げました内容に基づきまして、関係

する２条例を一括して改正するものであります。 

 議案第８号特別職の職員の給与に関する条例及び

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例。 

 第１条、特別職の職員の給与に関する条例（昭和

３５年上富良野町条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 この条例につきましては、常勤、特別職の町長、

助役、収入役におきます給与を定めている条例でご

ざいます。 

 第２条第４項に定めております期末手当の支給率

を、６月におきましては、１００分の４０を引き下

げまして、１００分の１７０に、また、１２月につ

きましては１００分の５０を引き下げまして１００

分の１８０に改めるものであります。 

 別表第１につきましては、３役の給料月額を規定

しておりますが、町長におきましては、現行額から

２万円を引き下げまして７５万円に、また、助役に

おきましては、１万円を引き下げまして６２万円に

改めるものであります。 

 また、教育長の給与につきましては、上富良野町

教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条

例において定めておりますが、期末手当につきまし

ては、この条例を準用することになっておりますこ

とから、同様に引き下げるということでございま

す。 

 第２条、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３２年上富良野町条例

第３号）の一部を次のように改正する。 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬を改めるもの

であります。 

 役職ごとの報酬につきましては、別表で定めてお

ります。代表監査委員の現行７万５,３００円を３,

８００円引き下げまして７万１,５００円に、同じ

く監査委員、農業委員会委員代理の現行４万７,２

００円を２,４００円引き下げまして４万４,８００

円に、農業委員会会長の現行６万７,３００円を３,

４００円引き下げまして６万３,９００円に、農業

委員会委員の現行４万１００円を２,１００円引き

下げまして３万８,０００円に、教育委員会委員長

の現行５万１,２００円を２,６００円引き下げまし

て４万８,６００円に、教育委員会委員の現行３万

５,１００円を１,８００円引き下げまして３万３,

３００円に、選挙管理委員会委員長の現行３万２,

１００円を１,７００円引き下げまして３万４００

円に、選挙管理委員会委員の現行２万４,１００円

を１,３００円引き下げまして２万２,８００円に、

日額報酬として、時間が４時間未満の場合の現行額

３,８００円を２００円引き下げまして３,６００円

に、同じく４時間以上の場合、現行額６,６００円

を４００円引き下げまして６,２００円に、また、

年額報酬として定めております学校医の現行２１万

５,９００円を１万９００円引き下げまして２０万

５,０００円に、同じく年額報酬額の学校薬剤師の

現行１０万４００円を５,４００円引き下げまして

９万５,０００円にそれぞれ改めるものでありま

す。 

 また、要旨でも御説明申し上げましたとおり、ス

ポーツ振興審議会につきましては、スポーツ振興審

議会条例、既に廃止していることから、条文より削

除をするものであります。 

 次に、附則でありますが、第１項では、この条例

の公布の日から施行するとしますが、第１条及び第

２条の別表の給与月額、報酬の額にかかわります改

定の規定につきましては、平成１７年７月１日から

施行するといたします。 

 第２項では、スポーツ振興審議会の委員の削除を

する条文の規定につきまして、平成１７年４月１日

から適用とするところであります。 

 第３項、第４項におきましては、年額報酬の場合

の改正に当たり、算定する方法等、既に支給してい

る場合は、内払いとする旨の取り扱いを定めてござ

います。 

 以上が議案第８号の条例改正の説明でございま

す。 

 御審議いただきまして、議決賜りますよう、よろ

しくお願いを申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） 第２表のところの、代表

監査委員が７万５,３００円とありまして、ずっと

行きまして、農業委員長が６万７,３００円が６万

３,９００円、ここのところはよろしいのですが、

その次、議員協議会には、農業委員会の代理という

ところの提案がございまして、４万７,２００円が

４万４,８００円と、こういう御提案がございまし

たが、今回これが抜けているのですけれども、これ

はどのようなことなのでしょうか、ちょっとお尋ね

します。 
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○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 監査委員の方と農業委

員会代理の方の月額につきましては、改正の表の中

では同じ額でございますので、一括改正するという

ことで先ほど説明をさせていただきました。 

 ですので、監査委員及び農業委員会代理の現行４

万７,２００円を２,４００円引き下げまして、４万

４,８００円となるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 議案第８号の根幹にかか

わる問題だと思うのですけれども、一つは、特別職

報酬審議会では答申書が出ておりまして、その１の

答申に当たっての基本的な考え方という最後の方

に、平成２０年まで１５％の削減要請を行うことが

必要であるとの町長からの諮問に基づき審議を行っ

たということがあります。 

 しかし、４月２２日の、報酬額についての諮問と

いうことで、諮問の理由の中に、２０年まで１５％

削減というのは、一切この文言が入っていないので

す。先ほどの説明の中ではあったかもしれないけれ

ども、しかし、諮問に基づいてということであれ

ば、この諮問の理由の中に、ちょっと読んでみま

しょうか。 

 本町において、自主・自立に向けた地方分権の時

代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立

するため、徹底した行政改革を推進し、効率的で持

続可能な財政の転換を図ることが急務とされ、財政

的自立に向けた道筋をつけるため、昨年、上富良野

町行財政改革実施計画を策定し、行財政改革を推進

しております。 

 平成１７年度は、新行財政改革実施計画の実質的

な推進を図る初年度であり、健全な財政基盤の確立

から歳出の見直しを図るため、実施項目である人件

費の抑制を行うことが必要であると考えておりま

す。 

 また、平成１５年開催の特別職報酬審議会の答申

にある、２年程度の周期的な見直しを検討するべき

である意見もあったということで開催をするという

ことなのですけれども、この点、諮問の中に、平成

２０年まで１５％削減・抑制を行うことが必要であ

るとの町長からの諮問ということなのですけれど

も、この文言ではないのですけれども、この点いか

がなのでしょうか。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 基本的に答申の中では、財政状況を見きわめた中

での適正な報酬額の答申をいただきたいということ

で、答申書の中には対応しているわけであります

が、ごあいさつの中で、私の方といたしましては、

行財政改革実施計画に基づきます平成２０年までの

財政構造改革におきまして、人件費の総額１５％削

減ということを基本としているのだということを申

し上げた経緯がございます。 

 基本的に、何ぼ削減せよとか、何ぼにしますよと

いうことを前提として諮問することは、審議会に一

つの枠をはめてしまうことに相なりますので、そう

いった形の諮問は避けさせていただいて、ただ、町

の今の財政状況からして、こういう構造改革を進め

ておりますということの、ごあいさつの中でお話を

申し上げたということでありますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 行財政改革の中で、２０

年までの削減の目標ということで、そういうくだり

はありますけれども、現実の問題、答申書の中に、

こういうことで明文をすべきではないと思うので

す。諮問されていないのだから、具体的な内容を。

数字でされていないのに、何でここで数字で出てく

るのかという疑問なのです。 

 ですからこれは、諮問をつくる事務方の方が、こ

の中で最終的に今、特別職報酬審議会の皆さん方の

意見を聞きながらつくられたと思うのですけれど

も、その点で私は非常に、こういう形で答申書が出

てくるということ自体が、やっぱり適切を欠いてい

るのではないかという気がするのですけれども、そ

の点いかがでしょうか。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） １１番中村議員の質問

にお答えを申し上げます。 

 審議会の審議の経過の中で、町長が当初あいさつ

で申し上げました文言、２０年まで１５％の削減と

いうことを、審議する中で常々言葉で語られており

まして、審議会の会長におきましても、その文言、

答申書に盛り込むということでの内容の協議をいた

しましたところ、その意思を確認いたしまして、答

申書等をまとめまして、それぞれその意見につきま

しては、委員各位にもその場で確認して答申書とし

てまとめたもので、審議会の意見としてまとまった

ものと理解をしています。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） １１番中村有秀君。 

○１１番（中村有秀君） 私は、ここに大きな問題

があると思うのです。行政改革の町民推進会議の委

員長が特別報酬審議会の委員長であるし、委員の中

にも１人いらっしゃいます。ですから、何となくそ
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ういう形で流れたのかなと。 

 ただ、計画書の中では、１５％を２０年まで削減

する目標であるというくだりなのに、何でここでこ

ういう数字が具体的に出てくるのかという問題なの

です。諮問で数字的に出していないわけだから。出

していないのに諮問を受けたと書いてあるのですか

ら。そうではないですか。削減の内容については理

解します。だけれども、答申の文書の中に、こうい

うことが続くのであれば、今度は２年後の平成１９

年、またこういうふうなことで、勝手に報酬審議会

の方で出す可能性があるのではないですか。私はそ

の点を言っているのです。おかしいですよ。 

○議長（中川一男君） 町長、答弁。 

○町長（尾岸孝雄君） １１番中村議員の御質問に

お答えさせていただきます。 

 報酬審議会の審議内容、答申の内容につきまして

は、私どもが関与する段階のものではなくて、議員

のお考えというものにつきましては、報酬審議会の

方でどういうふうに審議されたのか十二分に掌握は

しておりませんけれども、独立した審議委員会とし

ての答申書でありますので、私は尊重して受け取っ

たということでありますので、御理解をいただきた

いと思います。私どもが答申内容を関与すべきもの

ではないというふうに認識しております。 

○議長（中川一男君） ８番吉武敏彦君。 

○８番（吉武敏彦君） 私も答申書を見たときに感

じたのですが、２０年度までに１５％削減すると。

報酬審議会は２年後の１９年にやるということは、

１９年度で一気に１５％の目標を達成するための削

減が行われるのではないかというふうな、答申書を

見て私は感じたのですけれども、それを見て皆さん

はどういうふうに感じたのかわかりませんけれど

も、個人的には、私はそういうふうに感じて見まし

た。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 答弁を求めます。 

 助役。 

○助役（植田耕一君） 町長がただいま申し上げま

したとおり、当然、報酬審議会の附属機関としての

役割の中で御判断されているわけでございます。私

どもの方で、町長が諮問する方向として行政改革の

方針を述べた中で、たまたまそういう受けとめ方を

されているという趣旨のことを盛り込んだ中で答申

をされてきたというふうに思ってございます。 

 基本的には、今回の答申におきます最終の額は、

ここにお示しした内容というふうに受けとめており

ます。当然、審議会の中では、そういう、町の行政

改革の趣旨を踏まえた中で、そういう言葉を使われ

たのかなというふうに私は理解をしているところで

ございますので、そういう面で御理解を賜っておき

たいなと思います。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 １６番渡部洋己君。 

○１６番（渡部洋己君） この内容については、と

やかく言うあれはないのですけれども、一応意見と

して聞いていただきたい。 

 審議委員のメンバーのほとんどが、充て職といい

ますか、各代表が集まっているというような。私も

前回、審議委員になったことがあったのですけれど

も、メンバーをある程度見ると、前回のメンバーが

ほとんどいない状態で審議が開かれているという

か、だから、そこら辺が、せめて半分ぐらいはある

程度長い期間いるというか、そういう人方でない

と、前回のこともわからないで、かわった人ばかり

でやってしまうとどうなのかなという気がするので

す。だからそこら辺は、メンバーを今さらかえろと

いってもあれだけれども、そこら辺の構成をもう

ちょっと考えた方がいいのかなというふうに思うわ

けです。 

○議長（中川一男君） 助役、答弁。 

○助役（植田耕一君） 渡部議員の御質問にお答え

申し上げたいと思います。 

 基本的には、附属機関の委員については町長が指

名するということで、任期は２年ということになっ

ているところでございます。今、渡部議員の御趣旨

の点につきましては、制度的な問題もあろうかと思

います。そういう中で、長期的にこれを任命してお

く方法がいいのかという点、ただいま御提言ござい

ましたので、そういう中で、今後の検討課題とさせ

ていただきます。 

○議長（中川一男君） ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

（発言する者あり） 

○議長（中川一男君） 暫時休憩いたします。 

────────────────── 

午後 ０時０６分 休憩 

午後 ０時０６分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩を解きます。 

 これより、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

 不手際、申しわけありませんでした。 
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 昼食休憩といたします。 

○事務局長（北川雅一君） 午後の再開を午後１時

といたします。 

────────────────── 

午後 ０時０７分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 昼食休憩に引き続き、会議

を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１２ 議案第９号 

○議長（中川一男君） 日程第１２ 議案第９号上

富良野町スクールバス条例の一部を改正する条例の

件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました議案第９号上富良野町スクールバス条例の一

部を改正する条例につきまして、提案の要旨を説明

申し上げます。 

 昨年１０月から、地域の住民の方も利用できるよ

う、混乗方式で運行をしておりますスクールバス路

線のうち、江花・島津線及び東中線におきまして、

地域住民の方をより利便に供するため、また、児童

生徒の通学と安全確保のために、運行路線の一部を

変更しようとするものであります。 

 江花・島津線の江花地区の路線におきまして、山

花線から江幌地区に抜けます山花支線に吉田宅前停

留場を設けること、また、東中線におきましては、

東４線北２３号に停留場を設けようとするものであ

ります。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第９号上富良野町スクールバス条例の一部を

改正する条例。 

 上富良野町スクールバス条例（平成１６年上富良

野町条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 ５条の３号につきましては、江花・島津線でござ

います。路線に町道山花支線を加えまして、延長路

線を５００メートル延ばし２万５,１００メートル

とするように、また、同条４号につきましては、東

中線でありまして、路線に町道長野道路、町道東４

線道路を加えまして、道路延長を６００メートル延

ばしまして、２万５,１００メートルとするように

改めようとするものであります。 

 また、別表１の東中線につきまして、東４線北２

３号を加えまして、また、江花島津線に吉田宅前を

加えるように改めるものであります。 

 附則。 

 この条例は、平成１７年７月１日より施行する。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１３ 議案第１０号 

○議長（中川一男君） 日程第１３ 議案第１０号

上富良野町図書館条例の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第１０号上富良野町図書館条例につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現在、改修工事を行っております公民館の図書室

を２階から１階に移し、安全性を確保するととも

に、図書記録、その他資料収集の充実を図り、さら

に閲覧スペースの確保などの図書館としての機能を

備え、多様化、専門化する利用者ニーズにこたえる

ため、図書館法の規定に基づきまして本条例を制定

するものでございます。 

 以下、条文を要約して説明させていただきます。 

 第１条につきましては、図書館の設置と目的につ

いての規定であります。 

 第２条につきましては、名称と位置についての規

定でございます。 

 第３条につきましては、管理についての規定であ

ります。 

 第４条につきましては、職員を置くことの規定で

ございます。 

 第５条につきましては、使用の制限についての規

定を設けてございます。 

 第６条につきましては、損害賠償についての規定

であります。 

 第７条は、委任の規定であります。 

 附則につきましては、この条例の施行を平成１７

年１０月１日から施行するものでございます。 

 以上、説明といたします。 
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 御審議いただき、議決賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１０号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１４ 議案第１１号 

○議長（中川一男君） 日程第１４ 議案第１１号

上富良野町公民館条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（岡崎光良君） ただいま上程され

ました議案第１１号上富良野町公民館条例の一部を

改正する条例につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 先ほど議決賜りました議案第１０号との関連がご

ざいますが、施工中の公民館改修工事により、現在

の公民館の１階部分を図書館としての機能を高めて

いくよう整備し、また、２階は公民館としての機能

を維持していくものでありますが、現行の公民館施

設は、町民福祉の増進並びに文化、教養向上を目的

としての上富良野町福祉センター設置条例、同じく

管理条例、さらに、青少年の健全育成を図ることを

目的としての上富良野町青少年会館設置条例、同じ

く管理条例に基づき運営してきておりますが、この

たびの改修により、これまでの施設の内容に変更が

生じることから、これらの条例を廃止し、上富良野

町公民館条例の一部改正により整理・統合いたしま

して、公民館としての運営上必要な条項について、

条文の整理をするものでございます。 

 以下、条文を要約して御説明申し上げます。 

 議案第１１号上富良野町公民館条例の一部を改正

する条例。 

 上富良野町公民館条例（昭和４２年上富良野町条

例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 初めに、第３条の第２項につきまして、分館設置

の規定ですが、分館の位置につきまして内容を整理

いたします。 

 同条第３項といたしまして、分館の使用に関する

規定を加えます。 

 第６条から第８条までは削除し、第５条の公民館

運営審議会を置く規定、さらに、第４条の職員を置

く規定の条文を整理した上、一つずつ繰り上げま

す。 

 第３条の次に第４条として、管理に関する条文を

加えます。 

 第６条の次に次の９条を加えます。これは、公民

館の使用に関する規定を加えるものであります。 

 第７条は、使用の許可についての規定でありま

す。 

 第８条は、使用の制限についての規定でありま

す。 

 第９条は、使用許可の取り消しなどについての規

定であります。 

 第１０条は、使用料についての規定であります。 

 第１１条は、使用料還付についての規定でありま

す。 

 第１２条は、使用者の義務についての規定であり

ます。 

 第１３条は、特別設備等の許可についての規定で

あります。 

 第１４条は、損害賠償についての規定でありま

す。 

 第１５条は、委任についての規定であります。 

 別表につきましては、第１０条に規定する公民館

使用料でございます。 

 備考として、６項目の条項を掲げてございます。

５項目めに新たに電気陶芸窯の電気料加算の規定を

加えておりますが、そのほかは現行の福祉センター

管理条例及び青少年会館管理条例の規定を基本とし

て整理してございます。 

 附則といたしまして、施行期日及び既存条例の廃

止並びに一部改正を規定してございます。 

 附則の第１条は、この条例を平成１７年１０月１

日から施行するという規定でございます。 

 第２条は、上富良野町青少年会館設置条例を廃止

する規定であります。 

 第３条は、上富良野町青少年会館管理条例を廃止

する規定であります。 

 第４条は、上富良野町福祉センター設置条例を廃

止する規定であります。 

 第５条は、上富良野町福祉センター管理条例を廃

止する規定であります。 

 第６条は、上富良野町公民館使用条例を廃止する

規定であります。 

 第７条は、議会の議決に付すべき公の施設の利用

及び廃止に関する条例の一部を改正する規定でござ

います。 
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 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、議決賜りますようお願い

申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１５ 議案第１３号 

○議長（中川一男君） 日程第１５ 議案第１３号

財産取得（総合行政システム）の件を議題といたし

ます。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（越智章夫君） ただいま上程いただき

ました議案第１３号財産取得の件につきまして、提

案の要旨について説明を申し上げます。 

 現行の行政システムにつきましては、平成１０年

から１６年までの賃貸契約により稼動しております

が、このシステムにつきましては、開発が既に中止

をされておりまして、後継システムの切りかえが必

要となってございます。 

 このことから、今年度１年間、賃貸期間を延長い

たしまして、今年度中に次期総合行政システムへの

切りかえ・移行作業を行いまして、平成１８年度か

ら各種業務の稼動に万全を期そうとするものでござ

います。 

 本件の取得いたします財産の総合行政システムに

つきましては、６月１４日に北海道市町村備荒資金

組合と株式会社コンピュータービジネスとにおい

て、６,９８２万５,０００円の売買契約の締結に関

する仮契約の締結がなされてございます。 

 この取得財産であります総合行政システムにつき

ましては、平成１８年３月３１日に北海道市町村備

荒資金組合から当町に譲渡をされるものでありま

す。 

 なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得価

格に年０.４％の利息をつけまして、本年度から平

成２１年度までの５カ年で支払いをするものであり

ます。 

 また、今年３月の第１回町議会定例会におきまし

て、債務負担行為の議決をいただいているところで

ございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第１３号財産取得の件。 

 上富良野町総合行政システムを次により取得する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条の規定により、議会の

議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的、総合行政システム整備事業。 

 ２、取得の方法、北海道市町村備荒資金組合から

の譲渡。 

 ３、取得金額、６,９８２万５,０００円（うち消

費税及び地方消費税３３２万５,０００円）。 

 ４、取得の相手方、札幌市中央区北４条西６丁目

北海道自治会館内、北海道市町村備荒資金組合組合

長上野晃。 

 ５、納期、平成１８年３月３１日。 

 以上、説明といたします。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 質疑に入ります。 

 １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） 今、説明を受けたわけで

ありますけれども、この機械が入るというのはわか

りますけれども、この総合行政システム自体の、今

までもあって、今度これに変わるのだろうと思うの

ですけれども、どういう機能がどうなってというの

が、ちょっと詳しくわからないものですから、そこ

ら辺、少しわかりやすく、できれば御説明いただき

たいと思うのです。 

 今までのいろいろな、財務の会計システムが入っ

ているとか、それから、ここの関係でコンピュー

ターが入ってと、いろいろ入っているのは記憶にあ

るのですけれども、この機械が全部それをどうこう

するのかどうなのか、ちょっとよくわかりませんの

で、そこら辺わかりやすく、できれば説明いただき

たいと思うのです。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） １７番西村議員の質問

にお答えを申し上げたいと思います。 

 現在の総合行政システムにつきましては、住民基

本の手続といいますか、住民情報を基礎として、そ

れぞれ国民健康保険、それから国民年金、介護保

険、それから福祉医療、それから健康管理、それか

ら下水道、水道、それから税、選挙などの利用をし
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てございます。こういう総合システム、これをすべ

て網羅した中でのシステムの開発でございます。そ

れぞれ、今までもしてございましたが、先ほども申

し上げましたとおり、今使っているシステムが既に

開発中止になって、これ以上の新しい機能もできま

せんことから、今回、開発をいたしまして、新しい

システムに切りかえようとするものでございます。 

 行う業務につきましては、今とさほど変わるもの

ではございませんが、これから将来に向けて、さら

なる発展的なシステムの、各種さらにこれに連動す

るシステムができるのかなと考えてございます。 

 ただ、今質問にありました予算システムとか、そ

ういうものは別なものでございまして、これに連動

しているものではございません。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） あらあらわかりやすくと

いえばわかりやすくなのだろうけれども、例えば、

今、新しくいろいろなシステム、行政の仕事が出て

くると思うのですけれども、そういうものを新たに

付加しても対応できる機種という理解でいいのです

ね。 

 それと、もう一つは、今までと大した変わらない

と言うのですけれども、では、効率化からいうと、

例えばスピードが速くなるとか、処理速度が速いと

か、いろいろなことがあると思うのです。例えば、

発送業務が、１０分かかるものが５分で終わると

か、そういうような見える部分というのはあるので

すか。そこら辺も、もしわかれば。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） 今回のシステムにつき

ましては、今、議員から質問ありましたとおり新し

い機種ですので、処理能力が相当スピードアップす

るものと期待してございます。 

 また、新しいものがこれに付してできるかどうか

という質問でございますが、これからのシステムに

つきましては、新しい事業なり事務なりが生じた場

合、当然これに付随した開発は行っていけるものと

思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） １７番西村昭教君。 

○１７番（西村昭教君） もしそういうことである

と、多分、かなり機能的にアップすると。これは、

取り扱いという部分もあると思うのですけれども、

取りやめになりましたけれども、一時専任のものを

入れたいということがあったと思うのです。そうい

う専任のものを、機械をきちっと理解して、保守点

検ができるという人間が必要になるのかどうかとい

うこと、先ほど言った、効率的になって人として合

理化できるのか、それとも仕事量としてスピード化

になるので十分余裕が出るのか、それとも同じ量で

ほかの仕事が、１００やったものが１２０にも１３

０にもできるよと、機械もしますけれども人間もそ

れで余裕が出てできるよというとらえ方でいいのか

どうか、ちょっとそれだけ教えてください。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） そうですね、２、３年

前に専従のエンジニアを入れようとした経緯もござ

いますが、そういうものがなくても当然、委託会社

に保守管理委託する中で、そういうものはやってい

けるものと考えております。 

 また、これによりまして、人員的に余裕が出るの

かというお話でございますが、事務的な処理でござ

いまして、これによりさらに減員が図れるというも

のではないとは考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） ちょっと関連で、わから

ないので聞きたいのですけれども、先ほど総合行政

システム、これはシステムですから、当然ハードと

ソフトと両方になるべきだと思うのです。今まで既

存に使っていたものが廃止されたので入れかえると

いうことは、いいです。ハード面がどれぐらいか

かって、内容のシステムが幾らなのかということが

わかれば後で教えていただきたいことと、先ほど

言った住民の台帳であるとか、介護保険であると

か、選挙であるとか何であるとかということのため

にこれをつくって、決算や何か、そういう財務の方

とは整合性がとれないというような話を、今、課長

おっしゃっていただいて、さらに、たしか今年度か

らだったか前年度だったか、ＬＧＷＡＮでいろいろ

今、庁舎内のイントラを組んでいますよね。 

 それで、私が言いたいのは、７,０００万円近く

かけるのであれば、この総合行政システム事業だけ

を独立させるのではなくて、今やっているそういう

すべての、ＩＴの部分であったりとか、こういう機

器の部分を、それぞれ整合性を持たせて連動させら

れるようにする方が、同じお金をかけるのだったら

効率があって、ここの部分はＡ業者ですよと、片方

の計算の部分はＢ業者ですよと、それぞれに違うも

のが上がっていたら、それぞれにお金をむだに使っ

ているというふうに私は聞こえるのですけれども、

結局それらを予算立てをして、債務負担行為をして

行うということに関しては、こちらから今あるシス

テムと連動を図れるようなソフトを組んでくれない

かということは言わなかったのですか。もう一方的

に向こうから、このシステムとこのハードを導入し

てくださいということだったのか、その辺の経緯を
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教えてください。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） １２番金子議員の質問

にお答えを申し上げます。 

 ハードとソフトの内訳でございますが、これにつ

きましては、ちょっと手持ちに資料がございません

ので、後でお答えしたいと思います。 

 それから、ほかの財務会計、またＬＧＷＡＮとの

整合性のお話でございますが、これにつきまして

は、システムそのものが違うものと考えてございま

す。今回入れようとしますのは、あくまで住民の情

報に係る分の処理をする部分でのシステムの開発

と、そういう機器の取り入れでございまして、ＬＧ

ＷＡＮ並びに財務会計等の事務につきましては、全

く別な単位での仕事だと考えてございますので、そ

の辺の整合性は相当難しいものと思ってございま

す。 

○議長（中川一男君） 暫時休憩をいたします。 

────────────────── 

午後 １時２４分 休憩 

午後 １時２５分 再開 

────────────────── 

○議長（中川一男君） 休憩を解きます。 

 特別に、情報管理班主幹の答弁を求めます。 

○情報管理班主幹（北向一博君） １２番金子議員

の御質問にお答えいたします。 

 まず、金額の内訳についてですけれども、ソフト

ウエア関連が約４,０００万円です。それから、

ハードウエア関係が２,６５０万円、これに消費税

がかかるという金額になります。消費税が入った金

額については、ちょっと今、計算ができませんの

で、これでお願いいたします。 

 それから、どうして同時に効率的な整備ができな

かったかという御質問につきましては、今回整備し

ます総合行政システムにつきましては、個人情報

系、要するに住民情報を扱う、中心に扱う情報が住

民の情報を、例えば税の情報につなげるとか、福祉

の情報、それから上下水道、料金システムとか、そ

ういう関係で、一昨年度、１５年度に行いましたイ

ントラネットの整備事業とは全く時限の異なる整備

となっております。それで、同時に整備したとして

も、完全に切り分け整備しますので、例えば効率的

になるかといいますと、若干の効率面が出てくるの

かという程度のことになると考えております。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） １２番金子益三君。 

○１２番（金子益三君） 済みません、そういうこ

とを聞いているのではなくて、同時に改革しなかっ

たことと、ＬＧＷＡＮと分けるというのは、それは

わかります。今言ったシステム、ソフトの部分とい

うのは、いわゆるデータベースの部分というのが非

常に大きいですよね。 

 私が言うのは、前年度、財務の部分で、決算の部

分とか変えた、それぞれの既存のソフトがあります

よね。それらと一緒に何とか連動できるようなもの

も一緒に組めば、もうちょっと効率がよくなるとい

うか、今あるものもよくなるだろうしということを

言っているので、ＬＧＷＡＮは、いいです。それ

は、企業内イントラネット、情報のやりとりをする

環境はできたというのはいいのです。そして、今、

新たに７,０００万円近くをかけて、データベース

の部分が大きくなるソフトをつくらせるのであれ

ば、せっかく今、いい財務の部分の計算をするソフ

トがあるのですから、システムというハードが、そ

れらとうまく連動させて、何とか効率性を上げるこ

とを考えなかったのかということを聞いているので

あって、御答弁をお願いします。 

○議長（中川一男君） 情報管理班主幹、答弁。 

○情報管理班主幹（北向一博君） 何度も申し上げ

ますけれども、１５年度に整備しましたイントラ

ネット事業、これは、伝送路を整備する事業です。

要するに通信回線を、電話でいえば電話線を整備す

る事業、それがイントラネットの事業です。それと

ＬＧＷＡＮという事業は、これはまた完全に別なの

です。ＬＧＷＡＮというのは、Local Government 

Wide Area Network といって、都道府県、市町村、

それから国の機関を行政ネットワークで結ぼうとい

う、これは外部ネットワークになります。ですか

ら、そのネットワークの関連は、この二つは伝送路

の、道路を整備する事業になっています。それにあ

わせて、先ほど言われておりました財務会計システ

ム、これは、従来運用してきていました財務の関連

の予算編成、それから決算、それから、企業会計の

関係もありますけれども、企業会計は先般の財務会

計では整備しておりません。一般会計部分のみとい

うことで、既にあったものを、サポート期間が切れ

たものですから、ちょうど期間が合ったので財務会

計システム、これは１５年度に置きかえておりま

す。さらに充実した形で置きかえておりますけれど

も、置きかえました。 

 今回、１７年度にかけて、譲渡事業で整備しよう

としているものにつきましては、今現在動いている

システムが、総務課長の方の説明でもありましたと

おり、開発が中断したのではなくてサポートがもう

終了しています。開発した企業、これは申し上げて

もいいかと思いますけれども、沖電気という会社が

整備したキャメックスというシステムを使っていま

す。これは、基幹のＯＳというパソコンを動かすソ
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フトが、ここのところ Windows のＭＥというものか

ら、それから２０００、それからＸＰと、４、５年

の間に急速にバージョン変更がありまして、企業の

方でこのバージョン変更に対応できないということ

で、開発をもうあきらめてしまいました。 

 現行動いているキャメックスというシステムは、

Windows９５で動いております。Windows９５、それ

から９８でも一部対応できるシステムがありますけ

れども、９５が事実上 Windows の開発元、マイクロ

ソフト側でもサポートをもうやめました。というこ

とは、ＯＳ、パソコンを動かす基本ソフトも改善さ

れていかない、サポートされていかない。そして、

データベースは、基幹のシステム、キャメックスと

いうものについても、キャメックス自体も更新しな

いという状態になっております。ということは、事

実上、今後使えないということになっています。 

 そして、このキャメックスの設定期間が、平成１

０年から平成１６年度まで、昨年度までだったわけ

です。期間が終了しましたけれども、町の方で後継

のシステムをどうするかということが、明確な方針

が定められなかった関係がありまして、１７年度だ

け、１年間何とか動かし続けてくれということで、

１年間延長をかけて動かしてもらっています。その

後、もう、サポートも何もないので、何か事故が起

こった場合、完全に停止してしまう状態になってお

りますので、１８年度の４月１日から新しいシステ

ムに切りかわるよう、今、譲渡事業を使って整備し

ようとしています。 

 金子議員のその前の質問にも若干ありましたけれ

ども、新しいシステムに対応できるかということが

ありましたけれども、当然、今後少なくても５年以

上は新規のシステムの使用を続けなければなりませ

んので、その間に、国が現在進めております e-

Japan 計画の関係で、各家庭からいろいろな申請事

務、それから届け出をする事務ができるようにとい

うことで、これはインターネット経由で、主な生活

に密着した行政サービスを受けられるようにすると

いう国の方針があります。その国の方針に沿って、

全国市町村、都道府県もあわせて、各種それに対応

できるソフトウエアを開発している最中です。 

 北海道につきましては、聞かれたかと思いますけ

れども、ＨＡＲＰという略称になりますけれども、

北海道電子自治体推進協議会という組織が自治体を

中心に結成されております。北海道が中核になって

おりますけれども、それに民間の関連事業者、それ

から道内市町村、１７０前後が加入して、各家庭か

ら使用できるシステム、それから、家庭でも住民票

を交付できるようなことが可能になるように、これ

は、いつ実行できるかというものについては、各市

町村の対応状況、それからセキュリティーをいかに

して保っていくかということが技術的に可能になっ

た時期で、恐らく北海道が呼びかけ人になって道内

に実施が広まっていくものと考えております。 

 このＨＡＲＰの動きにも合わせて対応できるとい

う条件をつけて、今回、上富良野町に登録を受けて

おります１７事業者に提案いただけないかというこ

とでお願いした結果、７事業者からそれに対応でき

るシステムがあるという提案を受けまして、それの

中から現行の上富良野町の事務に合う形、組織体系

とかそういうものに合う形ということで、徐々に絞

り込み、削り落としを行って、最終的に残った業者

が今回導入になるということで、現行の業者とたま

たま同じになりましたけれども、これは提案いただ

いた７事業者から、最もいい条件、それから適合す

るシステムということで選定したものであり、現行

の業者を優先して選定したという経過にはございま

せん。たまたま同じ業者になったということになり

ます。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

 ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 今回の財産の取得では譲渡

という形になっておりますが、これは十何社か絞り

込んだということなのですが、随意契約ということ

で押さえてよろしいのでしょうか、それとも指名競

争なのか、一般入札で行われたのか、この点です。 

 これは、備荒資金独自でこのシステムを開発した

のかどうなのか、ちょっとよくわかりませんので、

そういう組合、こういうノウハウを持っていれば、

そこと直接、会社とやりとりでいろいろつくれると

いうことは可能だと思いますが、その点がよくわか

りませんので、これを使っていた機種を、単純に解

釈すれば譲り受けたというふうになるのですが、そ

の点はどうなのか、ちょっとお伺いしたいというふ

うに思っています。 

 いろいろなことを言われましたが、これから新し

い、家庭からの住民票交付も対応できるということ

でありますから、それは相当な、機種の充実という

点ではいいのかもしれませんけれども、もう１点よ

くわからないのでお聞きいたしますが、現在の機種

では、会社が開発をやめたからできなかったという

だけで、会社がこれを引き続きサポートしてくれれ

ば運用できるということで解釈してよかったのだろ

うというふうに思うのですが、その点です。 

 これらの問題というのは、とかくやはりきちっと

した透明性が確保されていないとだめなものですか

ら、もっと価格競争が安い条件の中で、一般競争、

あるいは、やればもっと安く購入できるという条件
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もあったかと思うのですが、そこら辺のやりとりが

ちょっとよくわかりませんので、その点も含めてお

伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（越智章夫君） ９番米沢議員の質問に

お答えを申し上げます。 

 まず、業者の選定でございますが、これにつきま

しては、先ほど主幹も説明いたしましたが、１７社

に呼びかけをいたしまして、そこから業者をずっと

選考していきまして、最後に１社残った。その中で

は、当然システムのよしあし、金額の高い安い、そ

れらも勘案いたしまして、１業者を最後に選びまし

て、そこと随意契約になります。随意契約というこ

とでの契約を結ぶということで、その契約につきま

しては、うちで業者は選んでございますが、随意契

約につきましては、北海道備荒資金組合と株式会社

コンピュータービジネスの間で行われるものでござ

います。 

 譲渡事業で今回、この機種を入れようとします

が、譲渡事業というのは、北海道備荒資金組合が、

実は、本来は災害等の準備のため、この組合につき

ましては、日ごろから各市町村から基金を募ってお

金を準備しているところでございますが、最近、こ

ういう、災害もそれほどないことから、こういうよ

うな資金の融通をしてございます。それを利用いた

しまして、今回、一時的に北海道市町村備荒資金組

合からお金を出していただいて、うちで後でそこに

分割で支払うという方法をとるものでございます。 

 それから、この北海道備荒資金組合では、お金の

貸し付けというか、そういう事業をしているだけ

で、ここでは直接こういう事業所の選定等は行って

おらず、事業所の選定につきましては、あくまでお

金を借ります市町村が行うとなっているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中川一男君） ９番米沢義英君。 

○９番（米沢義英君） 流れはちょっと余りはっき

りわからないのですが、おおむね流れとしてはわか

りましたが、コンピュータービジネスというところ

が、結局この開発ということで携わって、たまたま

資金繰りという点で有利に借りられるということな

のか、ちょっとそこら辺わかりませんが、その関係

でこういう譲渡という形になったということだと思

うのですが、これは、コンピュータービジネスから

直接購入すれば、中間を通りませんから、そういう

ことはできなかったのかどうなのか。お金を借りる

以上、こういう形になったとは思うのですが、もし

も直接購入するということになった場合は、資金繰

りの点でどのぐらいの違いが生まれたのか、その点

お伺いしたいなというふうに思っています。 

 あと、容量については、現行の容量では、当然、

人口がふえた場合、あるいはこれから福祉関係だと

か、いろいろな事務量がふえた場合は、例えば人口

でいえば、現行と比べて何万人ぐらいの処理が可能

なのですか、この機械というのは。そこら辺ちょっ

と、わかればお伺いしておきたいと思います。 

○議長（中川一男君） 情報管理班主幹、答弁。 

○情報管理班主幹（北向一博君） ただいまの御質

問にお答えしますけれども、処理能力につきまして

は、非常に大きな処理能力があります。システム自

体が都道府県レベルの規模の人口まで対応できるも

のになっていますけれども、ただ、これは、システ

ムの能力としてはありますけれども、今回整備する

ハードウエア部分が、それにそのような過剰能力を

必要としませんので、処理する機械の能力は低いも

のを入れております。ただ、北海道レベル、もしく

は東京都レベルのものにも対応できるシステム自体

の能力はあります。 

 それから、先ほど総務課長からも若干お答えいた

しましたけれども、北海道備荒資金組合につきまし

ては、あくまで導入するために費用を立てかえ支払

いしていただくという仕組みになっております。町

の財政が非常に厳しいという状況もありまして、一

度に支払うと単年度に負担がかかるということで、

この制度を使って、分割して、２１年度までに支払

うという分割支払いの形になっております。これ

は、支払いの形が変わるだけで、導入費につきまし

ては、備荒資金組合のこの制度を使おうとも、直接

町が支払おうとも、この金額につきましては変動が

ございません。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 金利のこと。 

○情報管理班主幹（北向一博君） 失礼しました。

追加でお答えします。 

 もし、町がこの制度を使わないでリース制度を

使った場合、業者側が一括払いして、町が賃貸料を

払うという形で支払っていく形態になります。これ

は、賃貸料で支払う形は現行のシステムでとったわ

けですけれども、賃貸料で支払う場合、非常にネッ

クになるのが、所有権がずっとリース会社に附属す

るため、リース会社側で賃貸料設定条件として保守

を行いなさいと。保守経費が、非常に高い保守経費

が付加されます。それで、町が直接取得する形にな

りますと、分割支払いの賃貸料方式をとると保守料

が加算されること、それから、当然に賃貸設定によ

る市場金利に即しまして、今どれぐらいになります

かちょっとわかりませんけれども、年率七、八％の

リースの利率がかかるかと思います。今回の備荒資
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金組合につきましては、年率０.４％という低率に

なります。 

 低率の理由につきましては、すべて北海道内の市

町村が出資している基金を運用しているという関係

で、非常に低利に終わっているという、非常に使い

勝手のいい制度になっております。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） １３番村上和子君。 

○１３番（村上和子君） このシステムになります

と、新しい行政の事務も取り込むことはできるので

しょうか、例えば電子入札とか。といいますのは、

先ほどライフネットワークとおっしゃったので、そ

こら辺はどうなのでしょうか。 

○議長（中川一男君） 情報管理班主幹、答弁。 

○情報管理班主幹（北向一博君） 村上議員の御質

問にお答えいたします。 

 先ほどからも言っていますけれども、新たなサー

ビスに対応し得るという条件つきで今回導入してお

ります。 

 ただ、この事務をやりたいということで、ただで

できるわけではございませんで、そのたびごとにシ

ステムの構築費用、それから組み込み費用というも

のが発生しますけれども、今後想定されるさまざま

な電子入札などは、もう当然のことながら対応でき

るという条件のもとで選定・選考しております。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１６ 議案第１４号 

○議長（中川一男君） 日程第１６ 議案第１４号

南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１

６国債）請負契約変更の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１４号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 設計変更の内容につきましては、上流部の終点に

位置しております西本道道路があり、道路排水は素

掘り側溝により整備されておりますが、融雪水及び

降雨時などの排水が下流のポロピナイ川に流入せ

ず、道路沿いを下流に流出し、道路側溝への浸食、

のり面崩壊などの被害を与えているため、道路横断

管渠溝を新たに計上し、被害の防止を図るものであ

ります。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１４号南部地区土砂流出対策工事（ポロピ

ナイ川）（Ｈ１６国債）請負契約変更の件。 

 南部地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ

１６国債）請負契約の締結（平成１６年１２月２１

日議決を経た議案第１２号に係るもの）を、次によ

り変更するため、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定によ

り、議会の議決を求める。 

 記。 

 変更事項、契約金額、変更前６,１９５万円、変

更後６,２４４万３,５００円。４９万３,５００円

の増額でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議賜りまして議決くださいますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

 １４番長谷川徳行君。 

○１４番（長谷川徳行君） こういう問題は幾たび

もありますけれども、現況調査というのはしていな

いのですか。今の説明にありましたけれども、設計

の段階で。 

○議長（中川一男君） 建設水道課長、答弁。 

○建設水道課長（田中博君） １４番長谷川議員の

御質問にお答え申し上げます。 

 現況調査、測量等はやっております。しかし、演

習場内でありまして、複雑な地形の動きなどがあり

まして、当時、調査時点では、このようなことが発

生しないだろうということで設計をいたしておりま

したけれども、たび重なる降雨だとか融雪水の水の

流れの変更に、自然の流れの変更によりまして、こ

のような被害が発生したということで、駐屯地の方

と相談をいたしまして、流れをこちらの方に流入さ

せようということで今回計上をさせていただいたも

のでございます。 

○議長（中川一男君） 他にございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ほかになければ、これを

もって質疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ
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んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１７ 議案第１５号 

○議長（中川一男君） 日程第１７ 議案第１５号

旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負契約変更の件を

議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設水道課長。 

○建設水道課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第１５号につきまして、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 １点目としまして、本工事の構造物のうち、上流

部に設置されます第８号床固工の現況河道が一部湾

曲しており、水流が断流するため、河床部が洗掘さ

れるおそれがあることから、護床ブロックを設置

し、河床の安定を図るため計上するものでございま

す。 

 ２点目としまして、床固工４カ所のそで部、のり

面を、土工仕上げによる設計でありましたが、施工

時において現地の土質条件を再確認したところ、降

雨及び融雪水などにより、のり面が浸食される土質

であるため、それぞれ段削、張り芝工及び張り芝工

を平壌し、のり面の保護を図るものでございます。 

 以下、議案を朗読し、提案理由の説明にかえさせ

ていただきます。 

 議案第１５号旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負

契約変更の件。 

 旭野川砂防工事（Ｈ１６国債）請負契約の締結

（平成１６年１２月２１日議決を経た議案第１３号

に係るもの）を次により変更するため、議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 変更事項、契約金額、変更前７,８７５万円、変

更後８,１２４万９,０００円。２４９万９,０００

円の増額でございます。 

 以上で説明を終わります。 

 御審議賜りまして議決くださいますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、議案第１５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程追加の議決 

○議長（中川一男君） お諮りいたします。 

 農業委員推薦の件を日程に追加し、議題とするこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、農業委員の推薦の件を日程に追加し、議

題とすることに決しました。 

─────────────────── 

◎追加日程第１ 農業委員推薦の件 

○議長（中川一男君） 農業委員の推薦の件を議題

といたします。 

（「動議」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ２番徳島稔君。 

○２番（徳島稔君） 議長、動議を提出いたしま

す。 

 ただいま農業委員の推薦の件につきまして、議会

推薦の農業委員は１名とし、竹内和彦君を推薦する

ことを望みます。 

 以上でございます。 

（「賛成」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） ただいま、２番徳島稔議員

より、議会推薦の農業委員については１名とし、竹

内和彦君を推薦するとの動議が提出されました。 

 この動議は、所定の賛成者がありますので、成立

いたしました。 

 農業委員の推薦動議を採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本件は、動議のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員については１名と

し、竹内和彦君を推薦することに決しました。 

─────────────────── 

◎日程第１８ 発議案第１号 

○議長（中川一男君） 日程第１８ 発議案第１号

議員派遣の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ２番徳島稔君。 

○２番（徳島稔君） 発議案第１号、朗読をもって

提案いたします。よろしくお願いいたします。 

 発議案第１号議員派遣の件。 
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 上記の議案を次のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 上富良野町議会議長中川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員徳島稔。 

 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、上富良野

町議会議員村上和子、上富良野町議会議員岩崎治

男。 

 議員派遣の件。 

 次のとおり、地方自治法第１００条第１２項及び

会議規則第１２１条の規定により議員を派遣する。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会。 

 目的、分権時代に対応した議会の活性化に資する

ため。 

 派遣場所、旭川市。 

 期間、平成１７年７月１日、１日間。 

 派遣議員、全議員１８名。 

 ２、富良野沿線市町村議会議長会主催の議員特別

研修会。 

 目的、分権時代に対応した議会の活性化に資する

ため。 

 派遣場所、富良野市。 

 期間、平成１７年７月７日、１日間。 

 派遣議員、全議員１８名。 

 ３、富良野沿線市町村議会議長会主催の議員研修

会。 

 目的、分権時代に対応した議会の活性化に資する

ため。 

 派遣場所、占冠村。 

 期間、平成１７年８月３０日、１日間。 

 派遣議員、全議員１８名。 

 以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（中川一男君） これをもって、提案理由の

説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第１９ 発議案第２号 

○議長（中川一男君） 日程第１９ 発議案第２号

上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の件を議題といたしま

す。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した発議案第２号上富良野町議会の議員の報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例案に

つきまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本案は、厳しい財政状況が続く本町の財政事情や

町の行財政改革実施計画の確実な推進を図るため、

また、このたび上富良野町特別職報酬等審議会にお

いての審議経過や答申内容、さらに、昨今の町民皆

様の議員報酬に対する意識等を考慮し、総合的に議

員報酬について勘案した結果、この際、期末手当の

支給割合を改正し、支給額を削減することが望まし

いと判断し、その条例の一部を改正しようとするも

のであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただき

ます。 

 発議案第２号上富良野町議会の議員の報酬及び費

用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第

２項の規定により提出いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 

 賛成者、上富良野町議会議員村上和子、同じく上

富良野町議会議員岩崎治男。 

 上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関

する条例（昭和３２年上富良野町条例第２号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条第２項中「１００分の２１０」を「１００

分の１７０」に、「１００分の２３０」を「１００

分の１８０」に改める。 

 附則。 

 この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

 御審議賜りまして、お認めいただきますようお願

い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

― 36 ―



 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２０ 発議案第３号 

○議長（中川一男君） 日程第２０ 発議案第３号

温暖化ガス吸収源としての森林機能対策充実に関す

る意見の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 発議案第３号温暖化ガス吸

収源としての森林機能対策充実に関する意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１７年６月２１日提出、上富良野町議会議長

中川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。 

 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、同じく上

富良野町議会議員村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、環境大臣、財務大臣、農林水産大臣、北海道知

事。 

 裏面に行きます。 

 温暖化ガス吸収源としての森林機能対策充実に関

する意見書。 

 今年２月に発効した京都議定書で、我が国は温室

効果ガス排出量の６％削減を約束している。 

 そのうち、森林による吸収量上限枠は３.９％で

あるが、現状のままの整備水準では吸収量は２.９

％にとどまり、森林育成活動の確実な実施が不可欠

となっている。 

 上限枠３.９％を達成するためには、これまで木

材資源が唯一の経済的価値とされてきた森林を環境

資源としてとらえ、その対価を森林所有者に還元で

きるような経済的仕組みづくりと、長期にわたる投

資が宿命とされる林業経営において、森林育成途上

段階での森林管理の成果に対して、定期的、持続的

に対価を還元できる仕組みをつくり上げる必要があ

る。 

 また、京都議定書以降、森林の伐採行為は温暖化

ガスの排出と規定されるに至ったが、燃焼されるか

腐朽するまでは、木材は温暖化ガス固定化の資源と

して効果が持続することは明らかであり、地域にお

いて建築材等に利用される場合には、二酸化炭素が

再貯蔵されることを認識し、循環資源としての利用

促進が図られなければならない。 

 循環資源である地域材を活用することは、地球温

暖化防止のみならず、水源の涵養、生物多様性の保

全など、良質な自然環境をはぐくみ、緑の自給圏の

確立につながることから、国及び道においては、下

記の施策について早期実現を図るよう強く要望す

る。 

 記。 

 １、地域材を建築材等に利用する者（事業者、一

般消費者）に対して、消費税、固定資産税、不動産

取得税の減免や住宅取得控除の割り増しなどを主な

内容とする利用促進優遇対策を法制化すること。 

 ２、現在、国等による環境物品等の調達の推進等

に関する法律（グリーン購入法）の対象となる木材

は、一部の国産間伐材に限定されているが、森林認

証制度等を活用し、持続可能な経営がなされている

森林からの地域材を広く対象範囲に含め、今後の利

用促進を図ること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 平成１７年６月２２日、北海道空知郡上富良野町

議会議長中川一男。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第３号の採決をいたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２１ 発議案第４号 

○議長（中川一男君） 日程第２１ 発議案第４号

緊急地域雇用創出特別交付金制度の延長・改善を求

める意見の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 発議案第４号緊急地域雇用

創出特別交付金制度の延長・改善を求める意見の

件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１７年６月２１日提出、上富良野町議会議長

中川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。 

 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、上富良野

町議会議員村上和子。 

 提出先、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚

生労働大臣。 

 緊急地域雇用創出特別交付金制度の延長・改善を

求める意見書。 
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 景気は回復傾向と言われながらも、北海道の景気

回復は大きく立ちおくれている。とりわけ雇用情勢

は、リストラの進行によってさらに悪化する危険性

が指摘されている。 

 政府は、平成１１年から３年間、緊急地域雇用特

別交付金制度を実施し、平成１４年度からさらに３

年間、緊急地域雇用創出特別交付金制度として継続

した。 

 この交付金制度によって、地方自治体が８３万人

の失業者の差し当たっての就労の場をつくってきた

ことを見ても、実績と具体的政策効果は明らかであ

る。 

 しかしながら、この交付金制度は、本年３月末で

終了した。 

 この交付金制度の実施初年度である平成１１年度

の全国の完全失業率は３％台であったが、平成１５

年度は５.１％に悪化し、平成１６年度は若干の改

善が見られたものの、４.６％と引き続き高い水準

である。そして、地域間の格差が大きく、とりわけ

北海道は、ことし１月から３月の完全失業率が５.

９％と、全国でも最も深刻な地域の一つとなってい

る。 

 地方財政が大きな困難を抱えているもとで、この

交付金制度が終了したことにより、地方自治体の雇

用・失業対策に重大な影響が生じているばかりでな

く、地域経済にも否定的な影響を及ぼすこととな

る。 

 よって、政府においては、緊急地域雇用創出特別

交付金制度と同様の制度を、平成１７年度補正予算

もしくは平成１８年度予算において復活させ、必要

な予算規模を確保するとともに、制度の内容改善を

図るよう強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 平成１７年６月２２日、北海道空知郡上富良野町

議会議長中川一男。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２２ 発議案第５号 

○議長（中川一男君） 日程第２２ 発議案第５号

道路整備に関する意見の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 ３番岩崎治男君。 

○３番（岩崎治男君） 引き続きもう１本、発議さ

せていただきます。 

 発議案第５号道路整備に関する意見の件。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 平成１７年６月２１日提出、上富良野町議会議長

中川一男様。 

 提出者、上富良野町議会議員岩崎治男。 

 賛成者、上富良野町議会議員向山富夫、上富良野

町議会議員村上和子。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣。 

 道路整備に関する意見書。 

 道路は、道民生活や経済・社会活動を支える最も

基本的な社会資本であり、高規格幹線道路から道民

生活に最も密着した市町村道に至るまで、北海道の

道路網の整備は道民が長年にわたり熱望してきてい

るところであり、中長期的な視野に立って、体系的

かつ計画的に整備が推進されるべきものである。 

 しかしながら、広大な面積を有し、都市間距離も

長く、自動車交通の占める割合の高い北海道の道路

整備は、受益者負担という制度趣旨にのっとり、着

実に行われているものの、いまだ十分とは言えず、

本道各地域の活力ある地域づくりや安全で快適な生

活環境づくりを支援する上で、より一層重要となっ

ている。 

 特に高規格幹線道路のネットワーク形成は、道内

の圏域間の交流・連携の強化、地域経済の活性化、

救急医療・災害時の代替ルートの確保、さらには、

我が国における安定した食料供給基地、観光資源の

提供の場として、その役割をしっかり担うための最

重要課題である。 

 よって、国においては、北海道の道路整備の実情

を十分踏まえた上で、引き続き計画的かつ早期に整

備が図られるよう、特段の配慮がなされるよう強く

要望する。 

 記。 

 １、受益者負担という制度趣旨にのっとり、道路

整備を強力に推進するため、自動車重量税を含む道

路特定財源は、一般財源化することなく、すべて道

路整備に充当すること。 

 ２、活力ある地域づくりや都市再生を推進するた

め、道路整備の促進を図るものとし、社会資本整備
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重点計画に基づき、道路整備を効果的かつ効率的に

推進すること。 

 ２が二つありますので、３に直していただきたい

と思います。 

 ３、安心・安全な生活の確保や経済活動の発展を

支えるため、地方部のおくれた高速道路の整備を推

進し、１日も早い完成に努めるとともに、本道の高

速道路ネットワークの早期形成を図ること。 

 また、災害に対して、安全で信頼性の高い道路

ネットワークの構築を進めるとともに、橋梁の耐震

補強等の対策を推進すること。 

 ４、地方道路整備臨時交付金及び国庫負担金を譲

与税化し、機械的に配分すると、地方の道路整備に

重大な支障が生ずることから、その廃止・移譲は行

わないこと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 平成１７年６月２２日、北海道空知郡上富良野町

議会議長中川一男。 

 以上です。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２３ 発議案第６号 

○議長（中川一男君） 日程第２３ 発議案第６号

分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意見

の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 １５番向山富夫君。 

○１５番（向山富夫君） ただいま上程いただきま

した発議案第６号、議案の朗読をもって説明とさせ

ていただきます。 

 分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意

見の件。 

 本件を会議規則第１４条第２項の規定により提出

いたします。 

 提出者、上富良野町議会議員向山富夫。 

 賛成者、上富良野町議会議員村上和子、同じく上

富良野町議会議員岩崎治男。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、総務大臣。 

 多少、長文でございますが、申しわけございませ

んが、よろしくお願いいたします。 

 分権時代の新しい地方議会制度の構築を求める意

見書。 

 平成１１年の地方分権一括法の成立により、地方

公共団体の自己決定権と自己責任はますます大きく

なり、地方議会の権限も飛躍的に拡大した。 

 地方議会は、その最も重要な機能である立法的機

能、財政的機能、行政監督機能を充実強化し、今ま

で以上に行政執行へのチェック機能を向上させ、分

権時代に期待される議会の役割を果たしていかなけ

ればならない。 

 しかしながら、現行の地方議会制度は、議会の招

集権が長にあること、付再議権の行使が長の認定に

ゆだねられていること、「議会を招集する暇がな

い」を理由に、条例や予算が専決処分される例があ

ることなど、二元代表制を採用しながらも、長と議

会の機能バランスを欠き、議会本来の機能が発揮さ

れていない。 

 さらに、議員定数の上限値の規定や１人１常任委

員会の就任制限などの制約的規定は、議会の組織・

運営を硬直化し、議会の自主性、自立性を弱め、議

会の活性化を阻害している。 

 よって、国においては、下記の事項につき、所要

の措置を早急に講じ、分権時代に対応した新たな地

方議会制度を構築されるよう強く要望する。 

 記。 

 １、議員定数の自主選択。 

 議員定数については、議会本来の役割、その機能

が十分発揮できるよう、上限値の撤廃を含め、地域

の実情に応じて地方公共団体が自主的に決定できる

ようにすること。 

 ２、議会の機能強化。 

 (1)立法的機能の強化。 

 １、町村の基本計画は、住民の生命・生活に直結

するものも多く、その重要性から見て、地方自治法

第２条第４項または同法第９６条第１項に議決事件

として追加すること。 

 ２、自治事務はもとより、法定受託事務について

も原則条例制定権が及ぶとされていることから、地

方自治法第９６条第２項の法定受託事務の除外規定

を削除すること。 

 (2)財政的機能の強化。 

 １、予算のうち議会費については、長と対等同格

という議会の立場を踏まえ、議会側の提案を尊重す

ることを義務づける制度を検討すること。 

 ２、百条調査権行使の際に必要な緊急の費用な
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ど、議会独自の需要への長の予算措置義務を制度化

すること。 

 ３、予算の議決対象は、政策論議が行えるよう、

款項に加えて目まで拡大すること。 

 (3)行政監督機能の強化。 

 １、地方公共団体が設立した公社及び出資法人等

に対し、議会が直接関与できるようにすること。 

 ２、監査委員は、その独立性を確保するため、長

の任命ではなく議会で選任するようにすること。 

 ３、議会と長の関係。 

 不信任と解散制度の見直し。 

 １、議会と長が別個に公選される首長制の場合、

この制度を採用する西欧諸国でも不信任による罷免

は多く見られるが、反対に、対抗措置として議会の

解散まで行うところはないため、見直しを行うこ

と。 

 ２、地方自治法第１７８条の長の不信任議決の要

件を、過半数あるいは３分の２まで引き下げるこ

と。 

 (2)議会招集権の議長への付与。 

 二元代表制で執行部と並立する議会の招集権が長

にあるのは不合理なため、地方議会の招集権は、定

例会、臨時会を問わず、すべて議長に移すこと。 

 (3)長の付再議権の見直し。 

 １、付再議権の行使は、長の一方的認定にゆだね

るのではなく、客観的基準によること。 

 ２、一般的付再議権は、特別多数議決ではなく、

過半数議決に改めること。 

 (4)専決処分の要件の見直し。 

 地方自治法第１７９条第１項に規定する法定委任

的専決処分の場合、「招集する暇なし」の理由は、

乱用などの課題があるため、この要件を削除するこ

と。 

 ４、議会の組織と運営の弾力化。 

 (1)常任委員会の就任制限の撤廃。 

 委員会の審査・調査がより弾力的に行えるよう、

常任委員会の１人１委員会の制約を外すこと。 

 (2)全員協議会の位置づけ。 

 全員協議会については、公式の場に準ずる措置が

講じられるよう検討すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出する。 

 御審議賜りまして御議決いただきますよう、よろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（中川一男君） 提案理由の説明を終わりま

す。 

 質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） なければ、これをもって質

疑、討論を終了いたします。 

 これより、発議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決することに異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認めます。 

 よって、本件は原案のとおり可決されました。 

─────────────────── 

◎日程第２４ 閉会中の継続調査申出の件 

○議長（中川一男君） 日程第２４ 閉会中の継続

調査申出の件を議題といたします。 

 議会運営委員長並びに各常任委員長から、目下、

委員会において調査中の別紙配付申出書の事件につ

き、会議規則第７５条の規定により、閉会中も引き

続き調査したい申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 各委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中川一男君） 異議なしと認め、よって、

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査に

付することに決しました。 

─────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（中川一男君） 以上をもって、本定例会に

付議された案件の審議は、すべて終了いたしまし

た。 

 これにて、平成１７年第２回上富良野町議会定例

会を閉会いたします。 

午後 ２時３０分 閉会 
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